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「第六次子どもプラン武蔵野_中間のまとめ」に対するご意見は、 

12 月 13 日（金・必着）までに、以下の提出先へ意見提出フォーム・

Ｅメール・郵送・ファクス・持参のいずれかの方法でご提出くださ

い。 

【あて先・問い合わせ先】  

武蔵野市 子ども家庭部 子ども子育て支援課 
 

住所：〒 180-8777 武蔵野市緑町 2-2-28 

電話：0422-60-1851（直通） 

FAX：0422-51-9417（直通） 

ma i l：sec-kodomokosodate@city.musashino.lg.jp 

【意見提出フォーム】 

https://logoform.jp/f/krlvq 



 

 

  



 

 

 

【パブリックコメント及び市民意見交換会の実施について】 

 

 

■意見の提出方法 

 意見提出フォーム・Ｅメール・郵送・ファクス・持参のいずれかの方法でご提出ください。 

電話ではお受けできませんのでご了承ください。 

  

 

 

■意見の募集期間 

  令和６年 11 月 15 日（金）から 12 月 13 日（金）まで（必着） 

  ※提出いただいたご意見は、原則公開とさせていただきます。 

 

 

■市民意見交換会のご案内 

 市民の皆様から直接ご意見を伺う機会を下記のとおり設けています。事前の参加申込みは不要で

す。直接会場にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市民意見交換会 

11 月 22 日（金）午後７時から８時 30 分  スイングホール スカイルーム 

1 2 月 １ 日（日）午前 10 時から 11 時 30 分 商工会館 市民会議室 

1 2 月 １ 日（日）午後１時 30 分から３時  市役所 811 会議室 
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第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の背景  

（1）計画策定の背景 

日本の出生数は、第２次ベビーブーム期の昭和 48(1973)年の 211 万人をピークに減少しており、平

成 6(1994)年の「エンゼルプラン」をはじめ、国はこれまで様々な少子化対策を推進してきました。 

平成 15(2003)年には「次世代育成支援対策推進法*」を制定し、平成 17(2005)年度からの 10年間

にわたる行動計画を地方公共団体や企業に義務付け、社会全体による次世代育成支援が進められました。 

 平成 27(2015)年４月からは、子どもの健やかな成長と子育て家庭を支援するため、「子ども・子育て支援

新制度*」が始まりました。この制度は、質の高い幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援事業の量の

拡充と質の向上を図るとともに、全ての子どもや子育て家庭が必要な支援を受けることができるよう環境整

備を進めることを目指しています。  

しかし、国の総人口は依然として減少傾向にあり、出生数は平成 28(2016)年には初めて 100 万人を

割り込み、令和５(2023)年には過去最少の 727,277 人まで減少しています。 

少子化は、未婚率の上昇と晩婚・晩産化、ライフスタイルや価値観の多様化、経済状況等、様々な要因から

進行していると考えられます。また、子どもと子育てをめぐる環境も、共働き家庭の増加や核家族化、親のライ

フスタイルの変化、地域とのつながりの希薄化、ゲーム機やスマートフォンの普及等により、著しく変化し続け

ています。子どもの貧困や虐待、いじめ等、子どもを取り巻く諸問題も顕在化しています。 

 

（2）子ども・子育て家庭を取り巻く環境 

そのような中、令和２(2020)年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大により、小中学校の長期にわた

る臨時休校が実施されたほか、緊急事態宣言発出に伴う不要不急の外出制限、対面による会議や授業、イ

ベントの実施等の自粛・制限等により、市民生活に大きな変化をもたらしました。 

加えて、新型コロナウイルス感染症流行の影響に伴う失業や収入の減少により、家計が急変し、生活に苦

しむ人が増加した中で、引き続く物価高騰等の影響により、経済的に困窮する世帯がさらに増加するおそれ

もあります。 

そのほか、家族にケアを要する人がいる場合に、子どもや若者が大人の担うようなケアや責任を引き受け、

家事等を行うヤングケアラー*が社会問題となっていることや、令和４（2022）年度の児童相談所*の児童虐

待相談対応件数が 2１万件を超えるなど、子ども、保護者、家庭を取り巻く環境は厳しいものとなっています。 

 

（3）国の動向 

こうした子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、児童等に対す

る家庭及び養育環境の支援を強化し、児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行うことを目的に、

「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立しました。 

また、全ての子どもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、令和５

（2023）年４月１日にはこども基本法が施行され、こども基本法の目指す社会の実現のため、こども家庭庁

の設置、こども大綱の制定がなされました。 
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（4）武蔵野市の動向 

本市においては、市の上位計画である第三期長期計画・第二次調整計画の実施計画として、平成

12(2000)年 12 月に「子育てプラン武蔵野」が策定されて以降、 子どもと子育て家庭を支援する取組み

を計画的に実施しました。 

近年は、「子ども子育てを応援するまち」を掲げ、希望する保育施設に入所できる施策を推進し、令和２年

(2020)４月に待機児童数ゼロを達成し、以降５年連続年連続を維持・継続しています。 

また、妊娠期から子どもと子育て家庭を切れ目なく支援する体制を確立するため、令和３(2021)年４月に

子育て世代包括支援センターを設置し、令和４(2022)年度には０歳から 18 歳までの全ての期間における

所得制限・自己負担なしの医療費助成制度を確立するなど、子どもと子育て家庭を支える取組みを充実さ

せてきました。 

さらに、令和５(2023)年４月に「武蔵野市子どもの権利条例」を制定し、子どもの権利が尊重されるまち

づくりを推進しています。 

※「第五次子どもプラン武蔵野」の実績について詳細は９ページをご覧ください。 

 

一方で、本市の人口は、前計画期間まで増加傾向が続いていましたが、令和４(2022)年度をピークにや

や減少しており、子どもの人口についても、横ばいの状況となっています。 

これまでの子ども・子育て家庭を支援する取組みを推進するだけでなく、子どもと子育て家庭を取り巻く諸

問題に対応するための、新たな取組みも求められています。 

 

子どもたちは、未来の希望となる種です。子どもがこの武蔵野市でそれぞれの個性を輝かせ、のびのびと

育つことによって、まちが未来へと続いていきます。子どもが基本的人権を持つ存在であること、子どもの最

善の利益を第一に考えることを前提として、子ども自身が、一人ひとりかけがえのない存在として認められ、

各人の個性を尊重された成長・発達ができるように支援し、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちを

目指します。 
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２ 計画の位置付け  

本プランは、本市の最上位計画である「武蔵野市第六期長期計画」、「武蔵野市第六期長期計画・調整

計画」、「武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画」の分野別アクションプラン（実施計画）です。 

今後５年間において、市が実施する子どもに関わる施策・事業を計画書としてまとめたものとなっています。 

また、本プランは、こども基本法に基づく「市町村こども計画」、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子

ども・子育て支援事業計画」など各法に基づく計画であるとともに、成育基本法の趣旨を踏まえています。   

令和５(2023)年４月に施行されました「武蔵野市子どもの権利条例」における推進計画としても位置付

けており、子どもと子育て家庭を支援するための、市の総合的な計画となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の対象  

本プランは、武蔵野市に在住、在園、在学、在勤の１８歳までの全ての子どもと子育て家庭、おおむね 18

歳から 29 歳までの若者を対象とし、切れ目のない支援が必要な場合は 39 歳までを対象とします。 また、

妊娠中の方やそのご家庭、当事者に関わり地域で子育て支援活動を行う市民・団体等も対象とします。 

 

 
乳幼児期 
(0-6歳) 

学童期 
(6-12歳) 

思春期 
(12-18歳) 

青年期 
(18-29歳) 

ポスト青年期 
(29-39歳) 

子ども      

若者      

 

第六次子どもプラン武蔵野 

第四期 

武蔵野市学校教育計画 

など 

武蔵野市子ども・子育て支援事業計画 

武蔵野市こども計画 

武蔵野市子どもの権利条例 推進計画 

※「第四期武蔵野市学校教育計画」の内容も含んでいます。 

 

・こども基本法 

・子ども・子育て支援法 

・次世代育成支援対策 

推進法 
 

・子どもの貧困対策の 

推進に関する法律 

 

・母子及び父子並びに 

寡婦福祉法 

 

・子ども・若者育成支援 

推進法 

根拠法 関連計画 

健康福祉総合計画 

生涯学習計画 

男女平等推進計画 

公共施設等 

総合管理計画 

具体化 

整合 

前提 
・成育基本法 

根拠 

参考 

■子ども・若者のライフステージ イメージ図 

■第六次子どもプラン武蔵野 関係図 

その他各個別計画 

都市計画マスタープラン 

武蔵野市教育、文化等の

総合的施策の大綱 

整合 

武蔵野市子どもの権利条例 

武蔵野市第六期長期計画 （令和 2年度～11年度） 

武蔵野市第六期長期計画・調整計画 （令和６年度～10年度） 

武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画 （令和 7年度～11年度） 
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４ 計画の期間 

本プランは、令和７（２０２５）年度から令和 11（２０２９）年度までの５年間を計画期間とします。 

国の制度改正や社会状況の変化に応じて、計画期間中に必要な見直しを行う場合があります。 

 

令和 5年度 

2023年度 

令和 6年度 

2024年度 

令和７年度 

2025年度 

令和 8年度 

2026年度 

令和 9年度 

2027年度 

令和 10年度 

2028年度 

令和 11年度 

2029年度 

令和 12年度 

2030年度 

令和 13年度 

2031年度 

         

         

市議選 

市長選    市議選 

市長選    市議選 

市長選 

 

５ 計画策定の経緯  

平成 13(2001)年度を初年度とする「子育てプラン武蔵野」は、「『子育ては楽し』委員会提言」（平成

11 年３月）と「武蔵野市地域児童育成基本計画」（平成 12 年３月）に基づき、第三期長期計画第二次調

整計画の実施計画として平成 12(2000)年 12月に策定しました。 

「第二次子どもプラン武蔵野」は、これらの計画・提言の考え方を継承し、上位計画である第四期基本構

想・長期計画の考え方と施策の体系を計画の柱として据えるとともに、平成 13(2001)年以降に策定・報告

がなされた各種計画、委員会の報告、各種アンケート調査結果等を踏まえて策定を行いました。 

「第三次子どもプラン武蔵野」は、上位計画である第四期長期計画・調整計画や関連する健康福祉総合

計画、学校教育計画等の各種計画、委員会の報告等を踏まえ、多様な市民参加を得て、策定過程を公開し

ながら策定に取り組みました。 

「第四次子どもプラン武蔵野」は、上位計画である第五期長期計画の考え方に基づき、長期計画の基本

施策を基本目標として体系的に整理しました。関連する各種計画や委員会報告等のほか、多様な市民参加

を得るため、各種ヒアリングや無作為により抽出した保護者・中高生世代を対象としたワークショップ等も新

たに実施しました。 

「第五次子どもプラン武蔵野」は、上位計画である第六期長期計画と同時期に策定するため、基本施策

のほか、各施策、事業についても、長期計画の内容に基づいて整理しており、その上で、個別計画として、長

期計画には記載のない施策、事業についても記載しました。 

本プランについては、第五次プランと同様に、基本的な考え方として第六期長期計画の基本施策を踏襲し

つつ、武蔵野市子どもの権利条例を踏まえた基本理念を設定し、各施策、事業について検討を行いました。 

策定にあたっては、市の子ども施策推進本部を中心に策定を進め、子育てに関わる当事者の声を取り入

れた他、こども基本法の考え方を踏まえ、特に子どもの声を聞く取組みを積極的に実施しました。 

 

第六次子どもプラン武蔵野 第五次子どもプラン武蔵野 第七次子どもプラン武蔵野 

 

 第六期長期計画  第七期長期計画 

第六期長期計画・調整計画 

 
第二次調整計画 
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  ①子ども施策推進本部会議 

子ども施策を効果的かつ戦略的、総合的に推進するため、庁内の横断的な組織として設置しています。 

本部会議において、第五次子どもプラン武蔵野の進行管理や本プランの策定作業を進めています。 

 

②子どもプラン推進地域協議会 

次世代育成支援対策推進法に基づく会議であり、平成２５(2013)年４月より「子ども・子育て支援法」

で定められた市町村子ども・子育て会議として位置付け、平成２６(20１４)年９月に設置の根拠を要綱か

ら条例に変更しました。 

本協議会は、子どもプラン武蔵野の点検・評価を行うほか、市町村子ども・子育て支援事業計画や市町

村後期行動計画を包含した本プランに必要な協議会としても位置づけられており、アンケート調査結果や

計画案の検討等を議題として協議しています。協議会は、学識経験者・子ども子育て団体・教育関係者・

民間企業・公募市民等により構成しています。 

 

６ 計画の点検・評価 

本プランの推進にあたっては、子どもプラン推進地域協議会において、年度ごとに計画の実施状況等につ

いて点検・評価を行い、必要に応じて各事業の改善等の必要な措置を講じます。なお、年度ごとの点検・評価

の状況については、市ホームページに掲載しています。 

また、次期プランの策定時には、令和５（2023）年度と同様に各種アンケートを実施することで、全計画期

間である５年間の本プランの推進による効果の評価・検証をするとともに、新たな課題や必要な施策につい

て分析し、次期プランの策定に生かしていきます。 

  

子どもプラン推進地域協議会 

子ども施策推進本部会議（市） 

令和５年度 令和６年度 

市民 

中高生世代 

ワークショップ 

若者向け 

意見聴取 

 子ども・子育て 

アンケート 

関係団体 

意見聴取 

市民向け 

パブリックコメント 

子ども向け 

パブリックコメント 

市民意見交換会 

■第六次子どもプラン武蔵野 策定イメージ 

子ども向け 

ヒアリング 
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１ 第五次子どもプラン武蔵野の実績 

２ 子どもの状況 

３ 将来人口推計 

４ アンケート調査の結果等の概要 

  

第２章 

第五次子どもプランの実績と 

市の子ども・子育て家庭の現状 
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第 2 章 第五次子どもプランの実績と市の子ども・子育て家庭の現状 

１ 第五次子どもプラン武蔵野の実績 

（1）基本施策ごとの実績 

【基本施策１】 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

 

全ての子どもは、一人ひとりの個性に応じた、 

健やかな成長が保障されなければなりません。 

子どもたちが権利の主体として、未来に希望を 

持ち、健やかに過ごせるよう、それぞれの子ども 

と子育て家庭に対するきめ細かく切れ目のない 

支援が必要です。 

子どもの最善の利益を尊重する社会の実現を 

目指して、武蔵野市子どもの権利条例を制定 

し、令和５(2023)年４月１日に施行しました。 

 

 子どもと子育て家庭を包括的に支援する体制強化を目的として、令和 4（2022）年 6 月児童福祉法の一

部が改正されました。これに伴い、従来の「子育て世代包括支援センター*」から母子保健及び児童福祉の

一体的支援体制の構築に向けた検討や、市民ニーズに合ったサポート方法の検討を踏まえ、令和６(2024)

年度より「こども家庭センター*」を設置しました。 

 子どもの発達支援の強化として、令和２(2020)年度に、国の構造改革特区を活用することで、みどりのこ

ども館*（ハビット*、ウィズ）を児童発達支援センター*として機能強化し、相談体制の拡充、強化を図り、療育

の質の向上と相談支援の充実につなげました。 また、桜堤ケアハウスデイサービスセンターを転用し、肢体

不自由児や医療的ケア児を対象とした障害児通所支援施設「放課後等デイサービス パレット」を令和２

（2020）年 12月に開設し、それぞれの子どもの発達段階に応じた支援体制の強化も図りました。 

それぞれの環境に応じたきめ細やかな子ども・子育て家庭への支援について、子どもの将来が貧困等の

環境要因によって左右されないためには、経済的支援や教育的支援など状況に合わせた支援が必要になり

ます。そうした支援を当事者に届けるため、子ども・子育て家庭が利用できる各種支援情報をまとめたガイド

「むさしの子ども応援ブック」の作成・配布により広報による支援を強化しました。 

また、東京都の補助要綱改定に伴い、子ども食堂の設備整備費補助の拡充を行いました。 

児童虐待・養育困難家庭に対する支援について、相談体制をさらに強化するため、要保護児童等に関す

る研修等の実施により、関連する各種機関の連携を強化し、支援の充実を図りました。妊娠期からの母子保

健（ゆりかごむさしの）事業の推進について、産後ケア（宿泊型・日帰り型）事業は事業拡大による利用者ニ

ーズへの対応として、市外施設の利用や対象期間の延長、訪問型の導入を行うとともに、令和６(2024)年

度からは利用者負担の減免拡充のためクーポンの配付を開始しました。また、令和５(2023)年度から妊婦

超音波検査受診費の助成回数を１回から４回へ増やすなど、産前産後の母子の健康の維持及び増進に必

要な支援を充実させました。  

■武蔵野市子どもの権利条例 前文 
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【基本施策２】 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援 

行政には保護者が子育てを適切に行える環境整備を行う責務があります。市は、教育・保育・子育て支援

施設、地域団体・ＮＰＯ団体等と連携し、協力して、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、子

育てしやすいまちづくりを進める必要があります。 

多様な主体による子育て支援の充実と連携の強化について、「子育て世代包括支援センター」を市の子

育て施策の中心と位置付け、相談体制を整えるとともに、地域の子育て支援施設や民間の子育て支援団体

へのスキルアップ研修、支援者交流会の開催による連携の強化、空白地域における子育て支援施設の開設

を進めることで、多様な主体による子育て支援の拡充を図りました。 

希望する保育施設に入所できる施策等の推進では、新規開設や、認証保育所の認可保育所への移行を

はじめとした既存施設の活用等、必要な地域に適切な規模の保育施設を積極的に整備することにより、令和

２(2020)年４月以降、５年連続で待機児童数ゼロを維持・継続することができました。 

保育の質の維持・向上のための取組みとして、保育のガイドライン*を適宜見直し、実践の共有を図るとと

もに、保育アドバイザー*や保育事故防止支援指導員等の巡回による助言・指導の充実や、認可外保育施設

*等への検査実施等、指導検査の拡充・強化により、市全体の保育施設の運営水準の維持・向上を図りまし

た。また、不適切な保育を未然に防ぐため、令和４(2022)年 12 月に市に専用の相談窓口を設置し、保育

施設における現場の職員が市に直接、連絡、相談できる環境を整備しました。 

地域子ども館事業*では、子どもが自由に集い、考え遊びながら交流できる安全な居場所としての機能を

維持しつつ、高学年の子どもの来所を促す環境づくりや夏季休業期間中の居場所確保のための事業拡充

を検討しました。 

学童クラブは入会児童の増加が続いているため、待機児童を出さない取組みが急務となっていることから

支援単位の増設を行いました。また、児童の進学先や保護者の就労形態の多様化に対応するため、民間の

学童クラブへの開設支援を行いました。 

子どもの医療費助成の拡充について、高校生等の 18歳までの子どもの医療費に関し、令和４(2022)年

度より、通院・調剤等の助成を開始しました。なお、令和５(2023)年度からは東京都が 18 歳までの子ども

の医療費助成を行うこととなったため、都制度（マル青）に移行しました。 

子ども・子育て支援施設について、令和６(2024)年１月に新たな子育てひろば「ひまわりこそだてひろば

RAKURU（らくる）」が開設されました。このことにより、市内９か所に子育てひろばが整備されました。 
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【基本施策３】 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実 

  次代を担う子どもたちを健全に育成するという目標を地域社会全体で共有し、実践する必要があります。 

まちぐるみで子どもと子育てを応援する事業の推進では、「武蔵野市子どもの権利の日」を含む 10 月～

11 月を「子ども・子育て応援フェスタ」とし、子どもの権利の日イベントをはじめとする様々なイベントを実施

しました。また、イベント情報・子育て支援情報などを掲載した特設サイトを開設し、まち全体に対して子どもと

子育て家庭を応援するメッセージを発信することで、子ども・子育てを応援するまちの機運醸成を図りました。 

市内の民間事業者と協力して実施しているベビーカー貸出しサービス「ベビ吉」については、コロナウイル

ス感染症拡大により一時休止していた期間はあったものの、令和４(2022)年度から順次再開し、現在、吉

祥寺駅周辺の商業施設を中心に４か所で実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育人材等の確保と育成においては、保育士が安定して働き続けられるよう、期末報償金補助、国や東京

都の制度を活用した職員用宿舎の借り上げ補助等の実施により、保育士等の処遇改善を図りました。また、

安定的に良質な保育の提供を行うために、市内保育施設向けに全体研修会等を実施し、保育人材の育成

に取り組んできました。 

子ども・子育てを支える地域の担い手の育成については、既存のボランティア事業やスポーツ指導者の育

成事業等を継続的に実施することで、地域の担い手の育成を図るとともに、中学生・高校生リーダー向けに

「Outdoor School」（野外活動に特化したプログラム）を新たに開始するなど、次世代の担い手の確保の

取組みを進めました。また、昭和 47(1972)年に始まった「むさしのジャンボリー事業*」は、コロナ禍での中

断もありましたが令和５(2023)年までに 49 回開催されました。令和６（2024）年度は開催直前に村内に

ツキノワグマが頻回に出没したため中止しましたが、次回で節目の 50 回記念を迎えます。今後も持続して

事業を実施するための安全対策を施すとともに、これを機に改めて地域のつながり・結びつきの重要性を確

認し、地域活動へ参加する意欲を高めるよう努めます。 

子どもに安全・安心なまちづくりでは、市民安全パトロール隊*やホワイトイーグル*によるパトロール活動、

警察等の関係機関との連携を通じ、子どもの安全・安心を守るための取組みを進めました。また、自転車安

全利用講習会の実施により、自転車ルールの知識及び遵守意識を向上することができました。 

  

■子どもの権利の日イベント ■ベビーカー貸出しサービス

「ベビ吉」 
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【基本施策４】 子どもの「生きる力」を育む 

子どもは、様々な環境と関わり、経験を積み重ねることで、身近な社会生活、生命及び自然に対する興味

を養われ、「生きる力*」を身に付けることができます。 

生きる力を育む幼児教育の振興では、「武蔵野市生きる力を育む幼児教育振興検討会議」を設置し、令

和４(2022)年９月にシンポジウム「これからの幼児教育をみんなで考える」を幼児教育の担い手向けに開

催しました。 

中学生・高校生の居場所の検討では、「武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会」における議論

や、中高生世代がテーマに沿って検討を行うワークショップ「Teensムサカツ」、子どもを対象としたアンケー

ト調査などを踏まえ、中高生に必要な居場所について検討を行いました。そうした検討の中、中央及び東部

地区に子どもの居場所が不足している課題が挙げられたため、当該地区の具体的な居場所の設置につい

て協議を行いました。 

中高生の体験・学習機会の充実については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、やむを得ず事

業の中止をせざるを得ない期間があったものの、「Sports for All」等のスポーツ推進事業や「サイエンスク

ラブ」等をはじめとした生涯学習事業、 むさしのエコ reゾート*で行ったワークショップなどの環境学習事業

などを開催することで、子どものたちの体験・学習の機会の充実を図りました。 

全ての学びの基盤となる資質・能力の育成では、令和３(2021)年４月より市内の児童・生徒を対象に配

布した学習者用コンピュータの活用や、小学校英語教育推進アドバイザーによる巡回指導、研修会の実施

によう授業力の向上、学校図書館活用モデル校の指定など、あらゆる学びの基盤である言語能力、情報活

用能力等の向上に努めました。 

また、令和５(2023)年度には武蔵野市学習者用コンピュータ活用に関するアンケートを実施・分析し、

「武蔵野市学習者用コンピュータ活用指針*」をまとめ、今後の学習活動や、学校内外における適切な活用

を促すための家庭との連携を充実させました。 

多様性を認め合い市民性を育む教育では、各教科等の学習の中で、「子どもにとって大切な子どもの権

利」等について子ども自身が学ぶ機会をつくるとともに、学校行事や総合的な学習の時間、武蔵野市民科*

の取組み等を通して、子どもが意見表明するとともに、学校づくりやまちづくりに参画する取組みを推進しまし

た。 

全小・中学校に特別支援教室を導入し、対象児童・生徒は在籍校において指導を受けることができるよう

にしました。特別支援学級設置小中学校に交流共同学習支援員を配置し、通常の学級との交流共同学習

の取組みを推進するとともに、支援員の意見交換会を開催し、活動報告や情報交換を行うことにより活動の

充実を図りました。また、中学校知的特別支援学級の生徒の増加を受けて、令和７（2025）年４月に、現在

改築中の第五中学校に知的特別支援学級を開設する準備を進めています。 

不登校対策の推進と教育相談の充実では、家庭と子どもの支援員*（常駐型）を順次拡充し、令和６

（2024）年度には 13校で実施しました。また、不登校生徒のための新しい多様な学びの場として、むさしの

クレスコーレ*を開設し、チャレンジルーム*を含め、学校との連携強化等を通じて相談支援の充実を図りまし

た。  
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【基本施策５】 教育環境の充実と学校施設の整備 

多様な価値観や家庭環境、地域社会の変化によって、学校をめぐる課題が複雑化・困難化しています。教

職員の多忙化は著しく、多様化する教育ニーズにこたえるためにも、教員が教育に注力し、子どもと向き合う

ための時間を確保する必要があります。また、学校施設の老朽化が進み、市立小中学校は更新時期を迎え

ることから、令和２（2020）年 3月に策定した「武蔵野市学校施設整備基本計画」に基づき、学校改築の着

実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保が求められます。 

教育力の向上をもたらす教職員の働き方の追求では、小学校では市講師を配置したことにより、教員の

在校時間を減少させることができ、中学校では、部活動指導員を配置したことで、教員の負担感の軽減を図

りました。あわせて、教員向けの新規ＰＣ（ＭＳＩＳ）を導入するとともに、クラウドサービスを活用することで、教

員が自身の働き方に合わせた業務遂行をできるよう改善しました。 

質の高い教育を維持するための人材の確保と育成では、若手職員や臨時的任用職員の実践的な指導力

の向上を図るため、教育アドバイザーによる研修等を実施しました。 

学校と地域との協働体制の充実では、「学校・家庭・地域の協働体制検討委員会報告書」に基づき、モデ

ル校を中心に、機能を強化した開かれた学校づくり協議会*の運営や地域学校協働活動の促進を図ってま

いりました。 

学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保では、第一中学校及び第五中学校の改

築に向け、令和２(2020)年度にそれぞれ改築懇談会を設置し、多様な意見を聞きながら、基本計画を策定

しました。その後、基本設計・実施設計を行い、令和６（2024）年度には改築工事を進めました。また、第五

小学校及び井之頭小学校は、令和４(2022)年度に改築懇談会を設置し、令和５（2023）年度に基本設計

を行い、令和６(2024)年度は実施設計を行いました。 
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（2）子育て支援サービス等の実績値（子ども・子育て支援事業計画） 

①子ども・子育て支援事業計画について 

「子ども・子育て支援事業計画」は、子ども・子育て支援法に基づき、「質の高い幼児期の学

校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」「地域の子ども・

子育て支援の充実」を図るため、教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業について、目

標数量を定めるものです。 

 

②幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

  「教育・保育（幼稚園・保育所・認定こども園・小規模保育事業等）」、「地域子ども・子育て

支援事業（延長保育・一時預かり・学童クラブ・地域子育て支援拠点事業等）」について、人口

推計及びアンケート調査と、必要に応じて利用実績等も加味した上で、各事業における利用ニ

ーズを把握し、「量の見込み」として算出しました。この「量の見込み」に表れた利用ニーズを

満たすために「確保方策」を定めました。 

  第五次子どもプラン武蔵野における実績は以下のとおりです。 

 

 

No 子育て支援サービス等 目標指数 
令和元年度 

実施事業量 

令和５年度 

実施事業量 

令和６年度 

目標事業量 

1 
教育提供事業 

（１号認定子ども及び２号認定子どもで幼児

期の学校教育利用の希望者等を対象） 

定員数 
1,927人 

（利用実績） 

2,296人 

（利用実績 1,519人） 
1,940人 

2 

保育提供事業 

（２号認定子ども等を対象、 

１の対象を除く。） 

定員数 

1,574人 1,986人 

1,978人 

特定教育・保育施設 

1,550人 

（利用実績） 

特定教育・保育施設 

1,858人 

（利用実績 1,594人） 

認可外保育施設 

179人 

（利用実績） 

認可外保育施設 

128人 

（利用実績 107人） 

3 
保育提供事業 

（３号認定子ども等を対象） 

定員数 

1,755人 1,720人 

1,780人 

特定教育・保育施設 

1,259人 

（利用実績） 

特定教育・保育施設 

1,463人 

（利用実績 1,420人） 

認可外保育施設

496人 

（利用実績） 

認可外保育施設 

257人 

（利用実績 189人） 

■子育て支援サービス等の実績値（各年３月 31日現在） 
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No 子育て支援サービス等 目標指数 
令和元年度 

実施事業量 

令和５年度 

実施事業量 

令和６年度 

目標事業量 

4 
時間外保育事業 

（延長保育事業） 

利用可能 

施設数 
29施設 37施設 33施設 

5 
放課後児童健全育成事業 

（学童クラブ） 

定員数 

(低学年) 
1,280人 1,540人 1,370人 

定員数 

(高学年) 
32人 ９人 480人 

6 子育て短期支援事業 
利用可能者数 

（延人日） 

164人 

（利用実績） 

730人日 

 (実績 165人) 
730人日 

7 地域子育て支援拠点事業 設置か所数 ８か所 9か所 11か所 

8 
一時預かり事業 

（幼稚園型） 

利用可能者数 

（延人日） 

67,750人 

（利用実績） 
69,918人 

 
68,000人日 

9 
一時預かり事業 

（その他） 

一時預かり 

（保育所） 

利用可能者数 

（延人日） 

10,180人日 

（実績 5,765人） 

10,180人日       

(実績 6,774人) 
12,320人日 

一時預かり 

（すくすく泉） 

１，７０８人日 

(実績１，５３６人) 
1,708人日 

ファミリー・サポ

―ト・センター 

1,836人 

（利用実績） 
6,549人日 

10 
病児保育事業 

（病児・病後児保育事業） 

利用可能者数 

（延人日） 

3,840人日 

（実績 902人） 

3,840人日 

（実績 712人) 
3,840人日 

11 
就学後の子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

利用可能者数 

（延人日） 
1,655人 

955人 

（利用実績） 
1,988人日 

12 

利用者支援に 

関する事業 

（利用者支援事業＊） 

基本型 

・特定型 
設置か所数 ４か所 

4か所 4か所 

母子保健型 2か所 １か所 

13 
妊婦に対して健康診査を実施す

る事業（妊婦健診） 
受診者数 1,159人 1,043人 1,180人 

14 乳児家庭全戸訪問事業 訪問数 1,130人 1,039人 1,144人 

15 養育支援訪問事業 訪問数 25人 18人 54人 

   ※子育て支援サービス等の実績値について、平成 30年度及び令和５年度は実施事業量、第五次子どもプラン最終年である 

令和６年度は目標事業量で作成しています。 
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 ２ 子どもの状況 

（1）人口、世帯数の推移 

本市の人口は、令和４(2022)年までは増加傾向でありましたが、以降減少に転じ、令和６(2024)年 1 月 1

日現在、147,809 人となっています。一方、世帯数については緩やかに増加しており、単身者世帯が多く、一世帯

当たりの人員数は 1.88人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）年少人口の割合（近隣市区比較） 

本市の０歳から 14歳までの年少人口の割合は 11.8％となっています。東京都全体の割合である 11.07%と

比較すると、0.73%高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治体名 総人口 年少人口 構成比 

武蔵野市 147,809 17,373 11.8% 

三鷹市 189,959 23,382 12.3% 

府中市 260,078 31,728 12.2% 

調布市 238,774 28,812 12.1% 

小金井市 124,614 15,682 12.6% 

西東京市 205,899 24,493 11.9% 

杉並区 572,843 59,752 10.4% 

練馬区 741,540 84,978 11.5% 

146,871 

147,643 

148,025 147,964 147,809 
77,313 

77,854 
78,187 78,281 

78,667 

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

145,000

146,000

147,000

148,000

149,000

150,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

世

帯

数

人口（左目盛） 世帯数（右目盛）

資料：東京都（住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和６年 1月） 

令和６年１月１日現在 （人） 

（人） 

人 

口 

各年１月１日現在 （人） 
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（3）総人口及び就学前児童数の推移 

本市の就学前児童数は、ここ数年緩やかな減少傾向であり、総人口に対する割合は 5年連続下降しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）合計特殊出生率の推移 

本市の令和４(2022)年の合計特殊出生率は 1.12です。前年比 0.01 ポイント上昇し、東京都全体と比較し

て 0.8ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7,223 6,955 6,824 6,574 6,356 

140,296 141,020 141,476 141,622 141,723 

4.90 
4.70 

4.60 
4.44 

4.29 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

％

就学前児童人口（左目盛） 児童以外人口（左目盛） 構成比（右目盛）
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1.30 
1.26 

1.20 
1.15 

1.12 

1.08 1.04 

0.99 
1.09 1.10 

1.11 1.12 
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令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全国 東京都 武蔵野市

資料：全国・東京都「厚生労働省 人口動態統計」 (人口基準日 10月 1日） 

武蔵野市「東京都 人口動態統計」（人口基準日翌年１月１日） 

人 

（％） 

各年 4月１日現在  

※「武蔵野市（令和５年）」の数値については、「東京都 人口動態統計」が未公表のため記載されていません。 
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（５）０歳児から５歳児の施設利用の状況 

令和６年５月１日現在（人） 

  ０～２歳児 ３～５歳児 合 計 

人 口 3,105 100.0% 3,264 100.0% 6,369 100.0% 

保育所 1,174 37.8% 1,602 49.1% 2,776 43.6% 

  公 立 156 5.0% 225 6.9% 381 6.0% 

  私 立 1,007 32.4% 1,351 41.4% 2,358 37.0% 

  市 外 11 0.4% 26 0.8% 37 0.6% 

認定こども園 26 0.8% 60 1.8% 86 1.4% 

  市 内 26 0.8% 53 1.6% 79 1.2% 

  市 外 0 0.0% 7 0.2% 7 0.1% 

地域型保育施設 206 6.6% 1 0.0% 207 3.3% 

  市 内 206 6.6% 1 0.0% 207 3.3% 

  市 外 0 0.0% 
  

0 0.0% 

認可外保育施設 239 7.7% 148 4.5% 387 6.1% 

  認証保育所 170 5.5% 95 2.9% 265 4.2% 

  企業主導型 69 2.2% 53 1.6% 122 1.9% 

保育施設合計   1,645 53.0% 1,811 55.5% 3,456 54.3% 

幼稚園 0 0.0% 1,280 39.2% 1,280 15.1% 

  市 内 0 0.0% 968 29.7% 968 15.2% 

  市 外 0 0.0% 312 9.6% 312 4.9% 

幼稚園類似施設等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

幼稚園合計  0 0.0% 1,280 39.2% 1,280 20.1% 

家庭保育等  1,460 47.0% 173 5.3% 1,633 25.6% 

 

（６）保育園・幼稚園児数の推移 

３歳児から５歳児の人口は減少傾向にありますが、保育園等の利用者については緩やかな増加傾向にあ

ります。 
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（７）認可保育施設入所児童数の推移 

保育施設の整備として認可保育所の新規開設や認証保育所の認可化により、令和２（2020）年４ 

月から５年連続で待機児童数ゼロを維持しています。 

 

年度 申込件数(件) 入所児童数(人) 待機児童数(人) 

令和２年度 3,102 2,884 － 

令和３年度 3,117 2,964 － 

令和４年度 3,216 3,044 － 

令和５年度 3,192 3,022 － 

令和６年度 3,171 3,037 － 

 

 

（８）市立小・中学校に通う児童・生徒数の推移 
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※特別支援学級在籍児童・生徒数を含む 
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（9）地域子ども館事業*の利用状況 

 ①学童クラブの入所児童数の推移 

地域子ども館学童クラブの利用児童は増加傾向を維持しており、令和２(2020)年度から令和６(2024)年度

までに、定員数は 410人（33％）、入所者数は 257人（20％）増加しています。 

各年度 4月 1日現在（人） 

クラブ名 
令和６年度 

定員 

在籍児童数 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

一小こどもクラブ 144 122 126 141 142 159 

二小こどもクラブ 140 83 100 126 131 128 

三小こどもクラブ 105 72 92 94 105 92 

四小こどもクラブ 120 80 87 81 94 77 

五小こどもクラブ 120 117 131 117 133 124 

大野田こどもクラブ 151 134 143 164 146 143 

境南こどもクラブ  190 130 150 151 171 187 

本宿こどもクラブ 90 89 92 91 83 74 

千川こどもクラブ 80 46 60 87 76 83 

井之頭こどもクラブ 150 138 141 156 148 145 

関前南こどもクラブ 140 75 71 91 106 132 

桜野こどもクラブ 220 222 223 223 233 221 

  在籍 

児童数合計 
1,308 1.416 1,522 1,568 1,565 

総定員 1,240 1,319 1,394 1,500 1,650 

 

 ②あそべえ利用状況 

地域子ども館あそべえの利用者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２(2022)年度

に一時的に低下したものの、令和５(2023)年度は令和元(2019)年度と同水準まで増加しています。 

 

 年間延利用者数（人)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 教室 校庭 図書 合計 

令和元年度 126,395 309,715 9,814 445,924 

令和２年度 67,263 178,497 2,756 248,516 

令和３年度 102,725 246,003 6,834 355,562 

令和４年度 118,452 279,661 8,946 407,059 

令和５年度 128,225 300,981 9,649 438,855 
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 ３ 将来人口推計 （『武蔵野市第六期長期計画・調整計画』第４章より） 

（1）武蔵野市の将来人口（総人口）  

本推計は推計対象となる人口及び世帯数に関して、将来予想される変化を把握するために、将来推計に

必要な基礎データを基に、一定の条件を設定して算出したものです。 

本推計は直近の５年間（平成 29（2017）年～令和４（2022）年）を人口推計の基礎となる期間（趨勢

期間）として設定し、コーホート要因法を用いて行いました。なお、期間中の本市の総人口は約 4,000 人増

加しており、その増加傾向を踏まえた推計値となります。また、あらゆる推計に共通する課題として、推計時を

起点とし先の将来の推計値ほど、推計値と将来の実績値が乖離していく可能性が高くなる傾向にあります。 

本推計では推計値の確度の維持を図るため、４年ごとの推計実施と、人口が推計値から一定の基準（総

人口の１％程度）以上乖離した状況が１年間続いた場合には、推計の見直しを行うこととしています。 

本市の総人口は、直近の５年間（平成 29（2017）年～令和４（2022）年）で約 4,000人増加し、令和５

（2023）年１月１日時点で約 14 万 8,000 人です。令和４（2022）年に本市で実施した将来人口推計に

よると、直近の増加傾向を踏まえ、令和８（2026）年には 15万人を突破し、令和 34（2052）年には約 16

万 1,000人になると推計しました。 

そのうち、日本人人口は、現在の約 14万 5,000人から、令和 34（2052）年には約 15万 7,000人に

なると推計し、外国人人口は、現在の約 3,000人から、令和 34（2052）年には約 4,300人になると推計

しました。 
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※趨勢期間：この期間の出生、死亡、移動等の人口の変動要因に基づいて将来人口を推計する。人口推計の基礎となる期間。 
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■武蔵野市の将来年齢 ３ 区分人口（日本人人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■武蔵野市の将来年齢３区分人口比率（日本人人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人人口の内訳を年齢３区分人口で見ると、老年人口は増加傾向が続き、令和４（2022）年に

22.6％の老年人口比率（高齢化率）は、令和 34（2052）年には 32.4％に達し、特に後期高齢者の割合

が増加することが見込まれます。一方、年少人口比率は、令和４（2022）年の 12.0％から、増減を経て、令

和 34（2052）年には 10.9％になると見込まれます。また、生産年齢人口比率は、令和４（2022）年の

65.3％から、令和 34（2052）年には 56.6％まで低下すると見込まれます。  
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（２）計画期間における各年齢別人口推計結果（０～11 歳）  

計画期間の各年度における 0歳から 11歳までの人口については、令和４（2022）年度に市で実施した

人口推計をもとに、以下のように見込んでいます。 

計画期間における幼児期の学校教育・保育施設整備及び地域子ども・子育て支援事業における目標事

業量の算出にあたっては、以下の推計値をもとに算出しています。 

 

将来人口推計（人） 

年齢 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10年 令和 11年 
令和 12年 

（参考） 

0歳 1,052 1,040 1,032 1,029 1,028 1,026 

1歳 1,065 1,052 1,041 1,032 1,029 1,029 

2歳 1,062 1,052 1,040 1,029 1,021 1,018 

3歳 1,053 1,054 1,044 1,033 1,022 1,014 

4歳 1,075 1,053 1,054 1,045 1,033 1,022 

5歳 1,037 1,073 1,052 1,053 1,043 1,032 

未就学児計 6,343 6,325 6,263 6,220 6,177 6,141 

6歳 1,144 1,036 1,072 1,050 1,051 1,042 

7歳 1,185 1,164 1,054 1,091 1,067 1,068 

8歳 1,270 1,189 1,169 1,058 1,094 1,070 

9歳 1,299 1,275 1,194 1,173 1,062 1,099 

10歳 1,299 1,314 1,290 1,207 1,185 1,073 

11歳 1,266 1,309 1,324 1,300 1,216 1,194 

就学児計 7,463 7,287 7,102 6,879 6,676 6,546 

合計 13,805 13,613 13,365 13,099 12,853 12,687 

 

 

 

 

 

  

※本プランにおいては、令和４（2022）年度に実施した人口推計における各年１月１日の推計人口を、翌年度４月１日の 

推計人口として使用しています。 

※各年齢の人数は、計、合計の数値と一致しません。 
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 ４ アンケート調査の結果等の概要 

（1）アンケート調査 

子育て家庭や青少年、ひとり親、児童生徒の実態・意識等を把握し、より適切で効果的な施策を検討するため、

「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」、「青少年に関するアンケート調査」、「ひとり親家庭アンケート調査」

を実施しました。調査結果は、子ども施策推進本部、子どもプラン推進地域協議会に報告するとともに、それらの

データは、今後の事業を検討するための参考資料としました。 

調査状況の概要は以下のとおりです。なお、各アンケート調査の詳細な報告書については、市ホームページで

公開しています（ページ下部の二次元コードからアクセスできます）。 

 

 

調査名 対象 配付数 
有効回答数 

（回収率） 

子ども・子育て支援に関する 

アンケート調査（ニーズ調査） 

 

就学前児童の 

保護者 
1,400人 

803人 

（57.4%） 

小学生児童の 

保護者 
1,200人 

611人 

（50.9%） 

中学生生徒の 

保護者 
600人 

267人 

（44.5%） 

青少年に関するアンケート調査 

市内在住の 

中高生世代 
2,000人 

475人 

（23.8%） 

市内在住の 

18歳以上 39 歳 

以下の若者 

2,600人 
596人 

（22.9%） 

ひとり親家庭アンケート調査 
児童育成手当 

受給全世帯 
700人 

320人 

（45.7%） 

 

※各アンケート調査の報告書など、関連する資料については、 

市ホームページに掲載しています。 

市ホームページへは右の二次元コードからアクセスできます。 

  

■アンケート調査結果概要（令和５年度実施） 
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（2）評価指標についてのアンケート結果（参考） 

本プランでは、子育て支援サービスの数値目標の達成状況を示す目標事業量とあわせて、利用者の視点

に立った実績についても、アンケート調査により参考値として点検しています。 

 

基本目標 評価指標 対象 平成 25年度 平成 30年度 令和５年度 

全体 

理想的な子どもの人数よりも実際に

育てられると思う人数の方が少ない

と答えた人の割合 

未就学 
保護者 

５５．０％ ５４．７％ 66.1％ 

小学生 
保護者 

４８．９％ ４８．８％ 59.2% 

市の子育て環境や支援への満足度 

未就学 
保護者 

３９．５％ ３２．１％ 57.1％ 

小学生 
保護者 

４３．４％ ３４．９％ 35.0％ 

１ 

子ども自身の

育ちと子育て

家庭への総合

的支援 

子育てに対して気になることや何ら

かの悩みを抱えている人の割合 

未就学 
保護者 86.9％ ７８．９％ 80.0％ 

小学生 
保護者 84.8％ ７６．１％ 70.7％ 

病気やけがで通常の保育サービスを

受けることができなかったことのある

人の割合 

小学生 
保護者 49.8％ ５１．８％ 68.6％ 

保育サービスを利用していない人

で、預けたいが保育サービスに空き

がないと答えた人の割合 

未就学
保護者 20.7％ １８．８％ 21.8％ 

２ 

地域社会全体

の連携による

子ども・子育て

支援の充実 

子育てに関する悩みを相談できる隣

近所の人や地域の知人・友人がいる

人の割合 

未就学 
保護者 48.5％ ５１．６％ 59.4％ 

小学生 
保護者 49.7％ ６３．４％ 57.8％ 

３ 

青少年の成

長・自立への

支援 

いつも自分の居場所がない感じがし

ていると答えた子どもの割合 
青少年 23.1％ １８．８％ 13.1％ 

毎日が退屈だと感じていると答えた

子どもの割合 
青少年 33.5％ ３４．０％ 23.0％ 

４ 

子ども・子育

て家庭を支援

する体制・施

設の整備 

仕事と子育てを両立しているが、働く

ことに配偶者や家族、職場の理解が

得られていないと答えた人の割合 

未就学 
保護者 19.3％ ２６．０％ 21.8％ 

小学生 
保護者 11.4％ １９．４％ 16.9％ 

出産前に離職したが、両立支援の環

境が整っていたら就労を継続してい

たと答えた人の割合 

未就学 
保護者 57.7％ ５２．４％ 56.9％ 
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（3）子ども・若者への意見聴取 

  本プラン武蔵野の策定にあたっては、こども基本法及び武蔵野市子どもの権利条例の趣旨を踏まえ、子ども

や若者、子育て支援団体へ積極的に意見聴取を実施してきました。 

 

①Teensムサカツ 

「Teens ムサカツ」は、未来を担う若者世代が、市政や地域活動などに関心を持ち、市の施策に関する理解を

深めたり自分たちの世代に向けた事業についての提言を行ったりできる場をつくり、中高生世代の意見を施策の

参考にすることを目的とした事業です。ワークショップやその他の様々な活動を通じて、中高生世代としての想いや

意見を仲間とともに発信する場となることを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■令和５年度 Teensムサカツ概要  

こんな場があったらいいな 

１ お互いを知る 

2 考える方法を 
学ぶ 

3 4 6 5 願いを知る、
考える 

場所、 
人と出会う 

提案をつくる、 
 深める 伝える/ 

市政提案会 

第１回は参加者が

出会う大切な場。 

アイスブレイクや 

地域での過ごし方を

シェア。 

幅広くアイディアを 

だすため思考方法を

養おう！というテーマ

のもと、新しい視点で

物事を考える 

ワークを実施。 

年間テーマを考えて

いく上で、自分が 

欲しい、あるいは 

課題に思う居場所に

ついて意見交換。 

第３回で決定した 

テーマごとに、実際

に施設の見学など、

それぞれフィールド 

ワークを実施。 

これまでの活動を通

じて考えてきたことを

整理したうえで、 

「誰に」「何を」 

「なぜ」伝えるのか、 

伝えた時に生まれる 

変化について議論。 

各グループの提案を

市長・教育長・提案に

関わる行政関係者へ

発表する、 

市政提案会を開催。 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
流
れ 

令和５年度は「『こんな場があったらいいな』を市政に」を

テーマとして、全６回のワークショップを開催しました。 

ワークショップを通して、日頃感じていることを互いに言葉

にしあい、最終的にテーマごとにグループに分かれて、 

市政への提案をまとめました。まとめた提案について、

「市政提案会」を開催し、市長や教育長、関係者に向け、

自分たちの願いや提案を発表しました。 
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中高生同士で話したい！ 
つながりを増やしたい！ 

・中高生に向けての施設利用の促進 

・多くの人に知ってもらうための 
魅力的な告知と宣伝 

・中高生の視点からつくる、 
中高生による、中高生のための 
ゼロからの企画 

普段話せない大人と交流したい！ 

大人の人生について聞きたい！ 

・多世代で運営する実行委員会 

・クラウドファンディングの実施 

・みんなで料理を作って食べながら 
コミュニケーションをとれる多世代 
交流の場「武蔵野食堂」 
 

やりたいことを 
実現できる場が欲しい！ 

・願いの実現に向けて 

伴走・助言をしてくれるサポーター 

・同世代（中高生）に向けて 
 情報発信を行う媒体 

・中高生が利用しやすい 
助成金や補助金制度 

ＦＲＥＥ＆ＣＡＳＵＡＬ！ 
in 武蔵野 

・中高生にあわせた利用時間の拡大 

・誰でもスポーツに取り組めるような 
道具の充実 

・より利用しやすい料金の設定 

中高生の考える居場所として検討したテーマは、①「同世代が交流できる場」、②「多世代交流ができる場」、

③「運動・スポーツができる場」の３つに整理しました。さらに「多世代交流ができる場」は２グループに分かれて

検討し、最終的に４グループで市政提案会にて発表しました。 

中高生の発表テーマと実現に向けたアイデアの概要は以下のとおりです。 

 

・気軽に体験するための利便性の追求

拡大 

・全ての人が快適に取り組める 
環境の整備 

同世代交流 多世代交流 

多世代交流 運動・スポーツ 

中高生の提案の詳細については、市ホームページに掲載しています。 

ぜひ各回の中高生の議論の様子や、提案にいたるまでの過程をご覧ください。 

市ホームページへは右の二次元コードからアクセスできます。 
Teensムサカツ 
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②子ども・若者向け意見聴取（ファンミーティング） 

こども基本法及び武蔵野市子どもの権利条例の趣旨を踏まえ、アンケート調査、パブリックコメント等の実

施だけでは、意見を聞かれにくい対象者に対し、直接子ども・若者の「声」を聞く、アウトリーチ型の意見聴取

を行いました。 

対象者は、中高生・大学生・若者世代当事者とし、「おしゃべり」をしながら、子ども・若者の関心のあること、

子どもの居場所に関することなどについて、会話の中で意見を聴取しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・若者向け意見聴取概要 

居場所について 

・基本的に家で過ごすことが多い。だからこそ、家でできないことができる場所がある 

といい。（中高生） 

・好きな時にきて、好きなことができる空間「大人の児童館」のようなものがあると、

色々な人と気軽に交流できるのではないか。（若者） 

・武蔵野プレイスを非常に利用している。１人でも行くし、友達と課題や勉強を教え 

あうためにも行く。ただ、20 歳を超えると利用できない場所があるため、同様の施設

が欲しい。（大学生） 

その他について 

・基本的に、学校での課題や実習、アルバイトで毎日忙しく過ごしているため時間が

足りないと感じている。（大学生） 

・今は人と関わる機会が減っているため、親や先生以外の生き方のモデルに触れる 

機会が少ない。色々な価値観があることを感じる機会が少なくなっている。（若者） 

・カラオケやゲームセンターは行かない。オンラインゲームをやっていて、ゲームで 

知り合った人と実際に会ったこともある。（中高生） 

関心について 
・最近地震が多いので、防災のことについてとても関心がある。防災の知識を教えて 

もらったり、地震や火事の疑似体験などをしてみたい。（中高生） 

・最近は新 NISA が始まったため、投資に関心を持ち始めた。お金のことをネットで 

調べて勉強をしている。 （大学生） 

・本を読むことや歴史を知ることが楽しい。そのような趣味同士で誰かとつながれる 

イベントや社会人サークルなどがあると参加しやすいように思う。（若者） 
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③関係団体向け意見聴取 

本プランの策定にあたっては、子ども・若者・子育て当事者からの意見聴取に加え、子ども・子育て支援に 

係る各種団体の課題・ニーズを把握するため、アンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親と子供、どちらも横のつながりや縦のつながりがますます希薄になっているように感じ

ます。世代間の分断も進んでいると感じます。問題を抱えているご家庭も、支援につながり

にくい環境になってきている(情報格差)と思います。 

父親の育児参加は、10 年前に比べたら、かなり自然なかたちになってきていると感じる。た

だし、それは一部の育休等がしっかり取れる仕組みが作れる職場に限られ、社会全体がそう

なっているとは全く思えない。それがそのまま母親たちの育児負担格差になっている気がす

る。 

妊産婦 

・妊産婦を孤立させることなく、子育情報だけでなく、親として育つ（親育）

情報（親になるといろいろな経験ができる楽しさがある、、など）をきめ細

かく発信して欲しい。 

保護者 

・子どもの世代別に親同士が集い交流できる居場所。親の会や交流会。 

子育て世代を超えても、10 代、20 代、30 代…の子を支える親はそれぞれ違

った悩みを抱えている。 

未就学児 

・今後の社会生活を楽しく充実したものになるように、色々な人と関わること

に安心でき楽しいと感じていける経験を積める場を、特に未就園児の時代か

らもつ。 

小学生世代 

・不登校や発達に悩みのある小学校低学年の居場所がクラスにしかない。 

低学年はクラスの中で対応していくという教育委員会の決まりはあるが、な

にか市独自の居場所、相談場所づくりができないか。 

中学生世代 

・中学生の不登校が増えています。 

高校進学を控え、自立した社会人になるための場所であるはずなのに、そこ

にいけない，行きづらい子どもたちがいます。新たなライフステージにつな

げるためにも、中学校をどんな場所にするのかを当事者である中学生を交え

て検討する場が必要なのではないでしょうか。 

若者 

・居場所や集える場所、住まいの支援（グループホームのような仕組みなど）

や自立した生活を支えるための給付金（若者やひきこもり*の当事者を支え

ることが親が掛かりであることが問題。まずは社会全体で支えるよう視点の

切り替えが必要） 

■子ども・子育て関係団体意見聴取アンケート 意見概要 

子ども・子育て家庭の変化について 

ライフステージごとの必要とされる取組み 
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１ 計画の基本理念 

２ 計画の基本的な考え方 

３ 施策の体系 

  

第 3 章 

計画の基本理念と 

基本的な考え方 
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 第 3章 計画の基本理念と基本的な考え方 

１ 計画の基本理念  

 

 

 

 

  

子どもたちが希望を持ち 

健やかに過ごせるまちづくり 

全ての子どもは、一人ひとり個性に応じ

た、健やかな成長が保障されなければな

りません。 

子育てニーズが多様化・複雑化する中、

それぞれの子どもと子育て家庭に対する

きめ細やかで切れ目のない支援を進め、

子どもたちが権利の主体として、未来に

希望を持ち、健やかに過ごせるまちの実

現を目指します。 

子どもは、基本的人権を持つ権利の主体として認められ、一人ひとりがかけがえのない

存在として、各人の個性が尊重された成長・発達が保障されなければなりません。 

 武蔵野市は、子どもの最善の利益を第一に考え、市民、保護者及び育ち学ぶ施設と連携

し、子どもと子育て家庭を支え、安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、子どもと子

育てを応援するまちの実現を目指すとともに、子どもに必要な「生きる力」を育みます。 

子どもを安心して 

産み育てられるまちの実現 

保護者には子育てについての第一義的

責任があるとともに、行政には保護者が

子育てを適切に行える環境整備を行う責

務があります。 

 市は、教育・保育・子育て支援施設、地

域団体、NPO 等と連携し、協力して、誰も

が安心して子どもを産み育てられる環境

を整備し、子育てしやすいまちづくりを進

めます。 

子どもと子育て家庭を 

地域社会全体で応援する 

まちの実現 

次代を担う子どもたちを健全に育成する

という目標を地域社会全体で共有し、実

践していくことが必要です。 

 市民、企業や店舗、子ども・子育て団体

等、多様な主体による事業を展開し、地域

社会全体で子どもと子育てを応援するま

ちの実現を目指します。 

子どもの「生きる力」を育む 

子どもは、様々な環境と関わり、経験を

積み重ねることで、身近な社会生活、生命

及び自然に対する興味が養われ、「生き

る力」を身に付けます。 

 子どもが、遊びや体験を含めた様々な

学びにより、これからの時代に必要となる

資質・能力を育み、自ら課題に気づき、多

様な他者と協働しながら課題を解決して

いく力を身に付けられるよう、多様な施策

を推進します。 

基本理念 



34 

 

 ２ 計画の基本的な考え方（「第六期長期計画」の施策の大綱より）  

 

1 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

全ての子どもは、一人ひとりの個性に応じた、健やかな成長が保障されなければならない。子どもたちが

希望を持ち、健やかに過ごせるよう、それぞれの子どもと子育て家庭に対するきめ細かで切れ目のない支援

を行う。 

 

2 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援  

父母・保護者が子育てを適切に行えるよう、教育・保育・子育て支援施設、地域団体・ＮＰＯ等と連携し、協

力して、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、子育てしやすいまちづくりを進める。 

 

3 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実  

次代を担う子どもたちを健全に育成するという目標を地域社会全体で共有し、実践していくため、市民、企

業や店舗、子ども・子育て関係団体等、多様な主体による事業を展開するとともに、保育人材や地域の担い

手等の確保・育成を推進する。 

 

4 子どもの「生きる力」を育む  

子どもの多様性を尊重し、子ども自身が遊びや体験を含めた様々な学びにより、自ら課題に気づき他者と

協働しながら課題を解決する力など、新しい時代に必要となる資質・能力や、個に応じた自信と生涯にわた

って続く学ぶ意欲を育むよう、多様な施策を推進する。 

また、子ども一人ひとりの教育的ニーズに対応するため、指導及び相談支援の体制を充実させる。 

 

5 教育環境の充実と学校施設の整備  

多様化する教育ニーズに応えるために、教員が教育に注力し、子どもと向き合うための時間を確保する。 

また、学校と地域とが一体となって子どもの成長を支えることができるよう、協働体制をより充実させる。 

一方、学校施設の老朽化が進み、市立小中学校は更新時期を迎えるため、人口動態も踏まえた長期的な

視野に立ち、整備を進めていく。 

 

 

  本プランでは、上記の基本的な考え方を、施策の体系における 5つの基本施策として位置付けます 

（次ページ参照）。 
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 ３ 施策の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策１ 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

  

施策１ 子どもの権利を保障する取組みの推進 

施策２ 子どもと子育て家庭への切れ目のない相談支援体制等の構築 

施策３ それぞれの環境に応じたきめ細かな子ども・子育て家庭への支援 

施策４ 児童虐待の未然防止と対応力の強化 

施策５ 福祉専門職の配置による相談支援体制の強化 

基本施策２ 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援 

 

施策１ 多様な主体による子育て支援の充実と連携の強化 

施策２ 保育の質の向上に向けた取組みの推進と希望する保育施設へ 

入所できる環境の整備 

施策３ 小学生の放課後施策の充実 

施策４ ライフステージの特性に応じた食育の推進 

施策５ 子ども・子育て支援施設のあり方検討 

施策６ 子育てに関する手続きのオンライン化とワンストップ化の推進 

基本施策３ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実 

  

施策１ まちぐるみで子どもと子育て家庭を応援する事業の推進 

施策２ 保育人材等の確保、定着と育成 

施策３ 子ども・子育てを支える地域の担い手の育成 

施策４ 子どもに安全・安心なまちづくり 

施策５ 若者の健やかな成長と社会的自立の支援 

基本施策４ 子どもの「生きる力」を育む 

  

施策１ 幼児教育の質の向上と小学校教育との円滑な接続 

施策２ 青少年健全育成事業の充実 

施策３ 子どもの体験・学習機会の充実 

施策４ 全ての学びの基盤となる資質・能力の育成 

施策５ 多様性を生かし、市民性を育む教育 

施策６ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実 

施策７ 不登校対策の推進と教育相談の充実 

基本施策５ 教育環境の充実と学校施設の整備 

  

施策１ 教育力の向上をもたらす教職員の働き方の追求 

施策２ 質の高い教育を維持するための人材の確保と育成 

施策３ 学校と地域との協働体制の充実 

施策４ 学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保 

施策５ 学校給食の取組みの継続と発展 

施策６ 持続可能な部活動のあり方の検討 
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 ４ 第六次子どもプラン武蔵野における重点事業 

第六次子どもプラン武蔵野では、前計画の第五次子どもプラン武蔵野の取組み事業を引き継ぎつつ、以下の

13事業を本プランにおける重点事業と位置づけ、取組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

武蔵野市子どもの 

権利条例の 

理解・普及啓発 

子どもと子育て家庭への

切れ目のない 

相談支援体制等の構築 

保健センター増築・

複合施設の整備 

子どもの 

貧困対策の推進 

ケアを必要とする家族が 

いる家庭全体への包括的な 

支援のあり方の検討 

   
多様なニーズに対応した 

保育事業の実施 

保育の質の維持・ 

向上のための取組み 

特に支援が必要な 

子育て世代への 

外出支援 

円滑な社会生活・ 

自立に向けた子ども・

若者支援 

中学生・高校生世代などの 
居場所の充実 

 
ＩＣＴ活用や関係機関の連携に

よる居場所づくり 

幼稚園・保育所・ 

認定こども園・小学校等

の連携強化 

学校改築の 

計画的な推進 

第六次子どもプラン重点事業一覧 

Ｐ41  Ｐ44  Ｐ44  

Ｐ50  Ｐ50  Ｐ57  

Ｐ60  Ｐ70  Ｐ76  

Ｐ80 Ｐ93 Ｐ78 Ｐ99 
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基本施策１ 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

基本施策２ 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援 

基本施策３ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実 

基本施策４ 子どもの「生きる力」を育む 

基本施策５ 教育環境の充実と学校施設の整備  

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 

子ども・子育て支援の 

具体的な展開 
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 第４章では、第六次子どもプラン武蔵野の具体的な展開として、５つの基本施策に基づき、29の施策と 

その施策を推進するための事業を掲載しています。 

事業には、「地域子ども・子育て支援事業」、「重点事業」、「個別事業」があります。 

 

  （凡例） 

 

基本施策１ 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

 施策１－１ 子どもの権利を保障する取組みの推進 

現状と課題 

全ての子どもは、一人ひとりの個性に応じた、 

健やかな成長が保障されなければなりません。子ども 

の最善の利益を尊重する社会の実現に向け、・・・・・ 

 

施策の方向性 

子どもの最善の利益を尊重する社会の実現に向け、 

令和５年４月に施行された武蔵野市子どもの権利条例 

に基づき ・・・・・・  

 

 

 

----------------------------------個別事業--------------------------------- 

２ 子どもの権利に関する学習機会の確保   【子ども子育て支援課、指導課】 

「子どもの権利」について、より深く学習し、日頃から実践できるようにするため、市民や育ち学ぶ施設の関係者等に向

けて、どこでもミーティングや子どもの権利の研修会等開催し、学習の機会を確保していきます。また、児童・生徒に向け

て、道徳授業地区公開講座等を活用し、子どもの権利学習を行います。 

 

=======================重点事業======================= 

１ 武蔵野市子どもの権利条例の理解・普及啓発 【子ども子育て支援課、指導課】 

目的 
権利の主体である子どもが家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員として、自分らしく安心して暮らすこ

とができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくります。 

事業概要 

児童虐待、不登校、いじめ、子どもの自殺等、子どもを取り巻く状況に対応していくため、子どもが権利

の主体として、まちの一員として安心して暮らすことのできる子どもの権利が尊重されるまちを目指し、令

和５年４月に「武蔵野市子どもの権利条例」が施行されました。この条例を広く市民、保護者、児童・・・ 

ページの見方・凡例 

社会情勢、各種調査及び武蔵野市

の状況等を踏まえた「現状と課題」

について記載しています。 

 
現状と課題 

第六次子どもプラン武蔵野の計画

期間中に取組む「施策の方向性」に

ついて記載しています。 

 
施策の方向性 

第六次子どもプラン武蔵野の計画期間

中に重点的に取組む事業の〈目的〉と

〈事業概要〉を記載しています。 

 
重点事業 

重点事業以外の、個別の事業につ

いて、事業概要を記載しています。 

 
個別事業 



40 

 

 

 

第４章 子ども・子育て支援の具体的な展開 

基本施策１ 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり  

施策１－１ 子どもの権利を保障する取組みの推進  

現状と課題 

全ての子どもは、一人ひとりの個性に応じた、健やかな成長が保障されなければなりません。子どもの最善の利

益を尊重する社会の実現に向け、令和５（2023）年４月に武蔵野市子どもの権利条例が施行されました。 

今後、子どものみならず、保護者や市民、育ち学ぶ施設の関係者等に子どもの権利及び本条例の周知を行っ

ていく必要があります。さらに、子どもの権利について、より深く学習し、誰もが日頃から実践できるようにするため、

研修会等の機会も必要です。 

また、子どもにとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与え、また変化をもたら

す経験は、自己肯定感や自己有用感、子どもの主体性を高めることにつながります。したがって、子どもの意見表

明や参加の取組みを充実させていく必要があります。 

さらに、子どもの権利を守るとともに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うための、体制整備が必要で

す。 

 

■子どもの権利条例の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　内容を知っている 　　名前だけ知っている まったく知らない 無回答

全　体
(n=1,074)

小学校６年生
(n=831)

中学校３年生
(n=243)

53.7 

59.8 

32.9 

39.2 

34.2 

56.4 

5.7 

4.8 

8.6 

1.4 

1.2 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料：令和 5年度 武蔵野市子どもの学習・生活に関する調査報告書（令和 6年 10月） 

資料：令和 5年度 武蔵野市子ども・子育てに関するアンケート調査報告書（令和 6年 10月） 

Ｑ.武蔵野市子どもの権利条例を知っていますか？ 
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施策の方向性 

子どもの最善の利益を尊重する社会の実現に向け、令和５（2023）年４月に施行された武蔵野市子どもの権

利条例に基づき、子どものみならず、保護者や市民、育ち学ぶ施設の関係者等に条例及び子どもの権利の周知

啓発や学習の機会を提供します。さらに、いじめ防止対策の充実、子どもの居場所づくりの推進、子どもの意見表

明や参加の機会の確保などの取組みを行います。 

また、子どもの権利を守るとともに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うため、子どもの権利擁護セン

ターを設置し、子ども等からの相談対応を行いながら、子どもに寄り添い、関係者・関係機関との調整等を行いま

す。 

 

=========================重点事業======================== 

１ 
武蔵野市子どもの権利条例の理解・普及啓発 

【子ども子育て支援課、市民活動推進課、指導課】 

目的 
権利の主体である子どもが家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員として、自分らしく安心し

て暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくります。 

事業概要 

児童虐待、不登校、いじめ、子どもの自殺等、子どもを取り巻く状況に対応していくため、子

どもが権利の主体として、まちの一員として安心して暮らすことのできる子どもの権利が尊重さ

れるまちを目指し、令和５（2023）年４月に「武蔵野市子どもの権利条例」が施行されまし

た。この条例を広く市民、保護者、児童・生徒に周知するため、市報やリーフレット、啓発動画等

による普及啓発を行います。また、武蔵野市子どもの権利の日イベントを企画・実施し、特に未

就学の子どもと保護者への周知啓発に取り組んでいきます。また、いじめや家庭での悩みごと

の相談先を記載した「子どもの人権相談啓発カード」を３年毎に作成し、市立小中学校の全

児童・生徒、庁内関連部署に配付します。 

  

資料：令和 5年度 武蔵野市青少年に関するアンケート調査報告書（令和 6年 10月） 



42 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

２ 子どもの権利に関する学習機会の確保   【子ども子育て支援課、指導課】 

「子どもの権利」について、より深く学習し、日頃から実践できるようにするため、市民や育ち学ぶ施設の関係

者等に向けて、どこでもミーティングや子どもの権利の研修会等開催し、学習の機会を確保していきます。また、

児童・生徒に向けて、道徳授業地区公開講座等を活用し、子どもの権利学習を行います。 

３ 子どもの意見表明・参加の仕組みづくり   【子ども子育て支援課、環境政策課、指導課】 

子どもが市民の一員として、市のまちづくりに参加できるよう、庁内全体に子どもの権利条例の普及啓発を

行うとともに、庁内各課が子どもに関わる施策等の決定過程において、子どもが市政に対し意見を表明し、社

会参加できる多様な仕組みづくりを推進します。また、子どもの日頃の学校での活動の様々な場面における、意

見表明や参加を促進していきます。 

子どもプラン武蔵野などの子どもに関わる計画等を策定する際には、子どもを対象としたパブリックコメント

やヒアリングなどを実施します。また、中高生が自分たちの世代に向けた事業についての提言を行う Teens ム

サカツや、むさしのエコ re ゾートで高校生・大学生が同世代で話し合いながら環境を切り口とした企画立案す

るプロジェクトを実施します。 

４ 子どもの権利侵害に関する相談・救済   【子ども子育て支援課】 

令和６（2024）年度に開設された武蔵野市子どもの権利擁護センターにて、子どもからの相談に応じ、武蔵

野市子どもの権利擁護委員による必要な支援・調整活動を通して、子どもの権利を守るとともに、子どもの権

利が侵害された場合の救済を行います。 
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施策１－２ 子どもと子育て家庭への切れ目のない相談支援体制等の構築 

 

現状と課題 

近年、家族構成や就労・経済状況の変化、地域のつながりの希薄化等を背景に、子育てニーズは多様化・複雑

化し、子育ての負担感も増大しています。市では、それぞれの子ども・子育て家庭の状況に応じて、様々な専門的

支援を実施していますが、実態に即した柔軟かつきめ細やかな対応ができるよう機能の強化が求められています。 

 

■子ども・子育て支援に係る相談件数等の推移 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

妊婦相談・妊婦面接（人） 1,168 1,165 1,165 1,195 1,161 

子ども家庭支援センター年間相談実件数（件） 1,729 1,677 1,599 1,584 1,615 

健康課専門職相談件数（妊産婦・乳児・幼児）（件） 8,713 8,253 9,680 10,155 10,967 

乳幼児発達相談受診延べ人数（人） 429 211 301 364 452 

武蔵野市児童発達支援センターみどりのこども館・

相談部ハビット 継続相談件数（件） 
2,083 1,903 2,110 3,311 3,663 

武蔵野市児童発達支援センターみどりのこども館・

相談部ハビット 相談実人数（人） 
835 842 858 869 864 

就学相談受付件数（人） 90 95 117 126 122 

教育支援センター相談件数（件） 13,767 12,918 15,002 14,864 12,842 

スクールソーシャルワーカー支援対象者数（人） 54 124 145 173 227 

 

このような中、国は児童福祉法の一部を改正し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保健・児童福

祉の両機能を一体的にし、相談支援を行う機関として、「こども家庭センター*」の設置に努めることを規定しまし

た。 

本市では、保健・医療・福祉・教育等の関係機関が連携して包括的に支援することを目的として、子どもと子育

て家庭の支援を担う３センター（子育て世代包括支援センター、児童発達支援センター、教育支援センター*）の

実務者連絡会を開催し、円滑に連携していくための意見交換等を行ってきました。 

令和６（2024）年４月から「こども家庭センター」を設置し、母子保健及び児童福祉の連携を強化しています

が、今後さらに全ての子どもと子育て家庭への切れ目のない相談支援体制を構築していく必要があります。 

 

施策の方向性 

妊娠期からの切れ目のない支援・相談体制として子育て世代包括支援センターを整備してきました。今般の児

童福祉法等の改正を受け、児童福祉と母子保健の一体的な相談体制を構築するため、こども家庭センター*の設

置及び地域子育て相談機関の整備を行い、さらなる連携の推進を図ります。 

妊娠前の時期から出産・子育てまでを誰もが安心して迎えられるように、産科・小児医療機関等との連携強化

を図ります。 
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=========================重点事業======================== 

５ 
子どもと子育て家庭への切れ目のない相談支援体制等の構築 

  【子ども子育て支援課、障害者福祉課、健康課、教育支援課】 

目的 
全ての子どもの個性が尊重され、健やかな成長・発達ができるよう子どもと子育て家庭を切

れ目なく支援します。 

事業概要 

妊娠期からの切れ目のない支援・相談体制として子育て世代包括支援センターを整備して

きました。今般の児童福祉法等の改正を受け、こども家庭センター*を設置し、児童福祉と母子

保健の一体的な相談体制を強化するとともに、地域子育て相談機関の整備を行い、さらなる

連携の推進を図ります。 

６ 
保健センター増築・複合施設の整備 

  【健康課、障害者福祉課、子ども子育て支援課、教育支援課】 

目的 

保健センターの増築及び大規模改修において、子どもと子育て家庭への支援施設を含む複

合施設として整備し、子どもと子育て家庭への切れ目のない相談支援体制を構築します。 

妊娠期から切れ目なく子どもと子育て家庭への支援を行う総合拠点を整備します。 

事業概要 

保健センターの増築及び大規模改修を行い、保健衛生機能を充実させ、かつ子どもと子育

て家庭への支援施設を含む複合施設として整備します。児童福祉、母子保健、療育、教育等に

係る相談支援機能を施設内に設置し、多部門・多職種の連携による子どもと子育て家庭への

切れ目のない相談支援体制を構築します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

７ 障害のある子どもや発達に支援が必要な子どもへの支援体制の強化 

【障害者福祉課、子ども子育て支援課、健康課、教育支援課】 

児童発達支援センターみどりのこども館は、地域の中核的な療育支援施設として、療育の質の向上と相談

支援の充実を図ってきました。引き続き、様々な状況にある子どもに対し、適切な発達支援の提供に繋げるとと

もに、地域全体の障害児支援の質の向上に取り組みます。 

子どもやその家庭が、必要な時に相談をすることができ、それぞれの発達段階に応じて適切な支援を受けら

れるとともに、情報提供や当事者同士が交流できる機会を行う等の支援体制を強化します。 

８ 子育てひろばと母子保健事業の連携強化  【子ども子育て支援課】 

こうのとり学級の２日目を子育てひろばで実施する等、妊娠期から子育てひろばに足を運ぶなど出産後の過

ごし方がイメージできるような取組みを推進し、市内の子育てひろばの利用率向上を図るとともに、両事業が連

携して子どもと子育て家庭の支援を行えるような体制づくりを推進します。 

９ 子ども支援に関する庁内連携の推進  【子ども子育て支援課】 

子どもが障害や生活環境のほか、現行の枠組みでは支援が困難な問題を抱える家庭にいる状況等の中に

おいて、それらに左右されることなく地域の中で健やかに成長するための環境づくりを行うため、庁内関係部署

による連携を推進するための会議等を開催し、情報共有のほか、支援における課題への対応についての検討

を行います。 
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10 民生委員・児童委員との連携の推進 【地域支援課】 

各地区の民生委員・児童委員は、福祉に関する幅広い相談を受け、相談の内容に応じ市の窓口や関係機関

への橋渡しをします。また、児童福祉に関することを専門的に担当する「主任児童委員」は、子ども家庭支援セ

ンター、児童相談所といった関係機関と連携して、相談受付、見守り等を行います。 

11 障害児通所事業の質の向上 【障害者福祉課】 

放課後等デイサービス*等の障害児通所支援施設について、サービスの内容と量を把握するとともに、事業

者連絡会等を活用して、各事業所間の情報交換や連携を図りサービスの質の向上を目指します。 

12 医療的ケア児*、重症心身障害児など特別な支援が必要な障害児への支援体制の整備 

【健康課、障害者福祉課、子ども育成課、児童青少年課、教育支援課】 

医療的ケアが必要な児童の地域での生活を支えるため、健康課に医療的ケア児コーディネーター*を設置

し、家族からの相談等に応じます。また、市立保育園及び市立小中学校において、医療的ケア児の受け入れを

行います。また、各施設の医療的ケアのガイドラインに則り、医療的ケア児及びその家族を支援するため、研修

への参加、情報共有等により体制の整備を進めます。 

学童クラブにおいても、医療的ケア児を受け入れるためのガイドラインを策定し、学童クラブの体制及び設備

で対応することのできる児童の受け入れを行います。 

桜堤ケアハウス内においては、市が実施する放課後等デイサービス施設パレットを安定的に運営し、肢体不

自由児や医療的ケア児を対象とした支援体制の充実を図ります。 

13 乳幼児発達相談・発達健診  【健康課】 

乳幼児健康診査等で発達上、経過観察が必要な乳幼児に対し、健康、発達に関する個別の相談・健診を実

施します。 

14 幼児教育・保育における発達に心配のある子どもや保護者への支援  【子ども育成課】 

幼稚園・保育所・認定こども園へのハビットによる巡回や地域支援講習会等を実施します。保育相談員によ

る保育所への巡回相談や保護者面談を実施します。発達に心配のある子どもが増えている中、保育における

事例検討等を実施し、保育所間の情報共有を深め、発達に心配のある子どもや保護者への支援の充実を図り

ます。 

15 出産・子育て応援事業  【健康課】 

妊娠中から出産・子育て期まで安心して過ごすことができるよう、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に

実施します。 

16 妊産婦に対して健康診査を実施する事業  【健康課】 

妊産婦の健康管理や疾病の早期発見・予防のため、必要に応じて妊産婦に対して健康診査を実施します。

また、妊婦の口腔疾患の早期発見及び早期治療を図るとともに、口腔衛生指導及び生活指導により、妊娠中

の健康で快適な生活と胎児の健全な歯牙形成に寄与することを目的に、妊婦歯科健康診査を実施します。 

17 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）  【健康課】 

母親が育児不安を強く感じやすい乳児期早期に、保健師や助産師が全ての家庭を訪問し、乳児と保護者の

健康状態を確認し、保護者の育児全般の相談に応じます。 
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18 産後ケア（宿泊型・日帰り型・訪問型）事業  【健康課】 

産後１年未満の母とその子を対象に、医療機関等や自宅で助産師等が、母体や乳児へのケア、育児のサポ

ート（育児相談、授乳支援、もく浴等）等のサービス（宿泊型、日帰り型及び訪問型の３種類）を行います。 

19 ゆりかごむさしの面接  【健康課】 

全ての妊婦を対象に、専任の保健師等が「ゆりかごむさしの面接（妊婦面接）」を実施します。市の母子保

健サービスの紹介や妊娠中の過ごし方等について話し、妊娠中の様々な疑問や不安に寄り添い、サポートしま

す。 

20 乳幼児健康診査  【健康課】 

子どもの発育・発達の確認をし、親が日頃感じている心配事を一緒に考えていく場として、各健康診査を実

施します。 

21 こうのとり学級  【健康課】 

初妊婦とパートナーを対象に、もく浴や抱っこの実習、赤ちゃんを迎える心構えなどの話を通じて妊娠中の不

安の解消することを目的に実施します。また、子育てひろばで講座を実施し、孤立しがちな親同士の地域での

仲間づくりも援助します。 

22 妊娠や出産に関する相談（マタニティ安心コール）  【健康課】 

妊娠や出産に関する不安なこと、わからないこと等について、専任の助産師・保健師等が相談を受け付けま

す。 

23 ゆりかごむさしのフェスティバル  【健康課】 

妊婦と乳幼児のいる家庭を対象に地域の関係機関と連携して、妊娠期から子育て期の家庭にとって必要な

情報を発信し、相談機関として保健センターを周知します。 

24 育児学級（離乳食教室・健診後フォロークラス）  【健康課】 

乳児の発達段階に応じた離乳食教室を実施し、乳幼児期の育児についての基本的な知識を習得したり、育

児経験や地域での交流の少ない母親に対し、育児に対する不安をグループの力を通じて解決するなど、子育

て支援を行います。 

25 育児相談（ベビーサロン）  【健康課】 

１か月健診終了後から１歳未満の乳児とその親を対象に、助産師・保健師・管理栄養士等が子育ての相談

に応じたり、子育てをするうえでのヒントを紹介するとともに、赤ちゃんのいる親同士で悩みを分かち合う機会を

提供します。 

26 親支援グループミーティング事業  【健康課】 

支援が必要な家庭の母親に対し、育児不安の軽減や育児スキルの向上、孤立感の解消と仲間づくりを図る

ためグループミーティングを実施します。 

27 乳幼児歯科相談  【健康課】 

むし歯予防教室を開催し、受講後に継続的な診査、指導、処置等を行うことで乳幼児の口腔の健全な発育

発達を促し、心身の健康増進に寄与することを目的として実施します。 

28 未熟児養育医療給付事業  【健康課】 

身体の機能が未成熟なまま生まれた乳児で、入院し養育を受ける必要があると医師が認めた場合の医療

費を助成します。 
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29 医療機関等との連携強化  【健康課】 

医療機関や子育て支援施設等との連携会議を定期的に開催し、健康診査や相談事業等のさらなる充実を

図ります。妊娠前の時期から出産・子育てまでを誰もが安心して迎えられるように、産科・小児医療機関等との

連携強化を図ります。 

30 小児・周産期救急医療の充実  【健康課】 

地域の中核病院である「武蔵野赤十字病院」に対し、小児・周産期救急医療の基盤整備のための財政的

支援を引き続き行います。 
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施策１－３ それぞれの環境に応じたきめ細かな子ども・子育て家庭への支援 

 

現状と課題  

子どもの将来は、その生まれ育った環境によって左右されるべきではありません。 

日本の相対的子どもの貧困率は 11.5%（令和３（2021年））と、前回 14.0%（平成 30（2018年））と比べ

て改善しているものの、ひとり親世帯でみると 44.5%と半数近くが困窮している状況が見て取れます。調査方法

が異なるため単純な比較はできませんが、本市における相対的子どもの貧困率は 2.5%（武蔵野市子ども・子育

てに関するアンケート調査報告書（令和６（2024）年 10 月））と推計されています。同調査の回答から、生活困

難層では「子どもが自身の進路や生活などについて、何でも相談できるところ」や「地域で過ごせる居場所」を必

要とする声が多いこともわかります。  

■子どもに必要と思われる支援 

Ｑ.お子さんにとって、必要と思われる支援はどのようなものですか。（複数回答） 

 

資料：子ども・子育てに関するアンケート調査報告書（令和６年 10月） 

 

ひとり親家庭は、特に経済的困窮に陥りやすいことが指摘されています（ひとり親世帯の相対的貧困率は

44.5%(国民生活基礎調査(2021 年)))。また、ひとり親家庭の保護者は、自分の時間を取れていない傾向があ

り、心身の負担が大きいことが懸念されます。 

このような状況から、一人ひとりの子どもや子育て家庭に対して、より一層きめ細かな支援が求められています。 

  

■１週間のうち自分のために使える時間 

Ｑ.あなたは普段、１週間の中で子育て・家事・仕事から離れて、自分のために使える時間を取れていますか。 

 

資料：ひとり親家庭アンケート調査報告書（令和６年 10月） 
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なお、いわゆる「子どもの貧困」の定義は様々議論があるところです。本市においては、子どもの貧困は、一義的

には子どもの経済的困窮を指す言葉であるものの、子どもの貧困対策としては、それに限らず全ての子どもが現

在そして将来にわたり、貧困状態に陥ることを防ぐという観点から、必要な施策を総合的に実施することが必要で

あると認識しています。 

昨今、新たにヤングケアラー*の問題が顕在化してきました。子ども・若者育成推進法において、ヤングケアラー

について「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義され、ヤ

ングケアラーを関係機関等が各種支援に努めるべき対象として法律上規定されたことに伴い、ヤングケアラーへ

の支援強化がより一層求められています。 

 

■家族の世話等による自身の生活への影響 

Ｑ.家族を助けたり、お世話をしたりすることで、あなたの生活にどんな影響が出ていると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和５年度 青少年に関するアンケート調査報告書（令和６年 10月） 
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施策の方向性 

子どもの将来が貧困等の環境要因に左右されることがないよう、一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細か

な支援が必要です。関係部署及び関係機関、地域の民間団体の支援活動との連携の仕組みを構築し、複合的な

支援を行います。また、利用者が自身のニーズに合わせてサービスを選択できるような多様な事業のあり方を検

討します。 

ひとり親家庭に対して、引き続き経済的支援を行うとともに、経済的に自立できるように就業支援等を行います。

また、生活の安定のために、ホームヘルプサービスなど日常生活支援を行います。 

ヤングケアラー*をはじめとした、現行の枠組みでは支援が困難な問題を抱える家庭が顕在化しています。ケア

を必要とする家庭全体を支援するための相談のあり方、ケアラーへの継続的な支援体制について全庁的な検討

を行います。 

 

（※この施策については、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく市の「子どもの貧困対策についての

計画」及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法」中の「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置

に関する計画（自立促進計画）」として位置づけます。） 

 

=========================重点事業======================== 

31 子どもの貧困対策の推進  【子ども子育て支援課】 

目的 
子どもの現在及び将来が貧困等の環境要因に左右されることのないよう、関係機関の連携

のもと、子どもの貧困対策を総合的に推進します。 

事業概要 

子どもの貧困対策に係る事業について、支援に関する事業や情報提供を継続的に行うとと

もに、国や東京都の動向や社会情勢を踏まえつつ、既存事業の拡充や、新たな取組みの必要

性についても検討を行います。関係機関との連携のもと、それぞれの子どもが自分に合ったサ

ービスを選べるよう、多様な事業のあり方を検討し、必要に応じて新たな取組みを実施します。 

32 

ケアを必要とする家族がいる家庭全体への包括的な支援のあり方の検討 

【子ども子育て支援課、地域支援課、生活福祉課、高齢者支援課、障害者福祉課、 

健康課、子ども育成課、児童青少年課、指導課、教育支援課】 

目的 
現行の枠組みでは支援が困難な問題を抱える家庭への相談支援体制や、分野横断的な連

携による支援体制を構築します。 

事業概要 

ヤングケアラー*をはじめとした現行の枠組みでは支援が困難な問題を抱える家庭が顕在

化しています。ヤングケアラーの実態把握や、ケアを必要とする家庭全体を支援するための相

談のあり方、ケアラーへのライフステージで途切れることのない継続的な支援体制について全

庁的な検討を行います。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

33 生活困窮者*学習支援事業  【生活福祉課】 

生活保護、生活困窮、児童扶養手当受給世帯の子ども（小学３年生から高校生まで）を対象に教室型・サポ

ート型の学習支援を実施します。基礎学力定着と進学を支援することで社会的自立を支援し、貧困の連鎖を防

止します。 
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34 生活困窮世帯への支援  【生活福祉課】 

生活に困窮している世帯に対して、必要に応じて、生活保護制度や生活困窮者*自立支援制度を活用しな

がら、課題の解決に向けた相談支援を行います。 

35 次世代育成支援プログラム  【生活福祉課】 

生活保護受給世帯の小学３年生から中学３年生までの子どもやその親に、子どもの高校進学への動機付け

を行うほか、高校１年生から３年生までの子どもやその親について、子どもの大学等への進学意識を高め、就

学扶助や貸付資金等の情報提供や自立促進事業等の活用によって、子どもの進学を支援し、社会的自立を促

します。 

36 子育て家庭への経済的支援の実施  【子ども子育て支援課】 

全ての子どもが、その家庭の経済状況に関わらず健やかに育つことができるように、児童手当、子どもの医

療費助成を実施します。また、ひとり親家庭等に対して、生活の安定と自立の促進のために児童扶養手当等の

各種手当、医療費助成、住宅費助成を実施します。 

37 障害のある子どもとその家庭への経済的支援の実施  【障害者福祉課、子ども子育て支援課】 

障害のある子どもとその家庭に対し、障害児福祉手当、心身障害者福祉手当、特別児童扶養手当等の支給

を行います。 

38 就学援助費制度の実施  【教育支援課】 

経済的理由により就学困難と認められる、市立・国公立小中学校の児童生徒の保護者に対し、学用品費、

給食費等の一部を援助します。 

39 市営住宅・福祉型住宅の子育て世帯用の住宅支援の実施  【住宅対策課】 

市営住宅の入居者選考において、ひとり親世帯や小学校就学前の子どもが２人以上いる世帯等の居住の

安定確保が必要な方について、抽選の際の優遇措置を実施します。また、福祉型住宅の入居者募集において

は、高齢者や障害者に加えて、ひとり親世帯用や子育て世帯用の募集を実施します。 

40 市民社協による経済的支援の実施  【地域支援課】 

子育て家庭の生活の安定や子どもの教育等の機会均等を図るため、支援が必要な家庭に対し、（社福）武

蔵野市民社会福祉協議会*において、生活福祉資金貸付事業や受験生チャレンジ支援貸付事業、高校生教材

代の助成、むさしのジャンボリー*への参加費の支給等の経済的支援を実施します。 

41 ひとり親家庭の自立に向けた支援の充実  【子ども子育て支援課】 

ひとり親の方が相談しやすい環境を整備し、総合的な相談窓口として、母子・父子自立支援員*が生活全般

の相談に応じ、多様な制度を活用してきめ細かな支援を行います。また、家庭での養育が困難な母子世帯に対

し、施設への入所を援護し、自立に向けた支援を行います。 

民法改正（共同親権、法定養育費の導入等）の動向を見定めつつ、今後必要となるひとり親支援の施策を

検討します。 

42 障害のある子どものきょうだい児への支援  【障害者福祉課】 

障害のある子どものきょうだい児が集い、悩みを共有したり、思いを話し合うことのできる「きょうだい会」を継

続して行います。 
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43 外国人市民*への支援  【多文化共生・交流課、教育支援課】 

外国人市民が日本人市民と同様に、出産・子育てなどライフステージに応じて生じる課題について、適切な

支援を利用できるよう、言語的支援を含め、保健・医療・福祉・教育など地域生活に関わるさまざまな組織・部

署、人の連携を図ります。 

外国人市民の教育を受ける機会が失われることのないよう、教育制度の理解促進を図るとともに就学の手

続をサポートし、希望する進路を選択できるよう、相談支援及び日本語の学習支援を継続します。 
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施策１－４ 児童虐待の未然防止と対応力の強化  

現状と課題 

児童虐待の背景には複雑な要因が重なり、単独の機関での対応が困難な事例が増加しています。特に、複数

の課題を抱える家庭では関わる機関が多岐にわたるため、連携体制の強化がより重要となります。 

子育て支援ネットワークを活用した情報共有と連携体制の強化とともに、子ども家庭支援センターの体制強化

や相談員の専門性向上が求められています。 

また、関係機関の児童虐待への対応力強化や未然防止のための啓発活動等を行っていく必要があります。 

 

■過去５年間の新規虐待対応児童数 

 
 

施策の方向性 

児童虐待の防止及び養育困難家庭に対する支援について、相談体制をさらに強化するため、子育て支援ネット

ワークにおける情報共有を行いながら、各関係機関の連携を強化し、支援の充実を図ります。また、児童虐待を未

然に防止する啓発活動等を引き続き行っていくとともに、それでも児童虐待は起こり得るという認識のもと、対応

力を強化します。 

東京都では多摩地域に新たな児童相談所の設置を予定しており、本市の管轄の児童相談所が市内に整備予

定となっています。新たな児童相談所とも今後も適切に連携を行い、対応力の強化に努めていきます。 

 

■子育て支援ネットワークイメージ図 
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------------------------------------個別事業----------------------------------- 

44 養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業  【子ども子育て支援課】 

児童虐待のおそれや児童の養育に困難があり、特に支援が必要な家庭に対し、養育支援訪問事業や子育

て世帯訪問支援事業を実施し、専門支援相談員や家事・育児を行う訪問支援員を派遣します。 

45 児童虐待・養育困難家庭への支援の強化  【子ども子育て支援課】 

子ども家庭支援センターを調整機関とする子育て支援ネットワークにより、児童虐待及び養育困難家庭に関

する情報や援助方針を共有し、適切に支援するとともに、各関係機関の連携を強化し、支援の充実を図ります。 

また、児童虐待を未然に防止する啓発活動等を引き続き行っていくとともに、関係機関への研修も行います。 

46 子育て家庭への総合相談事業  【子ども子育て支援課】 

18 歳未満の子どもがいる家庭に対する総合相談を行います。また、家庭内の問題に関する継続的な相談

や必要に応じて他機関の紹介を行います。 

47 子育て支援ネットワーク事業  【子ども子育て支援課】 

児童福祉法上の要保護児童対策地域協議会にあたる守秘義務の課せられたネットワークの構築により、支

援が必要な家庭への適切な対応を行うための基盤を整備します。 

48 虐待予防の強化  【健康課、子ども子育て支援課】 

児童福祉と母子保健の一体的運営により、支援が必要な妊産婦や乳幼児のいる家庭への対応を強化しま

す。 

母子健康手帳の交付時の妊婦面接や乳幼児健康診査、専門職による支援等から個別の状況を把握し、医

療機関等の関係機関と連携しながら家庭への早期支援を行うことで、虐待予防を推進します。乳幼児健康診

査未受診や、未就園、不就学等で福祉サービスを利用していない児童の状況を把握し、支援が必要な家庭に

は、地域や関係機関と連携した支援を進めます。 

49 配偶者等暴力被害者支援  【子ども子育て支援課、市民活動推進課】 

啓発講座の実施や、男女平等推進センター等各相談実施機関との連携により、配偶者等からの暴力被害の

未然防止と早期発見に努めます。迅速な対応が必要な場合は、東京都や警察等と連携し、一時保護するなど

被害者の安全を確保します。家庭での養育が困難な母子世帯は、施設への入所を援護し、生活再建や問題解

決への支援をします。子どもの目前でふるわれる配偶者等の暴力は児童虐待に当たります。このような状況に

置かれる子どもに対し、子ども家庭支援センターが各機関と連携して支援します。 
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施策１－５ 福祉専門職配置による相談支援体制の強化  

現状と課題 

近年、子どもや子育て家庭に関する相談内容は、多様化、複雑化、困難化しており、専門的な知識や技能を必

要とする相談や、複数の分野にまたがる課題が増加しています。 

このような状況に対応するためには、福祉分野を中心に、専門性の高い福祉職を配置し、育成していくことが重

要です。また、福祉職の育成に向けては、研修の充実や実務経験の積み上げ、多様な専門家との連携など、様々

な取組みが必要です。 

 

■子ども家庭支援センター相談延べ件数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

相談内容が多様化・複雑化・困難化し、専門性が必要とされる相談、分野横断的な課題が増えています。福祉

分野の問題解決を図るために福祉分野を中心に配置される福祉職の育成が必要になっています。人材育成基本

方針*（令和６年度改訂）を踏まえ、福祉職の採用及び育成を行っていきます。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

50 福祉専門職の配置による相談支援体制の強化 【人事課】 

専門性が必要とされる相談や、分野横断的な課題に対応するため、市職員にも高度なケースワーク力や地

域の相談支援する能力の強化が求められています。人材育成基本方針*（令和６年度改訂）を踏まえ、福祉職

の採用及び育成を行っていきます。 
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 基本施策２ 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援  

施策２－１ 多様な主体による子育て支援の充実と連携の強化  

現状と課題 

市はこれまで地域における子育て支援事業の充実を図ってきました。現在、常設の子育てひろばは９か所で運

営され、地域での子育て支援が充実しています。また、行政と民間団体が連携した「子育てひろばネットワーク」を

構築してきました。今後も、子育て家庭が、地域に支えられているという安心感を持って子育てを行うため、行政機

関のみならず、地域の力を活かした子育て支援の充実を図る必要があります。 

また近年、子育てのあり方が多様化している中、保育園等を利用せず家庭で保育を行っている世帯や、短時間

勤務・不定期勤務で子育てを両立している世帯が増加しています。しかし、そうした世帯の子育ては孤立感や負担

を感じやすいという課題も存在します。 

そこで重要となるのが、これらの世帯の子育てを支援する一時預かり事業の拡充です。必要な時に子どもを預

けられる体制を整えることで、孤立感や負担感の軽減に繋げることができます。 

家庭保育世帯においては、市として一時預かり事業の拡充を図る中、東京都の補助を受けたベビーシッターに

よる一時預かり利用支援事業の利用者が年々増加するなど、多様なニーズに対応した保育事業に取り組む必要

があります。 

■一時預かり等事業利用希望 

Ｑ.あて名のお子さんについて、私用、保護者の通院、不適の就労等の目的で、一時預かり等の事業を利用した

いと思いますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育てに関するアンケート調査報告書（令和６年 10月） 

 

■保育コンシェルジュの相談件数推移 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育コンシェルジュの相談延べ件数（件） 2,103 2,143 1,978 2,136 1,913 
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施策の方向性 

多様な子育て支援ニーズに対応するため、子育て支援団体と行政機関等のネットワークを構築し、様々なライフ

ステージにおいて地域の力を生かした子育て支援を行うとともに、保育施設等の職員の専門性を生かした子育て

相談の機会を充実させるなど、地域全体で取組みを進めます。 

また、保育施設等を利用していない世帯への支援を充実させるとともに、多様化する保護者の働き方や家庭の

状況に対応する取組みを進めます。 

 

=========================重点事業======================== 

51 多様なニーズに対応した保育事業の実施  【子ども育成課】 

目的 
保育施設等を利用していない世帯への支援を充実させるとともに、多様化する保護者の働

き方や家庭の状況に対応するため、多様なニーズに対応した保育事業の拡充を図ります。 

事業概要 

保護者の短時間・シフト制・フレックス勤務等の就労形態への対応やレスパイト等、多様なニ

ーズに対応するため市立保育園及び武蔵野市子ども協会*（以下、子ども協会）立保育園及

び認定こども園の定員の変更等について、幼稚園・保育園等と情報共有しながら、検討してい

きます。また、一時預かり事業、定期利用保育事業、ベビーシッター利用支援事業及び多様な

他者との関わりの機会の創出事業等を、国や東京都の動向を注視し、実施していきます。 

保護者の就労等の有無に関わらず、保育所等の利用がない乳児を対象としている「こども

誰でも通園制度（仮称）」についても、国の動向を注視し、本市における実施方法等を検討し

ます。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

52 利用者支援事業* 【子ども子育て支援課、健康課、子ども育成課】 

子育て家庭や妊産婦の困りごと等に合わせて、幼稚園・保育所等の施設や、地域の子育て支援事業等から

必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や支援の紹介等を行います。また、相談を行いやすい環

境を引き続き整えていきます。 

 利用者支援事業（母子保健型）を実施していた子ども家庭支援センター*及び健康課母子保健係が令和

６（2024）年度から利用者支援事業（こども家庭センター型）となりました。利用者支援事業（基本型）を引き

続き実施している０１２３施設*、桜堤児童館と連絡調整を行い、子どもと子育て家庭への支援を行います。利用

者支援事業（基本型）実施施設は、市内三駅圏それぞれにおける子育て支援の中核を担うとともに、地域の子

育て支援団体の活動支援や育成にあたります。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、対面での保育サービス等に関する相談が減少する中、オンラ

イン相談を開始し、相談者のニーズにあわせて実施を継続しています。引続き利用者支援事業（特定型）とし

て、保育コンシェルジュ*による保育サービス等に関する情報提供及び相談を継続します。 
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53 地域子育て支援拠点事業  【子ども子育て支援課】 

地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談等の事業（子育てひろば事業）を実施します。基本

的な事業として、① 交流の場の提供・交流促進、② 子育てに関する相談・援助、③ 地域の子育て関連情報

提供、④ 子ども・子育て支援に関する講習等があります。それぞれの施設において、利用者の目線に立った子

育て支援を行い、子育てにおける負担の軽減や、利用者同士の交流の機会を提供します。 

 現在、子育て家庭が歩いて行ける距離に、地域子育て支援拠点施設が存在しない空白地域である吉祥寺

南町と西久保の今後の対応として、吉祥寺南町地域については、公共施設の改築・大規模改修等にあわせて

地域子育て支援拠点の整備の検討を行います。また、西久保地域については、当該地域の子育て関連施設で

実施される子育てひろばも踏まえた上で、拠点の整備のあり方について検討します。  

54 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）  【子ども子育て支援課】 

児童の預かり等の援助を希望する方（ファミリー会員）と、援助をしてくださる方（サポート会員）との相互援

助活動に関する連絡・調整を実施するとともに、より利用しやすい取組みについて検討します。 

 市での実施計画（目標事業量とその確保方策）については、第 5章をご覧ください。 

55 子育て短期支援事業（ショートステイ）  【子ども子育て支援課】 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難な場合に短期間の宿泊

で子どもを預かります。トワイライトステイ事業についての検討を行います。 

 市での実施計画（目標事業量とその確保方策）については、第 5章をご覧ください。 

56 産前・産後支援ヘルパー事業  【子ども子育て支援課】 

子育てに関する心身の負担を軽減するために、産前産後の時期において日常生活の援助を必要とする場合

に、ホームヘルパーを派遣します。利用者にとってより使いやすい制度のあり方を検討します。 

57 子育て支援団体への支援のあり方の検討  【子ども子育て支援課】 

三駅圏ごとの子育て支援の核となる利用者支援事業（基本型）実施施設とともに地域社会全体で子育て支

援を推進するための各種連絡調整等を担う職を引き続き配置します。保健センター増築及び複合施設整備の

動向を見据えつつ、全市的な子育て支援を行う職のあり方について検討します。 

58 多様な主体による子育て支援の充実と連携の強化 【子ども子育て支援課、子ども育成課】 

地域の子育て支援団体が、多様な子育て支援活動を行えるよう、各団体の活動を支えます。 

地域社会全体での子育て支援を推進するため、子育てひろばを運営・実施している施設や各子育て支援団

体、専門機関等によるネットワークを継続的に実施し、参加団体相互の情報交換や研修会を実施するほか、市

民向けに子育て支援情報の発信を行います。 

保健センター増築及び複合施設整備の動向を見据えつつ団体支援のあり方について検討します。 

59 子育てひろばと共助による子育て支援の充実 【子ども子育て支援課、地域支援課】 

乳幼児とその保護者の交流の促進、子育て等に関する相談、地域の子育て関連情報の提供等を行うコミセ

ン親子ひろば*事業を、身近なコミュニティセンター*で実施します。また、子育てひろばの担い手となる実施団体

に対して経費の一部を補助し、collabono（こらぼの）*コミセン親子ひろばを展開します。また、（社福）武蔵野

市民社会福祉協議会*に委託し、子ども及び子育て家庭を支援する活動を行う団体に活動費の補助をすると

共に、ボランティア団体による子どもや子育て世帯を対象とした活動が推進されるよう、（社福）武蔵野市民社

会福祉協議会と連携して、共助の子育て支援の充実及び地域の活性化を図ります。 
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60 多胎児支援の充実  【子ども子育て支援課】 

多胎児の育児を支援するため、親同士で情報交換できる場や、親子で楽しく遊ぶ場を提供するとともに、同

行支援の試行実施などを通じて、必要な支援について検討します。 

61 幼稚園や保育所における子育て支援事業の充実  【子ども育成課】 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、子育て支援事業について活動の縮小がありました。育児に関

する相談や支援を行うなど、地域の子育て支援施設としての幼稚園や保育所における地域子育て支援事業の

充実を図るとともに、周知方法もあわせて検討します。 

62 子ども・子育て情報発信の充実  【秘書広報課、子ども子育て支援課】 

市報、ホームページにおいて、子ども・子育て関連情報を見やすく発信します。ホームページのキッズページに

ついてもわかりやすい構成・内容とします。 

市の子育てに関する情報を見やすくまとめた子育て応援サイト「むさしのすくすくナビ」を運営し、会員登録を

した方に、市からの子育て支援情報や、予防接種のスケジュール等をメールで配信します。 

子育て支援施設や遊び場、相談窓口、市の事業やサービス、保育所情報、団体紹介まで多岐にわたる情報

を掲載した、子育て支援情報誌「すくすく」を発行します。 

上記の取組みに加え、より積極的かつ効果的な広報・広聴のあり方について、検討を行います。 

63 親支援事業の充実  【子ども子育て支援課】 

０１２３施設において、ペアレントトレーニングを実施し、子どもとの関わり方に悩みを持つ保護者を支援しま

す。桜堤児童館においては、０１２３施設の事業の実施状況を勘案しつつ事業実施について検討します。 

主に乳幼児を子育て中の保護者に対して実施する親自身の学びや成長支援、親同士の交流、父親の育児

参加を促進する啓発事業等を子育てひろばを中心に実施します。 

64 親と子の広場等の開催 【生涯学習スポーツ課】 

１歳６か月から２歳６か月までの子どもとその保護者を対象に、親子でリズム遊び・ごっこあそびや手あそび

をする中で、親子で遊ぶ楽しさを味わい、親同士、子ども同士または親子同士のふれあいの場となる事業を行

います。 
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施策２－２ 保育の質の向上に向けた取組みの推進と希望する保育施設へ入所できる環境の整備 

 

現状と課題 

待機児童対策の進展により、令和２（2020）年度以降は一部のクラス年齢によっては定員に余裕が生じてお

り、年度途中でも認可保育施設に入りやすくなっています。一方、保育士不足や保育者の負担増加などの課題が

あり、保育の質の維持・向上の取組みが求められています。 

また近年、全国的には保育施設等における不適切保育や保育中の事故が報告されています。本市においても、

こうした問題を未然に防ぐ取組みが必要となります。 

令和３（2021）年に施行された「医療的ケア児*及びその家族に対する支援に関する法律」により、医療的ケ

ア児と家族への支援が自治体の責務となりました。本市では、市立保育園における医療的ケア児の受入れを推

進し、必要な支援を受けられる環境を整備していくことが重要です。 

認可外保育施設を選択する世帯もいることから、多様化するニーズに対応するため、保育施設間の連携強化や

認可外保育施設の質向上も必要です。 

 

施策の方向性 

保育の質のさらなる向上、不適切な保育が起きにくい環境の醸成が求められている中、保育アドバイザーや保

育事故防止支援指導員等の巡回による助言・指導の充実、指導検査の強化、各地域の保育施設の連携の促進

に加え、子どもの育ちを支えるための各園の人的、物的な環境の整備、保育中の事故の防止をはじめとした安全

確保に向けた各保育施設の取組みに対する支援等を総合的に行い、市全体で保育の水準を高めます。また、関

係機関と連携しながら、特別な支援を必要とする子どもの保育や、市立保育園における医療的ケア児*に対する

保育の体制整備を進めます。 

また、各保育施設内の利用定員の調整を含め、希望する保育施設へ入所できる環境の整備を進めます。 

 

=========================重点事業======================== 

65 保育の質の維持・向上のための取組み  【子ども育成課】 

目的 
保育の量の充実のために保育施設の整備が進んだことを受け、保育の質のより一層の充

実・向上を図ります。 

事業概要 

保育のガイドラインに基づく保育実践について、研修等による共有化を継続して実施してい

きます。 

地域型保育事業*と保育所との連携を図る地域連絡会を継続して行い、連携の強化を図り

ます。 

引き続き市内の保育施設における不適切保育の専用相談窓口を設置し、保育アドバイザ

ー、保育事故防止支援指導員、保育総合アドバイザー等による巡回、保育相談員巡回、全体

研修会、既存施設職員向けの実務研修や、施設長に向けた専門研修等、新規保育所に対す

る開設前研修の実施等を通じて、不適切な保育を未然に防ぐ取り組みを進めるとともに、保育

の質のさらなる維持・向上を図ります。 
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------------------------------------個別事業----------------------------------- 

66 指導検査の実施  【子ども育成課】 

認可保育施設に加え、幼児教育・保育の無償化対象施設として市が確認する認可外保育施設等に対しても

指導検査を拡充し、法令等で定められている基準に沿って運営されているかを検査し、必要な助言・指導等を

行うことにより、適切な保育の実施を担保します。 

67 リスクマネジメントへの取組み  【子ども育成課】 

引き続きリスクマネジメントに係る調査等を行い、委員会による議論を踏まえたフィードバック等により、市内

保育施設におけるリスク予防、対応力の強化を行っていきます。 

68 希望する保育施設に入所できる施策の推進  【子ども育成課】 

本市の将来人口推計（令和４(2022)年～令和 34(2052)年）や、ニーズ調査の結果を参考に、各保育施

設内の利用定員の調整を含め、希望する保育施設へ入所できる環境の整備を進めます。 

待機児童数ゼロを継続する一方で、未就学児の減少傾向や近年の積極的な保育所整備等により、認可保

育施設においても定員に余裕が生じ始めているため、認証保育所の認可化を行うことは一旦休止しますが、大

型マンション建設等により著しく地域の保育需要が増加することが見込まれるなど、施設整備の必要性が生じ

る場合には、必要な地域に適切な規模の保育施設整備を検討します。 

69 医療的ケア児*の保育の体制整備  【子ども育成課】 

（NO12同内容） 

70 延長保育事業（時間外保育事業）  【子ども育成課】 

保護者の在宅勤務、短時間・シフト制・フレックス勤務等の就労形態の多様化等の影響もあり、令和２

（2020）年度以降、延長保育の利用時間が減少傾向にあります。保育所の保育時間は原則8時間ですが、保

護者の労働時間やその他の状況を考慮して、延長保育（時間外保育）を実施します。 

71 一時預かり事業（預かり保育・一時保育）  【子ども育成課】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児について、主として日中、保育所そ

の他の場所で一時的に預かります。 

多様化する保護者の働き方や家庭の状況に対応するため、保育施設及び幼稚園における一時保育（一時

預かり）事業や定期的な預かり事業の拡充を図ります。 

72 病児・病後児保育事業  【子ども育成課】 

インフルエンザ等の感染症で集団保育が困難な児童を、病院・保育所等に付設された専用スペース等にお

いて、看護師等が一時的に保育します。新型コロナウイルス感染症の２類から５類への移行及び保育施設の利

用者の増加に伴い、病児・病後児保育への利用ニーズが増えているため、各施設のホームページ等で空きや

キャンセル待ち情報を発信し、利便性の向上を図ります。 

73 保育に関する適正な費用負担のあり方の検討  【子ども育成課】 

令和元（2019）年 10 月から、３歳から５歳までの認可保育施設を利用する子どもたちの利用料が無償化

されました。また、認可外保育施設（認証保育所または企業主導型保育事業）を利用する保護者に対する保育

料補助について、認可保育施設における令和５（2023）年 10月からの第２子保育料無償化を受けて、第２子

以降の助成上限額の引き上げを行いました。 

原則、保育料、延長保育等の利用料の利用者負担の見直しを４年に一度実施しており、今後も継続していき

ます。 
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施策２－３ 小学生の放課後施策の充実  

現状と課題 

児童数の増加及び共働き夫婦等の増加により、学童クラブの希望児童数が年々増加しています。加えて、共働

き家庭の増加や放課後の一人帰りの不安などから、小学校４年生以上の子どもたちの放課後児童クラブへのニ

ーズも高まっています。児童が安心・安全に放課後を過ごすことのできる場所の確保が求められています。 

 

■子どもの放課後の居場所希望 

Q.あて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後の時間をどのような場所で過ごさ

せたいと思いますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 子ども・子育てに関するアンケート調査報告書（令和６年 10月） 

 

施策の方向性 

全ての就学児童が放課後等を安全に過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域子ども館事業*を充実させ

ます。入会率、入会児童数が増加傾向にあるなか、低学年児童の待機児童を出さないよう、引き続き学童クラブの

整備を行うとともに、保護者の多様なニーズに対応できる民間学童クラブについて、各施設の利用状況を見なが

ら、支援を進めます。 

小学校４年生以上の受入れについては、児童数の推移及び施設の状況を見据えながら検討します。また、国の

基準に沿った第三者評価を活用し、質の向上を図ります。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

74 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）  【児童青少年課】 

保護者の就労等により保護者が昼間家庭にいない児童（小学生）が、放課後に小学校の余裕教室等で過

ごすことができるよう、学童クラブ事業を実施します。 

75 地域子ども館あそべえ（放課後子供教室*）の充実  【児童青少年課】 

小学生の放課後の居場所として、教室開放、校庭開放、図書室開放を行います。自由来所型の施設として、
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児童の自発的な成長を支援します。高学年の児童について、地域の資源の活用も視野に入れた居場所の検討

をしていきます。また、学童クラブの児童を時間を区切って受け入れることにより、両事業の交流を引き続き推進

します。 

76 地域子ども館こどもクラブ（学童クラブ）の充実  【児童青少年課】 

入会児童の増加に伴い、低学年児童の待機児童を出さないようクラブ室の適正な整備及び支援員の適正

配置等、育成環境を整えます。小学４年生以上の受入れについては、児童数の推移及び施設の状況を見据え

ながら検討します。保護者のニーズを把握するとともに、学童保育の質の確保に努めるため、引き続き第三者

評価を実施します。また、あそべえで過ごす時間を区切って設けることにより、両事業の交流を引き続き推進しま

す。 

77 地域子ども館と関係機関の連携の推進  【児童青少年課】 

地域子ども館と学校とで定期的に打合せを行い、情報共有を図り、児童の健全育成に努めます。また、地域

子ども館推進会議を定期的に開催し、地域全体で児童の健全育成を見守ります。 

支援の必要な児童について子ども家庭支援センター、健康福祉部、その他の関係機関と会議等による情報

共有及び連携協力しながら、放課後の居場所としてふさわしい環境を整えます。 

78 専門相談員による巡回相談の実施  【児童青少年課】 

特別な支援の必要な児童への対応について、専門相談員及びアドバイザーによる巡回相談を複数回行い、

支援の質の向上のため、職員に対する指導・助言を行います。 

79 地域子ども館の利用者や地域住民への周知の推進  【児童青少年課】 

教育委員会と協力し、次年度就学予定の児童の保護者が対象の説明会の際に、地域子ども館あそべえに

ついての説明をすることで事業内容の周知を図ります。また、地域のコミュニティセンター等のイベントに積極的

に参加し、地域住民に事業内容を周知していきます。 

80 民間学童クラブへの支援  【児童青少年課】 

保護者ニーズの多様化に対応するため、民間学童クラブへの支援を行います。 
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施策２－４ ライフステージの特性に応じた食育の推進  

現状と課題 

近年、食生活が多様化し、豊かになった一方で、食生活の乱れや栄養の偏りに起因するやせや肥満、生活習慣

病の増加、朝食欠食率の増加、高齢者の低栄養、児童の欠食や個食など、食を取り巻く様々な問題が生じていま

す。 

国は、平成 17（2005）年に「食育基本法」を施行し、令和３（2021）年３月には「第４次食育推進基本計画」

を策定しました。 

「第４次食育推進基本計画」では、計画期間中に特に取り組むべき重点事項として「生涯を通じた心身の健康

を支える食育の推進」、「持続可能な食を支える食育の推進」、「『新たな日常』やデジタル化に対応した食育の

推進」を定め、これらをＳＤＧｓ*の観点から相互に連携して総合的に推進することとしています。 

また、東京都においても令和３（2021）年に「東京都食育推進計画」が改定されました。「健康長寿を実現する

ライフスタイルに応じた食育の推進」、「『生産』から『流通』『消費』まで体験を通じた食育の推進」、「ＳＤＧｓの達

成に貢献する食育の推進」を３つの方向性として食育を推進しています。 

本市では、上記等を踏まえ、令和６（2024）年３月に「武蔵野市食育推進計画」を改定しました。「食を通じて

いきいきと暮らすまち」を基本目標として定め、一人ひとりが「食」についての意識を高め、自己管理力を向上させ

ることで生活の質の向上につながることを目指し、令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度を計画期間と

して、施策を推進していきます。 

 

施策の方向性 

乳幼児から高齢者まで、それぞれのライフステージで食に関する能力を身に付け、その力を発揮して生活を営

み、生涯を通じて健康的な生活を営めるように、ライフステージの特性に応じた効果的なアプローチにより支援し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

81 食育担当課連絡会議  【健康課】 

食育を実施している課による連絡会議を開催し、情報共有を行いながら、市の食育基本方針に基づき、子ど

もに対するものを含めた食の取組みを進めていきます。多分野にまたがる庁内食育担当課・庁外関係機関の

連携を推進します。 

■ライフステージの特性に応じた効果的なアプローチ イメージ図 
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82 クックパッドによる食情報発信  【健康課】 

離乳食や保育園給食・学校給食のレシピ等の情報をクックパッドにより発信します。 

83 健康づくり支援センターにおける食育事業  【健康課】 

健康づくり支援センター*による子どもとその保護者向けの食育講習会を行います。 

84 乳幼児健康診査・発達相談における食育の取組み  【健康課】 

子どもの食に関する個別相談を行います。また、子どもの食に関するイメージを持てるよう、３～４か月児健康

診査では離乳食の始め方に関する管理栄養士の講話を行います。 

85 こうのとり学級、育児学級（離乳食教室）、乳幼児歯科相談における食育の取組み 【健康課】 

子どもの健康や食習慣に大きな影響を与える妊娠期から子育て期の食育講座を実施します。 

離乳食教室では、管理栄養士による発達に合わせた離乳食の話と簡単な試食を行います。また、保健師か

ら生活リズムについて、歯科衛生士から歯の手入れについて必要な知識を伝えます。個別相談も行います。 

乳幼児歯科相談初回の「むし歯予防教室」の中で、口の健康の視点から、管理栄養士が栄養バランスや間

食のとり方について、歯科衛生士から口腔ケアについて講話をします。 

86 ゆりかごむさしのフェスティバルにおける食育の啓発  【健康課】 

離乳食・幼児食の紹介、食事・口腔ケアのパネル展示、調理デモンストレーション等を行います。 

87 保育施設等における子どもの食環境に関する啓発の推進   【子ども育成課】 

公立保育園の給食調理委託が、一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団*に移行する中においても、保

育所の栄養士等が、保育園給食等様々な場面を通して食育の推進に取り組んでいきます。また、保育所の栄養

士が中心となり、地域型保育事業*と連携を図り、食育の質の向上を図っていきます。 

88 夏休み親子教室における食育の取組み  【産業振興課】 

市内在住の小学生と保護者を対象に夏休み親子教室を行い、農産物の収穫や加工食品の手作りなどの体

験を通し、食に対する興味や理解を深めます。 
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施策２－５ 子ども・子育て支援施設のあり方検討 

現状と課題 

本市には、市民の生活を支える様々な公共施設が存在します。しかし、近年は老朽化や社会ニーズの変化など、

いくつかの課題も浮き彫りになってきています。 

市立保育園においては、令和 10(2028)年には南保育園が築後 60年を迎えることから、建替えを計画してい

ます。第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画*に基づき、保育需要の動向を注視しながら、施設の規模や長寿

命化対策などを検討していく必要があります。さらに、計画的な維持・修繕により、安定的な保育環境の維持に努

めていくことが求められます。 

子ども協会立園についても、平成 23（2011）年度～25（2013）年度にかけて境こども園の開設や北町保育

園の移転改築が行われたことにより、建築後 60 年を経過する施設は、東保育園の令和 12(2030)年以降とな

ります。今後も、子どもたちの健やかな成長を支える環境づくりを進めていくことが重要です。また、民間認可保育

所においても、施設の老朽化に対する取り組みが必要となります。 

災害時には、市立保育園等が保育園型福祉避難所として活用されることになっています。しかし、災害時の対

応体制については課題が残されており、職員の訓練や備蓄物資の確保など、更なる対策が必要となります。 

開設から 40年を経過した自然の村は、老朽化や利用者減少などの課題を抱えています。これらの課題を解決

するためには、施設の改修や利用促進策の検討など、様々な取組みが必要となります。 

桜堤児童館においては、未就学児、小学生向けの事業を展開しており、利用者は年々増加しています。事業内

容の検討も行い、「家庭でできない体験」ができるような取組みを行ってきました。今後も利用者のニーズを把握

し、事業内容の検討、職員の配置・研修の見直し、地域との連携強化など、様々な取組みが必要となります。 

平成 4（1992）年より事業を開始している 0123施設も、児童数減少や社会ニーズの変化などの課題を抱え

ています。これらの課題を解決するためには、利用者ニーズに合わせた事業内容の検討など、様々な取組みが必

要となります。 

 

施策の方向性 

各子育て支援施設については、第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画を踏まえ、計画的な維持・更新のた

めの方針を策定し、整備を進めます。 

また、武蔵野市地域防災計画を踏まえ、災害時における各子育て支援施設のあり方を検討し、災害時の態勢を

強化します。 

０１２３施設、桜堤児童館は引き続き利用者支援事業*を実施するとともに、児童福祉法改正に伴う対応を行う

など、時代のニーズに合わせた事業を検討・実施していきます。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

89 子ども・子育て支援施設のあり方検討  【子ども育成課、児童青少年課】 

武蔵野市公共施設等総合管理計画に基づく子ども・子育て支援施設の類型別施設整備計画として本施策

（施策 2-5 子ども・子育て支援施設のあり方検討）を位置付けます。 

90 市立保育園の役割・あり方の検討  【子ども育成課】 

武蔵野市市立保育園のあり方検討有識者会議（令和２年 10 月）の結果を踏まえ、医療的ケア児*の支援

体制の整備を引続き推進するとともに、災害時における保育園型福祉避難所の機能等を検討します。 
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市立保育園の保護者の利便性の向上を図るとともに、保育士の事務負担の軽減を推進するため、ＤＸ*を推

進します。 

91 市立保育園・子ども協会立保育園の改築・改修計画の推進  【子ども育成課】 

市立保育園・子ども協会立保育園については、保育需要の動向にも留意するとともに、市立保育園のあり方

検討有識者会議報告書の結果を踏まえ、必要な改築・改修を行います。改築の際は、保育園を利用する世帯へ

の影響も考え、工事着工または新園舎開設の５年前程度をめどに計画を公表できるようにします。 

市立南保育園、子ども協会立東保育園については、令和 10（2028）年、令和 12（2030）年にそれぞれ

築後 60 年を迎えるため、令和３（2023）年度策定の整備計画に基づき、現園舎の改築を行います。解体工

事から新園舎開設までの間は、市立南町苗木畑公園地内に両園で共有する仮設園舎を建築し、保育を実施

します。 

昭和 47（1972）年建築、令和 14（2032）年に築後 60 年を迎える境南保育園については、第２期武蔵

野市公共施設等総合管理計画に基づき、必要な施設更新の方法を検討します。 

他の保育園については、日常的な予防保全、設備更新等を行い、長寿命化を図ります。 

92 民間認可保育所の改築・改修への支援  【子ども育成課】 

民間認可保育所における良好な保育環境を確保するため、改築・改修に対する支援を行います。 

93 桜堤児童館における子ども・子育て支援機能の充実  【児童青少年課】 

乳幼児の親子と小中学生を対象に、健全な遊びと安全な居場所の提供を行い、子どもたちの健全育成を図

ります。また、地域子育て相談機関として、子ども協会と連携して利用者支援事業*を実施し、乳幼児の親子を

対象とした事業、相談機能の拡充により、地域の子育て支援団体の活動支援機能を充実させます。 

94 地域子ども館あそべえ・学童クラブの改築・改修計画の推進  【児童青少年課】 

学校施設内または敷地内に設置した施設については、学校施設整備基本計画に基づき整備等を行います。

改築するまでの間、必要な育成環境を確保するため、教育委員会と連携しつつ、適切に維持管理します。 

今後の児童数の増加に対応し、学童クラブの利用児童数の増加が見込まれる小学校については、学校の空

き教室の状況を見ながら必要な整備を行います。 

95 市立自然の村の保全及びキャビン更新の検討 【児童青少年課】 

むさしのジャンボリー事業*は、長野県川上村の豊かな自然環境の中で行う貴重な自然体験事業であり、

「武蔵野市立自然の村*」はその活動拠点として重要な役割を担っています。中央棟及び管理棟については、築

年数、施設及び設備の状況により、必要な予防保全のための修繕を継続的に行います。キャビン地区の建築物

及び構造物については、外壁や床、屋根の更新を含め、必要な予防修繕を継続的に行います。また、近年ツキノ

ワグマが周辺地域に出没している状況を受け、その対策を講じます。令和８（2026）～９（2027）年度に行う

大規模修繕ついては、工事内容を検討し、今後も持続的に安全・安心に使用できるように工事を行います。工

事期間中も、むさしのジャンボリー事業を継続できるように工事エリアを工夫して施工します。 

96 地域子育て支援拠点施設における災害時の連絡体制の強化  【子ども子育て支援課】 

デジタルツールの活用により災害時における市と地域子育て支援拠点における連絡体制を強化するとともに

マニュアルの見直し等を行い、災害時の対応力強化を図ります。 

97 災害時等における保育所の役割の検討  【子ども育成課】 

東日本大震災等で顕在化した様々な課題に対し、市立保育園ＢＣＰ*マニュアルの更新とマニュアルを活用
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した防災訓練の実施、備蓄品の購入など、災害時の態勢強化と市立保育所、子ども協会立保育所、民間保育

所の役割を検討します。 

また、保育園型福祉避難所の開設・運営の課題について検討します。新たに開設する保育施設に対しては、

緊急通報装置（学校 110番*）を設置します。 

98 ０１２３施設の今後のあり方の検討  【子ども子育て支援課】 

引き続き利用者支援事業*を実施するとともに、児童福祉法改正に伴う対応を行うなど、時代のニーズに合

わせた事業を検討・実施します。 

令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度に、夏季期間における開館時間の延長及び４・５歳児支援の

試行を実施しました。開館時間の延長に関しては、一定程度利用者からのニーズがあったため、夏季期間にお

ける開館時間の延長を行います。また、４・５歳児支援については遊び場開放は実施しないものの、利用者支援

事業において就学までの切れ目ない支援を行うため、未就学児童を養育する保護者が気軽に来所し、相談で

きる環境を整えます。また、市内在住者の利用しやすい環境を整備します。 
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施策２－６ 子育てに関する手続きのオンライン化とワンストップ化の推進 

現状と課題 

妊娠、出産、出産後の間もない期間や小さな子どもを連れた状態で子育てに関する手続きの申請のために市

役所に来庁し、様々な窓口を回りながら手続きを行うことは非常に負担感が大きいと考えられます。 

市はこれまで、児童手当、子どもの医療費、ひとり親に関する手当や助成等の申請手続きに関して、「書かない

窓口」を導入し、申請書記入の手間の軽減や申請に係る時間の短縮を図ってきました。また、オンラインで申請で

きるようにし、市役所に来庁せずにいつでも申請できるオンライン申請を促進してきました。 

一方で、現在は、市全体の子どもに関する手続きにおいては、オンラインでの申請ができるものと対面での申請

が必要なものが混在していたり、窓口部署が異なるため、同じような書類をさまざまな窓口に提出する必要が生じ

ているなどの課題があります。 

 

施策の方向性 

共働き世帯も増え、子育て中の方々は、子どもと向き合う時間や自分のための時間がとれない場合が少なくあ

りません。子どもに関する手続きについて、デジタル化や業務改善を促進することで、子育て中の方々が市役所に

来庁することなく、簡単に手続きができるようにします。市役所に来庁する時間や手続きのために要する時間を子

どもと向き合う時間、自分のための時間に使えるようにすることで、ストレスなく子育てしやすい環境の整備を目指

します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

99 子どもに関する手続きのオンライン化の推進 【子ども子育て支援課】 

子どもに関する手続きを、ICT*等を活用することで、市役所に来庁することなく、自宅等で簡単に手続きが

できる環境を構築します。手続きガイドの導入により、自宅で自分がどの手当や助成を受けることができ、その

ためにどのような手続きが必要なのかがわかるようにします。さらに、必要な手続きがわかったら、オンライン申

請等によって簡単に手続きができる仕組みを構築します。 

100 子どもに関する手続きのワンストップ化の推進 【子ども子育て支援課】 

子どもに関する手続きでは、窓口部署が異なることにより、同じような書類を何度も別の窓口に提出する必要

が生じる場合があり、また、支援を受ける際は、異なる窓口で同じことを何度も説明する必要があります。ご本人

の希望により、同じ書類を何度も提出したり、説明することなく、支援を受けることができる体制を構築します。 
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 基本施策３ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実  

施策 3－1 まちぐるみで子どもと子育て家庭を応援する事業の推進 

現状と課題 

子どもと子育て家庭への支援は、個々の家庭や保護者だけの問題ではなく、社会全体で取り組んでいくべき課

題です。 

まちぐるみで子どもと子育てを応援することを目指し、市では、これまでも「子ども・子育て応援券事業」、「ベビ

ーカー貸出しサービス事業*」等の取組みを通じて、行政だけでなく、地域の力を活かした子育て支援を充実させ

てきました。また、近年、子ども・コミュニティ食堂*等、地域で子どもたちを応援しようとする新たな取組みも生まれ

ています。 

今後も、地域社会全体で子どもたちと子育て家庭を支え、まち全体で子どもたちの健やかな成長と子育て家庭

の安心・安全を応援していく気運をより一層高めていくことが求められています。 

 

施策の方向性 

子どもと子育て家庭への支援については、子育てをしている家庭や保護者のみならず、社会全体で取り組む必

要があります。 

地域社会全体で子どもと子育て家庭を応援するため、市民や事業者との連携、協働の事業を進め、子どもがい

る世帯が働きやすいまちづくり、子どもと一緒に訪れやすいまちづくりを推進します。また、子どもと一緒に安心して

外出できる施策を移動の負担が大きい世代を中心に実施します。まち全体で、また、あらゆる分野で子どもの視

点に立ち、子どもと子育てを応援するまちづくりを推進する施策を実施していきます。あわせて、子どもと子育て家

庭を支援する事業やイベント情報を積極的に発信します。 

 

=========================重点事業======================== 

101 特に支援が必要な子育て世代への外出支援  【子ども子育て支援課】 

目的 妊娠期から子育て期における外出に関する負担軽減を図ります。 

事業概要 

公共交通機関を利用することが困難な子育て世代への外出支援をするため、子育て世代

を対象とした交通サービス基盤の整備を推進します。特に負担が大きい妊娠期から出産

後１年程度の子育て世代に対して外出を支援する施策を実施します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

102 まちぐるみで子どもと子育てを応援する事業の推進  【子ども子育て支援課】 

乳幼児連れの来街者が、子どもと一緒にまち歩きを楽しむことができるよう、吉祥寺駅周辺の商業施設等

に、貸出し用のベビーカーを引き続き設置します。その他、企業や店舗、コミュニティセンター*等と協力した子育

て支援事業について、随時実施を検討していきます。 

103 子ども・コミュニティ食堂等の子どもの居場所の支援  【子ども子育て支援課】 

市内の子ども・コミュニティ食堂等の学齢期以降の子どもの居場所について、市、関係機関、各支援団体間

の連携を強化し、事業補助、広報活動の支援等を行います。また、学齢期以降の子どもの居場所の一つとして

支援のあり方について検討を行います。 
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104 世代間交流による地域のつながりと支え合いの推進  【高齢者支援課】 

子育てひろばみずきっこ（北町高齢者センター２階）やテンミリオンハウス*花時計において、乳幼児親子がデ

イサービス等を利用する高齢者と交流するイベントや、児童が高齢者とともに伝統文化にふれる講座等を開催

し、地域のつながりと支え合いを推進します。 

105 ワーク・ライフ・バランスの取組みの推進 【市民活動推進課、産業振興課、子ども子育て支

援課】 

働く人が子育てをしやすい環境の実現を目指して、講演会の開催や、ハローワーク等の専門機関・関係機関

からの情報を提供すること等を通じて、事業者を含めた市民に広くワーク・ライフ・バランスに関する啓発を行い

ます。また、市内事業者等の優れた取組み事例を市の広報媒体を活用して事業者間で共有する取組みも検討

します。 

106 こうのとりベジタブル事業  【産業振興課】 

１歳未満の乳児の保護者に対し、市内産農産物等と引換ができる野菜等引換券を交付し、市内農業への関

心を深めます。 

107 公共施設や民間施設のバリアフリー化の推進 【まちづくり推進課】 

バリアフリー基本構想*2022に基づき、各事業者が作成した特定事業計画の進捗管理を行います。また、年

に１回程度バリアフリーネットワーク会議を開催し、子育て関連団体を含む当事者や事業者と情報交換を行い

ます。 

108 公園・緑地の新設と拡充 【緑のまち推進課】 

子育てがしやすい環境づくりには公園が必要です。公園・緑地が地域に根ざした魅力ある空間となるように、

公園で遊んでいる子どもたちや、公園利用者を対象とした現地でのアンケート調査を実施する等、地域のニー

ズに合わせた広さのある公園の配置と柔軟な公園緑地の利活用に取り組みます。また、子育て世代の交流の

場として、子育て家庭が利用しやすい公園の環境づくりを推進します。 

109 子育て世代へのスポーツに親しむ機会の提供  【生涯学習スポーツ課】 

子育て世代の方は、育児や仕事など、家庭や社会で担う役割や責任が大きく、日常生活の中でスポーツに

親しむ優先度が低くなりがちなため、親子で参加できる機会として、子どもの年齢等に応じて内容・時間・託児

の有無などを設定し、スポーツに親しむきっかけづくりを図ります。 

 

  



72 

 

施策 3－2 保育人材等の確保、定着と育成  

現状と課題 

全国的に保育施設の新規開設等により、深刻な保育人材不足が課題となっています。質の高い保育を安定的

に提供するためには、単に人材を確保するだけでなく、確保した人材が職場に定着し、経験・知識・スキルを蓄積

できる環境を整えることが重要です。 

また、児童虐待・養育困難家庭への支援について、相談対応件数が年々増加し続けており、課題が困難化・複

雑化してきています。家庭への適切な支援を行える人材の育成を進めていく必要があります。 

 

施策の方向性 

保育士等の確保を図るとともに、各保育施設に勤務する保育士等が安心して働き続けられるよう、職員の処遇

の改善、施設の環境整備に向けた支援を行います。また、幅広い観点から研修を実施し、保育士等の資質、専門

性の向上を図ります。あわせて、需要が増加している学童施設での人材確保も行っていきます。 

児童虐待・養育困難家庭への支援については、相談対応件数が増加し続けており、課題が困難化・複雑化して

きています。家庭への適切な支援を行うことのできる相談員の育成を進めます。  

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

110 保育人材の確保・定着・育成  【子ども育成課】 

東京都と合同実施する就職相談会等の実施により保育人材等の確保を図ります。また、保育所における、保

育実習・子育て支援員研修の受入れを行うとともに、経験の浅い保育士の育成を図るための研修等の実施を

検討します。 

国や東京都の制度等を活用しながら、保育士が安定して働き続けられるよう、職場環境や処遇の改善に取り

組みます。また、市立保育園の保護者の利便性の向上を図るとともに、保育士の事務負担の軽減を図るため、

ＤＸ*の推進を検討します。 

111 学童クラブ支援員の人材確保・育成  【児童青少年課】 

平成 29（2017）年度より学童クラブ事業を委託している武蔵野市子ども協会において、支援員の放課後

児童支援員認定資格研修及び資質向上研修の受講を進めます。外部講師を招いての研修等の開催、支援員

ほかで実施する各種委員会による情報共有及び事例検討を通じて育成の質の向上を図ります。また、武蔵野

市子ども協会と連携しながら、安定的な支援員の確保についての取組みを支援します。 

112 子ども家庭支援センター相談員の確保・育成  【子ども子育て支援課】 

要保護児童対策地域協議会の調整機関である子ども家庭支援センターには、専門職の配置が義務付けら

れています。必要な人材を安定して確保・定着させる方策を検討し、相談員の資質と対応力の向上を図るた

め、スーパーバイザーによる定期的な助言や内部研修を充実させるとともに、東京都をはじめとする外部の研

修にも積極的に参加します。 
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施策 3－3 子ども・子育てを支える地域の担い手の育成  

現状と課題 

近年、地域住民同士の関係希薄化や共働き世帯の増加により、地域活動の担い手が固定化し、新たな担い手

が不足しているという課題が顕在化しています。同時に、地震などの災害や子どもの安全を脅かす事件、引きこも

りの長期化など、地域で互いに支え合い、安全を守ることがますます重要になっています。 

 

施策の方向性 

ファミリー・サポート・センター事業のサポート会員や子育てひろば事業のボランティアスタッフ養成講座に加え、

子どもの発達に不安を抱える保護者を支援するピアサポーター養成講座を行うなど、地域の子育て支援人材の

発掘や育成、活動継続のための支援を充実させます。 

青少年問題協議会地区委員会*の活動への支援を充実し、市民の理解と参加促進を図ります。また、中高生リ

ーダー制度など義務教育段階から地域活動に参加する機会の充実を図り、その主体的な取組みをサポートする

ことで、地域団体等との関係づくりを通じて、次世代の担い手を育成します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

113 地域の子育て支援者の養成と活動を支える取組み  【子ども子育て支援課】 

ファミリー・サポート・センター事業のサポート会員や、子育てひろばのボランティアスタッフ等、地域の子育て

支援者や、子育て支援に関心のある市民を対象に、地域で子育て家庭を支えることの重要性や、支援者として

のスキルを学ぶための講座・研修等を実施し、地域の子育て力の向上を図ります。 

また、子育て支援団体の継続的な活動を支えるための取組みを充実させます。 

114 青少年問題協議会地区委員会への市民の参加促進  【児童青少年課】 

子どもの健全育成及び地域活性化の活動に関わるあらゆる団体や学校、地域住民により組織されている青

少年問題協議会地区委員会に対して、補助等に加え、地区委員の固定化、高齢化という課題の解消を図るた

めに、同委員会の活動の楽しみ方の紹介等をすることにより市民参加の促進を図り、活動を持続可能なものと

するための支援を行います。 

115 中学生・高校生リーダー制度の充実（次世代の担い手の育成）  【児童青少年課】 

中学生・高校生を対象に地域の指導者となるための講習会の開催や、ボランティアとして地域行事等に参加

する機会を提供することで、将来の地域活動の担い手育成を行います。また、サブリーダーに声をかけるなど、

キャンプカウンセラーなどで活躍する人材を増やし、野外活動の体験ができる様々な取組みを行います。 

116 ボランティアキャンペーンの実施 【地域支援課】 

ボランティアセンター武蔵野において、夏休み・春休みを利用して、中学生以上を対象に、市内福祉施設や認

可保育所、ＮＰＯ、ボランティア団体等での各種ボランティア活動体験の機会を提供し、ボランティアへの理解や

参加を促進します。 

117 スポーツ指導者の発掘・育成 【生涯学習スポーツ課】 

現在活動しているスポーツ指導者に対して、スポーツの楽しさや魅力を伝える意識の醸成や指導スキルの向

上を図る研修機会を提供します。また、スポーツ指導者になるためのきっかけづくりや指導機会の充実を図りま

す。 
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施策 3－4 子どもに安全・安心なまちづくり  

現状と課題 

令和５（2023）年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更され、より人々の動

きも活発になりました。令和５（2023）年中の市内の刑法犯認知件数*も令和４（2022）年に引き続き増加して

おり、今後も引き続き注意が必要です。 

また、市内では、毎年 70 件前後の子どもや女性に対する「声掛け」などの前兆事案が発生しており、こうした

行為は重大事件につながる恐れがあるため、警戒する必要があります。全国においても、子どもが被害者となる性

犯罪や児童虐待、交通事故等が発生しています。 

犯罪・事故などの脅威から子どもの安全・安心を守るためには、保護者をはじめとする市民、市、警察等の関係

機関及び関係団体が一体となり、地域社会全体で安全・安心なまちづくりを進めていく必要があります。 

 

■声掛け事案及び子どもに対する犯罪の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

市では、ホワイトイーグルや市民安全パトロール隊、自主防犯組織等によるパトロール活動の充実、街頭防犯カ

メラの設置促進や街路灯の適正配置のほか、子ども自身と大人も含めた市民全体の防犯意識の向上を図るとと

もに、交通安全施設の安全対策の推進や交通ルールの周知等を通して、子どもの安全・安心を地域社会全体で

守る施策を推進します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

118 様々なパトロール隊による登下校時等の見守りの推進 【安全対策課】 

ホワイトイーグルによる市内巡回パトロールの実施、市民安全パトロール隊による地域パトロールの実

施、自主防犯組織との連携などにより、安全・安心なまちづくりを推進していきます。また、防犯活動を行う

商店会や町会等による街頭防犯カメラの設置に係る経費の一部を補助することにより、設置を促進しま

す。 

119 子どもの安全を守る取組み 【児童青少年課】 

子どもを守る家*・自転車防犯帯への市民協力により地域全体で防犯運動を行います。非行防止チラシを配
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布し、犯罪・薬物乱用の防止や SNS*、インターネットの安全な利用を啓発します。CAP ワークショップ*（子ども

があらゆる暴力から自分を守る方法を学ぶ参加型学習プログラム）や、その他子ども自身が危険から身を守る

方法などを学ぶ取組みを支援します。 

120 交通安全施設の整備 【交通企画課、道路管理課】 

歩行者の安全性に十分配慮しつつ、自転車、自動車も安全かつ快適に移動できる環境整備に向けて、関係

機関等と連携を図りながら、各地域の実情に即した実効性のある交通安全施設等の整備を推進します。また、

学校、教育委員会、道路管理者、交通管理者等と連携し、各学校が指定する通学路における子どもの交通安

全確保に向けて、様々な工夫をした安全対策を推進します。 

121 自転車安全利用講習会・交通安全教室の実施 【交通企画課】 

中学生以上を対象とした自転車安全利用講習会を開催し、正しい交通ルールの周知及び運転マナーの向

上を図ります。 

市立全小学校における実技形式の自転車安全教室、市立中学校（年２校）におけるスタントマンを活用した

自転車事故再現型の安全教室を開催します。 

また、警察署及び交通安全協会による活動の中で、市内幼稚園等の子どもや保護者を対象に、指人形や紙

芝居等による交通安全教室を開催します。 

122 公園遊具の安全性の確保 【緑のまち推進課】 

ワークショップや意見ボックス、アンケートフォーム等により、地域の特性や利用者ニーズを踏まえた効果的な

整備を行い、「都市公園*における遊具の安全確保に関する指針」（国土交通省）等により安全な施設への更

新や計画的な維持補修を実施します。 
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施策 3－5 若者の健やかな成長と社会的自立の支援  

現状と課題 

近年、ニートやひきこもり*といった若者の自立問題、有害情報の氾濫など、子ども・若者を取り巻く環境には課

題があります。従来の個別分野における対応では限界があることを認識した国は、平成２２(2010)年 4 月に「子

ども・若者育成支援推進法」を施行し、縦割り行政の打破と困難を抱える若者への支援体制強化を目指しました。

同年 7月には、「子ども・若者ビジョン」を策定し、具体的な取り組みを推進しました。 

令和５（2023）年４月にこども基本法が施行され、同年 12 月にこども大綱が公表されました。その中で、「こ

どもまんなか社会」は「～全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会～」

を目指しており、具体的には次のように定めています。 

「『こどもまんなか社会』とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神

にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身

の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来に

わたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会である。」 

 こどもまんなか社会を目指し、必要な施策が求められています。 

 また、若者世代が自治体にどのような施策・支援を求めているかについて、把握が困難な状況であることから、こ

れら若者世代からのニーズを吸い上げるための方策が課題となっています。 

 

施策の方向性 

次世代を担う子ども・若者を支援するあり方の検討を行うとともに、必要な支援を行っていきます。 

困難な状況にある子ども・若者については、子ども・若者当事者の意見を聞きながら、社会に関心を持ち、健全

に過ごせる環境をつくるとともに、自立に向けた支援を行います。 

また、全ての子ども・若者が健やかに成長していけるよう、若年層健康診査・子宮がん検診等の実施を行うこと

や、地域における生涯学習事業の実施、また、商店会や事業者等とつながる場をつくることで、創業・事業承継の

支援や事業活動の充実を図ることなど、子ども・若者が専門性や職業性を身に付け、自己の可能性を伸展させる

取組みを進めます。 

（※この施策については、「子ども・若者育成支援推進法」に基づく「市町村子ども・若者計画」として位置づけます。） 

 

=========================重点事業======================== 

123 円滑な社会生活・自立に向けた子ども・若者支援  【児童青少年課、生活福祉課】 

目的 

青少年が社会に関心を持ち、健全に過ごせる環境をつくるため、各種取組みを推進するとと

もに、日常生活、学校生活、進路、人間関係等に悩む青少年に対し、円滑な社会生活・自立に

向けた支援を行います。 

事業概要 

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対し、若者サポート事業「みらい

る」などを実施します。また、ひきこもり*サポート事業「それいゆ」が「みらいる」と連携し、相談

から社会参加支援につなげるサポートを行います。 

青少年が社会に関心を持ち、健全に過ごせる環境をつくるため、各種取組みを推進するとと

もに、日常生活、学校生活、進路、人間関係等に悩む青少年に対し、円滑な社会生活・自立に

向けた支援を行います。 
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32 

ケアを必要とする家族がいる家庭全体への包括的な支援のあり方の検討【再掲】 

【子ども子育て支援課、地域支援課、生活福祉課、高齢者支援課、障害者福祉課、 

健康課、子ども育成課、児童青少年課、指導課、教育支援課】 

目的 
現行の枠組みでは支援が困難な問題を抱える家庭への相談支援体制や、分野横断的な連

携による支援体制を構築します。 

事業概要 

ヤングケアラー*をはじめとした現行の枠組みでは支援することが困難な問題を抱える家庭

が顕在化しています。ヤングケアラーの実態把握や、ケアを必要とする家庭全体を支援するた

めの相談のあり方、ライフステージで途切れることがないようにケアラーへの継続的な支援体

制について全庁的な検討を行います。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

124 子ども・若者を支援するあり方の検討  【児童青少年課】 

若者に対して、市としてどのような支援ができるのか、若者の行政に対する要望を把握し、子ども・若者育成

支援に関する施策を検討します。 

125 創業・事業承継の支援  【産業振興課】 

創業・事業承継を支援することを目的として運営している「むさしの創業・事業承継サポートネット」に関わる

金融機関等と定期的に情報交換を行うことで課題を把握し、関係機関と連携した相談事業・講座の実施を通

じて創業する方、事業を引き継ぎたい事業者等の支援を行います。 

126 ニーズ把握等を目的としたつながりの場づくり  【産業振興課】 

商店会関係者や事業者等と子どもや子育て世代が情報交換等を行うことができる場づくりを行い、事業活

動の充実や市の新たな施策づくりに向けたニーズ把握に取り組みます。 

127 就労に課題を抱える方への支援 【生活福祉課、産業振興課、障害者福祉課】 

就労に困難さを抱える 18 歳以上の生活困窮者*や被保護者に対し、本人の状態に応じた多様な形での就

労を実現するため、能力向上・求人開拓・職場定着等を支援します。また、就労に困難さを抱える方を支援する

ための体制の構築や、連携強化を推進します。 

その他、就職後の継続的なサポートのあり方を研究し、ソーシャルファーム等の支援体制の仕組みについても

検討します。 

128 若年層健康診査・子宮がん検診等の実施  【健康課】 

16歳以上（39歳まで）で健康診査の機会のない方に若年層健康診査、若年層胸部検診を実施します。 

20歳以上の女性に子宮がん検診を実施し、検診についてはたちのつどいなどで周知します。 

129 若者の生涯学習支援  【生涯学習スポーツ課】 

武蔵野地域五大学*と連携し、共同講演会、教養講座や大学正規科目聴講等により、高度で体系的な学習

の機会を提供します。また、武蔵野プレイス*で勤労者向けに役立つ講座を開催し、生涯学習支援を図ります。 

130 未来をひらくはたちのつどい(実行委員会)   【生涯学習スポーツ課】 

成人式実行委員として、成人の日に開催する「未来をひらくはたちのつどい」の企画から運営まで自分たち

の手で創り上げる機会を設け、社会活動への参加を促進します。 
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 基本施策４ 子どもの「生きる力」を育む  

施策 4－1 幼児教育の質の向上と小学校教育との円滑な接続  

現状と課題 

幼児教育は、幼稚園、保育所、認定こども園など、多様な機関によって担われています。それぞれの機関は、質の

高い教育・保育を実施していますが、社会との関わりや体験活動等の「生きる力」を育むことがより一層求められ

ています。 

幼児期は、子どもにとって最も重要な発達時期の一つです。多様な教育機関の連携強化と学童期への円滑な

接続を通して、より質の高い幼児教育を実現し、子どもたちの健やかな成長と発達を支えていくことが重要です。 

 

施策の方向性 

幼児期における遊びを通した豊かな体験は子どもの「生きる力」を育むための基礎となります。幼児教育に関

わる教員、保育者が研修等により、遊びを通した体験を大切にする幼児教育についての知見を深めることにより、

市全体の幼児教育の質の向上を図ります。また、幼児期の豊かな学びが小学校教育に引き継がれるよう、武蔵野

スタートカリキュラムの実践を通し、幼稚園、保育園等と小学校の連携を進め、本市として大切にしたい「生きる力」

を育む幼児教育の考え方とその実践を関係者で共有します。あわせて、私立幼稚園の教育環境の向上に向けた

支援を行います。 

 

=========================重点事業======================== 

131 幼稚園・保育所・認定こども園・小学校等の連携強化  【子ども育成課、指導課】 

目的 

幼児教育に関わる教育、保育者が研修等により、遊びを通した体験を大切にする幼児教育

についての連携を進めることにより、市全体の幼児教育の質の向上及び小学校教育との円滑

な接続に関する施策を推進します。 

事業概要 

武蔵野市生きる力を育む幼児教育振興検討会議の報告書（令和３年 11 月）を踏まえ、幼

稚園・保育所・認定こども園の合同研修等を通じて、幼児教育の担い手としての各施設間の

連携、家庭や地域社会との連携、小学校との連携を深められるよう取り組んでいきます。 

また、幼児期以降の教育への円滑な接続、連携の推進を図るため、指導要録及び保育要録

の小学校への送付を継続します。 

幼児期の豊かな学びを小学校に引き継ぐために、子どもの気付きや子ども同士の関わり等

を大切にした武蔵野スタートカリキュラムを推進します。 

幼稚園・保育園等と小学校の連携を進めるために、子ども同士の交流や、園訪問・学校訪

問による教職員間の情報交換を進めます。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

132 生きる力を育む幼児教育の振興  【子ども育成課】 

武蔵野市生きる力を育む幼児教育振興検討会議の報告書（令和３年 11 月）、武蔵野市第六長期計画・調

整計画において、幼児教育の質の向上及び小学校教育との円滑な接続に関する施策の推進が掲げられてい

ます。 
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幼稚園・保育園・認定こども園等の幼児教育施設では、それぞれの施設の理念や独自性に基づいた教育・

保育を実践しています。それぞれの実践を尊重しながら、さらに「生きる力を育む」という観点から、合同研修等

を通じて、各施設間の連携、家庭や地域社会との連携、小学校との連携を深められるよう取り組んでいきます。 

133 私立幼稚園への支援  【子ども育成課】 

私立幼稚園が行う、研究・研修事業、体験活動事業、特別支援教育事業等への補助を実施し、幼児教育の

振興と充実を図ります。 

私立幼稚園園児の保護者の負担を軽減するため、入園料の補助を実施します。 

国や都の幼児教育に関する動向を注視し、幼児教育の振興と充実に資する支援を検討します。 

134 家庭や地域社会に向けた幼児教育等に関する情報の発信、共通理解の促進 【子ども育成課】 

幼稚園・保育所・認定こども園等の社会的役割や教育・保育の方針、幼児教育の取組みや地域行事、地域

交流等について、より効果的な周知方法を検討します。 

家庭や地域の幼児教育に対する関心を高めるとともに、保護者が適切な施設を選択できるように取り組みま

す。 

135 むさしのブックスタート事業 【図書館】 

「赤ちゃんと一緒に絵本で楽しい時間を共有してほしい」という願いから、平成 14（2002）年度に開始した

むさしのブックスタート事業について、保健センターで実施する乳幼児健診と 3 歳児健診の会場に出向き絵本

をプレゼントすることで、絵本との関わりの大切さを親子に伝えていきます。 
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施策 4－2 青少年健全育成事業の充実  

現状と課題 

インターネットや情報端末の普及により、生活や情報のやり取りが便利になる一方、青少年が直接人と接し、主

体的に活動できる機会が減少しています。 

これらの課題を解決するためには、地域社会全体で取り組むことが求められます。青少年が人と直接関わり、主

体的に活動できる機会の提供、居場所づくり、引きこもり支援、国際理解教育の充実など、様々な取組みを進めて

いくことが重要です。 

■青少年の居場所の感じ方 

Q.いつも自分の居場所がないと感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

子どもが様々な経験を通じて「生きる力」を身に付け、地域への愛着を高めることができるという観点から、むさ

しのジャンボリー事業*など、体験活動を大切にする事業を引き続き実施します。また、将来自ら社会や地域の中

で、子どもの育ちを見守り、支えていくことをイメージできるような機会を提供する事業について検討します。 

子どもの居場所については、当事者となる中高生世代など若者からの意見を踏まえ、自由に来所でき、安心し

て過ごし、集うことができる多様な居場所づくりを推進するとともに、社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する

子どもや若者への支援を充実させます。 

=========================重点事業======================== 

136 中学生・高校生世代などの居場所の充実  【児童青少年課】 

目的 
中高生が放課後や休日に安心して集い、語らうことができるような居場所について検討し、

充実した日々を過ごせるよう支援します。 

事業概要 

中学生・高校生世代を中心に、子どもが自由に来所でき、安心して過ごし、集うことができる

地域における多様な居場所について検討を行います。当事者となる若者世代からの提言を踏

まえ、既存の施設も含めた子どもの居場所のあり方について市の方向性を示します。中高生世

代の居場所が不足している東部地域と中部地域については、本町コミュニティセンターの移転

にあわせた施設複合化、保健センター建替えに伴う施設複合化のなかで、中高生世代の居場

所づくりの検討を進めます。 

資料：令和５年度 青少年に関するアンケート調査報告書（令和６年 10月） 
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------------------------------------個別事業----------------------------------- 

137 青少年の自然体験事業の実施  【児童青少年課】 

子ども達の経験の幅を広げる機会として、親子稲作体験、遠野市・鳥取県家族ふれあい自然体験、二俣尾

自然体験、アウトドアスクール等自然体験事業を実施します。 

子どもが自由な発想で遊びができる場として、境冒険遊び場公園・大野田公園・松籟公園において民間事

業者に委託してプレーパーク*を実施します。 

138 むさしのジャンボリー事業*の充実  【児童青少年課】 

豊かな自然環境の中での共同生活を通じて「自立心」「創造性」「豊かな心」を育むことを目的として、青少

年問題協議会地区委員会との共催で、夏季休業中に市立自然の村において小学４年生から６年生までを対

象とする２泊３日の野外活動を行います。市立自然の村の大規模改修工事中も実施を継続します。また、この事

業を支える地域の指導者やキャンプカウンセラーの充実を図ります。 

139 青少年善行表彰事業の実施  【児童青少年課】 

子どもたちの健やかな成長を願い、その善意や思いやりのある行いに光を当て、励ます「子鳩・けやき表彰」

を実施します。あわせて、子どもを対象にした活動を継続的に行い、社会奉仕活動、公共的活動、青少年の健

全育成に顕著な功績がある団体を奨励団体として表彰します。 

140 中高生世代ワークショップ等の実施  【児童青少年課】 

将来を担う世代が市政や地域活動等に関心を持ち、市の施策に関する理解を深めたり、自らに関係のある

事業についての提言を行ったりできるよう、中高生世代を対象とした Teens ムサカツに代表されるワークショッ

プ等を実施します。 

141 中高生向けの消費者教育の充実  【産業振興課】 

令和４(2022)年 4 月に成年年齢が 18 歳に引き下げられたことにより、悪質業者が社会経験の浅い 18

歳、19 歳の若者をターゲットにし、それらの年代の方が被害に遭うケースの増加が懸念されています。成年に

なる直前の中高生に向け出前講座や啓発リーフレットの配布を行い、被害防止の取組みを進めます。 

142 心のバリアフリーの推進 【障害者福祉課】 

「様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え

合う」という心のバリアフリー*の理念について、「心のバリアフリーハンドブック」を活用して、市内小中学校等

への出前講座等を通して啓発していきます。 

143 薬物乱用防止対策の推進  【健康課】 

市内全 11 校の中学校から薬物乱用防止をテーマとしたポスターや標語を募集することなどにより、青少

年の薬物乱用防止対策の一環として、青少年が薬物乱用に対する問題意識を持つよう、啓発を行います。 

144 平和啓発事業（子ども・青少年向け）の実施  【市民活動推進課】 

市制施行 80年、戦後 80年等の節目の年に、市内在住・在学の中高生を長崎に派遣する青少年平和交流

派遣事業を実施し、現地で平和祈念式典や青少年ピースフォーラム（主催（公財）長崎平和推進協会）に参加

することにより、次代を担う若い世代に戦争の悲惨さと平和の大切さを継承していきます。また、5 月の憲法月

間記念行事、８月の夏季平和事業、11月の「平和の日イベント」等においても、平和啓発事業を実施します。 

145 青少年を対象とした国際交流事業の充実 【多文化共生・交流課】 

国際化時代にふさわしい広い視野を持った青少年を育成するため、海外友好都市のアメリカ合衆国テキサ

ス州ラボック市、大韓民国ソウル特別市江東区、大韓民国忠清北道忠州市、ロシア連邦ハバロフスク市、ルー



82 

 

マニア・ブラショフ市との相互派遣交流やオンライン交流等を行います。 

特に海外派遣事業では、その成果を広げるため、参加した青少年が自身の経験を市民に伝え、地域におけ

る多文化共生への理解が深まる機会を設けます。 

146 武蔵野プレイスを活用した青少年支援事業の実施  【生涯学習スポーツ課】 

青少年が活動を通して社会との関わりを持つことができるように、武蔵野プレイスで居場所づくり事業やキャ

リア形成支援、相互交流事業等の各種支援事業を実施します。青少年フロアでは、常時スタッフによる青少年

への働きかけ（ロビーワーク） を実施し、青少年同士の関係構築等を支援します。 

147 中高生世代や若者と産業分野・産業団体との連携事業の検討  【産業振興課】 

産業振興施策として、新たに学生等への直接的なアプローチを開始する前段階として、庁内の他部門で関

わる学生等（Teens ムサカツや中高生リーダー、環境の学校 Youth プロジェクト等）との意見交換や事業協

力に関して検討します。 

148 中高生世代が乳幼児と関わる場の創出 【児童青少年課】 

保育園や 0123 施設、児童館などと連携し、中高生世代がボランティアで保育体験ができる場や仕組みに

ついての検討を行います。 
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施策 4－3 子どもの体験・学習機会の充実  

現状と課題 

 「人生 100 年時代」の到来や、飛躍的な技術革新、グローバル化の一層の進展等、社会環境が激しく変化す

る中、人々が生涯を通じて自ら学んでいくこと、生涯学習がますます重要となります。 

人が学ぶ理由は様々ですが、共通して「学ぶ人の人生を豊かにするため」という大前提があります。学ぶ人の

人生が豊かになれば、ひいては社会の豊かさにもつながっていきます。 

本市では第二期武蔵野市生涯学習計画において、基本理念に「学びおくりあい、わたしたちがつくるまち」を定

めています。「学びおくり」とは学んだことを他者、地域、コミュニティ、社会、あるいは次の世代へ「おくる」という意

味の造語です。この「学びおくり」を通じて、市民が自分たちのまちを自分たちでつくることを基本理念で定めてい

ます。 

 また、生涯学習という言葉は、あらゆる種類の学習を含み、次の図のようになります。学校教育における学習の

みならず、家庭教育や社会教育における学習など、子どもの体験・学習機会のより一層の充実が求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生涯にわたって学びが求められるこれからの時代においては、「内容」を楽しく学ぶことも大事ですが、様々な分

野の学びに応用できる「学び方」を学ぶことも重要です。市は、学びに対する姿勢が確立していない子どもたちに

対しては、主体性を育み、自ら探求する楽しさを味わえるよう、「学び方」を学ぶ機会を提供していく必要がありま

す。  

■生涯学習の範囲 
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施策の方向性 

学びおくりあい、わたしたちがつくるまちの実現に向け、「学びをえらぶ・はじめるの支援」、「学びをひろげる・つ

なげるの支援」、「学びをおくるの支援」、「学びの土台の整備」 を進めていきます。 

具体的には、市は学校教育と調整を図りつつ、学校外で子どもたちが学びを広げ、深められるよう、学校で学ん

だことをさらに掘り下げるテーマや学校教育で扱われていない内容について取組みを進めていきます。 

土曜学校のサイエンスクラブなどの体験活動を提供し、学んだことを他の子どもたちに伝えるサイエンスフェス

タのような場を設けることや、地域社会の団体等と連携する事業を行います。 

スポーツ推進の取組みでは、学校教育と連携した体力向上を目指した取組みやスポーツの魅力を伝える機会

の充実、武蔵野市の特性を生かしたスポーツ文化の醸成を図ります。また、文化・芸術分野では、専門性を持つ団

体等との連携により文化芸術体験の支援を行います。 

環境分野では、環境啓発施設を活用した環境学習の支援、環境啓発イベントの開催、子どもの自然体験学習

の推進などにより、子どもへの環境啓発を推進します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

149 環境啓発施設における子どもへの環境啓発の推進 【環境政策課】 

環境啓発施設「むさしのエコ re ゾート*」を拠点として、子どもから大人まであらゆる世代、年齢層の環境学

習を支援するとともに、学齢期の子どもや未就学児が親子で遊びながら環境に触れ、関心を高められるような

機会を提供します。 

150 子どもが楽しむスポーツの推進 【生涯学習スポーツ課】 

スポーツによる子どもの育ちを大切にし、学校教育と連携しながら、体力向上を目指した取組みや、身体を動

かす楽しさやスポーツの魅力を伝える機会、また、日頃の活動の成果を披露する場づくりの充実を図ります。 

151 武蔵野市の特性を生かしたスポーツ文化の醸成 【生涯学習スポーツ課】 

国際スポーツ大会を契機に、市民の誰もがスポーツに参加できる環境づくりを目指し本市が取り組んできた

「Sports for All」事業の開催や、本市にゆかりのあるトップアスリートによる学校訪問や講演、イベントなどを

通した交流の機会の充実を図ります。 

152 学校教育や地域団体との連携及び青少年への生涯学習機会の提供 【生涯学習スポーツ課】 

学校休業日の土曜日等に、学校では普段取り扱わない体験活動プログラム等を中心とした土曜学校 *を

開催します。また、土曜学校サイエンスクラブで学んだ子どもたちが、他の子どもたちに学んだことを伝える「む

さしのサイエンスフェスタ」のような機会、市民交響楽団との連携による小中学生への音楽指導、武蔵野ふるさ

と歴史館*の企画展の学校教育連携事業、地域社会の団体との連携による体験事業などを行います。 

153 関連団体の専門性を活かした芸術・文化体験の支援【市民活動推進課、生涯学習スポーツ課】 

（公財）武蔵野文化生涯学習事業団*など専門性を持つ団体との連携により、子ども・青少年に、体験型や

親子参加型、その他育成支援など、質の高い芸術・文化体験を可能とする取組みを支援します。 

154 子ども読書活動推進事業の充実 【図書館】 

令和 2(2020)年度に策定した「武蔵野市子ども読書活動推進計画」に基づき、子ども読書に関わる様々な

取組みを進めていきます。令和 3(2021)年度から開催している「子ども読書活動推進連携会議」を引き続き

開催し、子ども関連施設との情報交換を行います。子ども関連施設の職員を対象とした、「読み聞かせ講座」を

開催し、また新しい事業として、絵本の読み聞かせボランティアを養成し、各施設に派遣する仕組みを作ります。 
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155 図書館による学校支援の推進 【図書館】 

令和 2(2020)年度に策定した「武蔵野市子ども読書活動推進計画」に基づき、子ども読書に関わる様々な

取組みを進めていきます。これまで同様、学校の授業等で使用する図書資料の貸出を行います。また、学校へ

の貸出しがよりスムーズにできるための仕組みづくりを、電算システムの更改にあわせて行います。 

156 子どもの自然体験学習の推進 【緑のまち推進課】 

むさしの自然観察園*での自然観察会や、二俣尾・武蔵野市民の森*での多種多様な自然体験等から、自然

環境・自然保護への関心を高めるとともに、緑や森林の持つ公益的な役割の認識を高めます。 

157 野菜栽培体験学習事業 【緑のまち推進課】 

「農」に触れる機会は、子どもの情操教育にも寄与し都市の生活では貴重です。未就学児童や小学生の参

加可能な野菜栽培・収穫体験を通じて、都市における農地保全に対する理解を深めます。 

158 夏休みごみ探検隊 【ごみ総合対策課】 

市内在住、在学の小学生から参加者（保護者同伴）を募集し、中間処理施設（武蔵野クリーンセンター）の

見学や最終処分場の見学を行っています。これらを通じて身近なごみの処理やごみの行方について知ってもら

うことにより、ごみの減量・ごみと環境の関わり・自然環境保全に対する認識を深めます。 

159 アントレプレナーシップ（起業家精神）醸成の研究 【産業振興課】 

既存事業として行っている学びの場・機会を活用した取組みや、教育委員会や外部の関係機関と連携した

事業づくりを検討し、事業化に繋げていきます。 
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施策 4－４ 全ての学びの基盤となる資質・能力の育成  

現状と課題 

 これからの社会は、細かいことを覚えるだけでなく、活用の効く知識が大切です。その上で、学習の基盤となる

言語能力や情報活用能力の育成も欠かせません。また、子どもが健やかに学び続けるためには、健康の保持や体

力向上の取組みも必要です。 

子どもは有能な学び手であり、環境が整えば自ら学んでいきます。日頃から、子どもの気付きから課題を追究す

る学習を実現すること、 教員自身が子どもと一緒に探究しようとする姿勢が大切です。 

特に、ICTを使うことで、子どもは教員を介さずに求めている知識に直接アクセスできることが期待できます。 

 

■児童・生徒との間で話し合う活動を通じた考えの深化等の状況 

Q. 学級の児童・生徒との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることが出来ていま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力学習状況調査児童・生徒質問紙 

 

施策の方向性 

 「生きる力」を支えるあらゆる学びの基盤である情報活用能力、言語能力などの資質・能力を育成する取組みを

着実に進めます。情報活用能力の育成については、武蔵野市学習者用コンピュータ活用指針*に基づき、デジタ

ル・シティズンシップ教育*に関する実践を蓄積します。また、国の動向を踏まえたうえで、学習者用デジタル教科書

の導入・活用を推進します。各校のその他のＩＣＴ機器について、計画的に更新していきます。 

言語能力の育成については、学校の授業以外の場も含めた読書活動を通して、多くの語彙や多様な表現等の

学びを推進していく必要があります。また、子どもの居場所でもある学校図書館は、役割を拡充した学校司書*間

や中央図書館との連携により機能の充実を進めるとともに、情報活用能力育成の観点や改築校に新たに設ける

ラーニングコモンズ*を含め、効果的な活用について検討します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

160 学習の基盤となる言語能力・情報活用能力の育成  【指導課】 

言語能力育成のために、今後も各教科等の特質に応じた言語活動や、読書等を通じた必要な語彙の獲得

に取り組みます。 

「武蔵野市学習者用コンピュータ活用指針*」に基づき情報の収集・整理・分析・表現等の情報活用能力育

成の取組みを各教科等で進めます。 

85.4 
83.0 81.7 

78.1 
81.5 

80.3 
78.8 

73.5 

81.8 
80.1 

78.8 

74.1 

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Ｒ５Ｒ４Ｒ３H31

小学校 肯定的な回答の割合

武蔵野市 東京都 全国

83.2 

75.9 

78.0 

70.4 

80.1 
79.5 

77.9 

71.5 

79.7 78.7 
77.8 72.8 

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Ｒ５Ｒ４Ｒ３H31

中学校 肯定的な回答の割合

武蔵野市 東京都 全国



87 

 

保護者と協力し、関係法令の遵守を前提に学習者用コンピュータの自律的・創造的な活用（デジタル・シティ

ズンシップ教育*）を進めます。 

161 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実  【指導課】 

引き続き、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善に努めます。特に各教科等では、身近な生活や実社会とつなげ、「なぜ？どうして？」と問題を発見

し、解決する学習過程を大切にします。 

その中で、学習者用コンピュータ等を活用し、自分に合った学習方法を各自で選択できる、意見や情報をす

ぐ共有・検討するといった個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を研究していきます。 

162 ＩＣＴを活用した教育の推進  【指導課】 

次期学習者用コンピュータ導入に合わせ、学習支援ソフト等を活用し、どの教員も子どもの学習データの蓄

積と、一人ひとりの実態に合わせた個別の学習支援を推進できる環境を整備します。 

163 実社会につながる理数教育の推進  【指導課・生涯学習スポーツ課】 

普段の生活と関連した理科の学習や、実社会の問題から数学的な側面を見つける学習など実生活とつな

がる理数教育の充実を図ります。 

市内の理数教育への機運を高めるために、東京都教職員研修センターや近隣大学が実施する理数教育に

関する研修等の受講をさらに推進していきます。 

サイエンスクラブ及びピタゴラスクラブ等をはじめとした土曜学校や、サイエンスフェスタ等の生涯学習事業

と連携し、科学に対する興味・関心や科学的な見方・考え方を高める取組みを検討します。 

164 体力向上や健康の保持増進の取組  【指導課】 

健康はウェルビーイングの観点から重要です。運動量の確保や質の向上のため、日々の授業や休み時間の

取組を工夫します。 

生涯に渡って運動に親しむ意欲を育むことを目指し、パラスポーツやニュースポーツ等の体験機会をつくりま

す。 

外部講師によるがん教育等、健康課題に関する学習を充実します。 

165 中央図書館と連携した読書活動  【指導課・中央図書館】 

中央図書館と連携し、学校司書*による授業支援や研修を充実させ、子どもの居場所である学校図書館の

読書センター、学習・情報センターとしての機能を高めます。 

改築校に設けるラーニングコモンズ*の効果的な活用を検討し、個別最適な学びや協働的な学びを充実しま

す。 

166 小中連携の推進  【指導課】 

義務教育９年間のゴールの明確化・共有のために、学習指導の系統性に関する協議、中学校区内の学校行

事や特色ある教育活動への相互協力等を小中合同研修会などで協議します。 
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施策 4－５ 多様性を生かし、市民性を育む教育  

現状と課題 

教員をはじめ、子どもに関わる大人、そして子ども自身が「全ての子どもは幸せになる権利をもつ」という認識を

育んでいく必要があります。子どもは、一人ひとり違った考えや意見もっています。そうした多様性を生かした交流

活動や、目的や目標の実現に向けた合意形成の取組を進めていくことが大切です。 

社会構造が大きく変わる中、自分で考え判断・行動できる子どもの育成を一層重視していく必要があります。直

接人と出会い、話すことができることが学校のよさです。安心できる学校・学級でこそ、一人ひとりが自分の力を発

揮することができます。 

本市では、総合的な学習の時間を中心に各校が特色ある実践をしてきたことで、課題解決や社会参画への意

識の高まりがみられています。持続可能な社会をつくるには、子どもと大人がともに「自分の参画で社会が幸せに

なる」という社会参画への意識を高めていくことが大切です。 

 

 

■自分の良いところ及び地域や社会への貢献希望の有無 

Q. 自分にはよいところがあると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q.地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力学習状況調査児童・生徒質問紙 
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施策の方向性 

様々な背景をもつ子どもたちが安心していられる学校・学級を前提に、一人ひとりが自信をもち、活躍できる機

会をさらにつくる教育活動を推進します。また、市民性を育む取組みを一層進めるため、子どもの思いや地域の特

色を生かした各校の取組や、地域・関係機関と連携した協働的な学びを推進します。  

長期宿泊体験活動をはじめとした豊かな体験活動や多様な交流活動を充実することで、子どもたちの成長機

会をつくります。 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

167 自発的・自治的活動を通した意見表明・参加  【指導課】 

子どもの意見表明や参加は、児童の権利に関する条約や武蔵野市子どもの権利条例にも位置付けられた

子どもにとって大切な権利の一つです。 

学校行事を子ども主体で計画する、学校の実情や社会の変化を踏まえて生活のきまりを見直すなど、児童

会や生徒会などによる自発的・自治的な活動を通した意見表明や参加を推進します。その際、少数意見や保護

者・地域の意見など多様な意見を生かすための過程・手順を大切にします。 

168 人権教育・道徳教育の推進  【指導課】 

「人権教育プログラム（学校編）（東京都教育委員会作成）」を活用し、全教育活動を通して、自分の人権を

守り、他者の人権を守るための 実践行動につながる人権教育を推進します。 

武蔵野市子どもの権利条例に基づき、子どもの権利と尊厳が守られるよう、子どもの権利の周知・啓発を行

います。 

答えが一つではない道徳的な課題を自身の問題と捉え、向き合う「考える道徳」「議論する道徳」の一層の

充実、道徳授業地区公開講座をはじめ、保護者・地域との連携を図ります。 

169 生徒指導の改善  【指導課】 

生徒指導の目的には、子ども一人ひとりの「個性の発見」「可能性の伸長」「自己実現」を支えることなどが

あります。子ども自身が、「自分は大切にされている」「皆で支え合っている」「自分の考えを述べることができ

る」等と実感できるよう、全教育活動で、「何をしたいのか」「何をするべきか」といった子どもの主体性を尊重し

た取組みを推進します。 

緊急性が高い事態の発生時など、警察をはじめとした学校外の関係機関との連携を着実に実施します。 

170 安心できる学校・学級風土づくり  【指導課】 

学習者用コンピュータ等を使い、授業への満足度など、学校の風土を「見える化」し、関係者が共通認識の

下で取り組み、より安心して学べる学校に改善します。 

いじめ防止対策推進法や武蔵野市子どもの権利条例など法令に基づき、校長を中心とした学校いじめ対策

委員会による組織的ないじめ対策を着実に実施します。 

自殺予防、不登校、インターネット等に関わる問題、性に関する課題（生命（いのち）の安全教育）など、生徒

指導にまつわる個別の課題の未然防止教育を着実に実施します。 

171 学級活動の充実  【指導課】 

学級活動は、話し合い活動等を通して、子ども一人ひとりの自主的、実践的な態度や社会性等の育成を目

指します。そのために、学級・学校の中から課題を見いだし、解決するための方法や内容を話し合うなど、他者と

協働してよりよい学級や学校生活をつくっていきます。特に、学年の発達段階に応じ、集団としての「合意形成」

や、自己の課題解決のための「意思決定」のプロセスを大切にします。 
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172 異なる学年・学級等の交流の充実  【指導課】 

異学年交流は、上学年のリーダーの意識や思いやりと、下学年の成長への意識を向上させます。教科の発

表、集会活動、学校行事等で、各学年のよさを生かした交流活動を進めます。 

特別支援学級併設校では、特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習を推進し、共に学校をつくる

一員としての集団意識を高めます。 

学校の実態に応じ、特別支援学校との副籍交流について、直接交流や作品紹介等の間接交流を推進します。 

173 地域と連携した学びの推進  【指導課】 

社会参画意識を高めるには、実際に人々とふれ合う中で、地域や社会を知り、自らも関わることが大切です。 

各教科等の学びに、幼児や高齢者、障害者などまちの人々との交流、地域の防災訓練や地域環境の美化な

ど住民との協働的な学びを推進します。その際、地域コーディネーター*を介し、青少年問題協議会やコミュニテ

ィ協議会、防災組織など、地域の関係機関との連携を深めます。 

174 探究的な学習過程による総合的な学習の時間の推進  【指導課】 

総合的な学習の時間は、地域等の特色を生かし、目標や内容を各校で設定します。 

実体験や地域探索から課題を見出すなど、子ども自身の課題意識や、探究的な学習過程を大切にします。 

学習過程では、新たな課題の発生や学習が暗礁に乗り上げることもありますが、学びを深めるチャンスです。

話し合いや地域・社会に赴き、協力を仰ぐなど協働的な学びを進めます。 

175 武蔵野市民科*の充実  【指導課】 

武蔵野市民科は、よりよい地域・社会の創り手の育成を目指し、総合的な学習の時間と教科等を組み合わ

せた本市独自の取組みです（小学５年生以上で実施）。特に自分・学校・地域・社会から課題を見出し、探究す

る中で「自分がどう取り組むか・どう関わるか」を発信・実行する取組みを充実します。 また、市役所の各課、地

域団体や企業、専門家といった関係機関との学びの共有や協働を進め、取組みの様子を保護者や地域へ発

信します。 

176 文化・芸術等の専門家や外国人との交流  【指導課】 

武蔵野文化生涯学習事業団*や地域団体等と連携し、プロの音楽や絵画、映像、伝統文化などを体験する

機会をつくります。 

武蔵野市国際交流協会や市内の大学との連携、東京都教育委員会の事業やオンラインなど活用し、外国人

や留学生と交流する機会をつくります。 

177 持続可能な長期宿泊体験活動*の実施  【指導課】 

中学３年生の修学旅行や小学６年生の日光移動教室など、全ての宿泊学習を含めた系統性や子どもの参

画、探究的な学び、教科等横断的な視点等から取組みを見直し、改善します。 

安全面を含めセカンドスクール*を充実するとともに、学校や訪問地等の負担を考慮した持続可能な運営の

在り方に関する見直しを検討します。 
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施策 4－６ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実  

現状と課題 

 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導、支援の充実とともに、一人ひとりのよさや可能性を引き出す指導、支

援を工夫する必要があります。 

可能性を引き出すという視点では、特別支援教育や特定の領域に才能を持つ子への支援、日本語指導など、

一人ひとりに応じた支援が大切です。 

 特に、特別支援教育で一番有効なのは教室環境、ルール、雰囲気の整備といった間接的な支援に関する取組

です。 

 

施策の方向性 

障害等の有無にかかわらず共に学ぶことがインクルーシブ教育*の理念であり、共生社会の実現を目指すもの

です。その実現に向けて、インクルーシブ教育システム*の充実を図ります。全ての子どもの自立と社会参加を見据

えて、一人ひとりの教育的ニーズに応じることを目指した連続性のある多様な学びの場を用意し、通常学級と特

別支援学級、都立特別支援学校との交流及び共同学習を推進します。また、医療的ケア児*の支援体制整備、児

童生徒への合理的配慮*の提供体制を整備します。あわせて、日本語を母語としない児童生徒への教育的ニーズ

に応えるため、その保護者への情報提供を含め引き続き支援を行います。 

 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

178 インクルーシブ教育システムの構築  【教育支援課】 

ユニバーサルデザイン*の考えに基づく指導の工夫や、感覚の特性等に配慮した教室環境の整備、通常の

学級に在籍する支援の必要な子どもへの合理的配慮＊の提供体制を整備します。 

日本語を母語としない子どもと家庭への支援を継続するとともに、特定分野に特異な才能をもつ子どもの支

援も研究します。 

医療的ケア児*が安全に学校生活を送ることができるように、支援体制を整備します。 

179 特別支援教育の充実  【教育支援課】 

子どもの教育的ニーズに応じる連続性のある多様な学びの場としての特別支援学級の在り方について検討

します。 

多様な他者を理解・尊重し合えるよう、通常の学級と特別支援学級、都立特別支援学校との交流及び共同

学習や、特別支援教室等の教員による通常の学級での障害理解教育、保護者への啓発を行います。 

特別支援学級では、義務教育９年間とその先を見据えた指導や支援について、小・中学校や特別支援学校

等との連携を深めます。 
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施策 4－７ 不登校対策の推進と教育相談の充実  

現状と課題 

 不登校の子どもの数は増加の一途であり、誰もが安心して通える学級風土をつくるとともに、不登校の子どもが

一人で悩む状況を無くさなければなりません。 

困りごとがあるときに学校の大人に相談できる子どもの割合は５、６割に留まる一方で、関係機関と連携した対

応の件数が増えています。 

子どもや家庭を取り巻く状況の複雑化を感じ、専門機関等との連携の重要性を感じている教員も多く、課題と

なっています。 

■市内の不登校児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：武蔵野市教育委員会が実施する「問題行動・不登校等調査」 

 

■困りごと等の相談先の有無 

Q.困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談できますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力学習状況調査 児童生徒質問紙 

 

施策の方向性 

不登校児童生徒は増加傾向にあり、不登校児童生徒の教育機会の確保と社会的自立を目指した相談支援の

拡充、安心して過ごせる居場所や多様な学びの場のさらなる整備が必要です。  

不登校の子どもが自分に合った居場所につながるように関係機関とのネットワークを強化するとともに、ICT 活

用等による新たな学びの場の検討を行います。 

保健センターの増築及び複合施設整備後の施設内に、不登校児童生徒に限らず、多様化、複雑化した課題を

抱える児童生徒への相談支援体制を拡充します。 
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=========================重点事業======================== 

180 ＩＣＴ活用や関係機関の連携による居場所づくり  【教育支援課】 

目的 
不登校の子どもが自分に合った居場所で過ごせるように、ICTの活用や関係機関の連携を

通して不登校の子どもの居場所づくりを進めます。 

事業概要 

不登校の子どもが自分に合った相談機関や居場所につながるよう、スクールソーシャルワー

カー*等と連携した実態把握と関係機関との相談調整を行います。 

全校に校内で安心して過ごせる居場所を設け、校内支援を充実します。また、校外の居場所

として地域の関係団体との連携を検討します。 

不登校の子どもの教育機会と居場所確保のため、新たな学びの場の開設等を検討します。

居場所の一つとして ICTを活用した学びの場を準備します。 

 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

181 教育相談体制の充実  【教育支援課】 

子どもが学校の大人に気軽に相談できるよう、SOS の出し方に関する教育や、校内外にて教職員が人権感

覚を振り返る研修を充実します。 

東京都スクールカウンセラー*、市派遣相談員*を全校配置し、不登校等を支援するスクールソーシャルワーカ

ーを全中学校区に配置します。 

教育支援センターと関係機関が連携し子どもに関する切れ目のない相談支援体制を構築するとともに、オン

ラインでの教育相談の可能性について研究します。 

182 専門機関との連携  【教育支援課】 

学校の組織にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを位置付け、心理・福祉の視点からの支援

を充実します。加えて、法律的な支援としてスクールロイヤーの設置を検討します。 

児童虐待防止やヤングケアラー*等の支援のために、民生・児童委員や子ども家庭支援センター等と連携し

ます。 

市のいじめ問題対策委員会やいじめ防止関係者連絡会に弁護士や医者、警察を位置付け、法律や医療等

の観点からいじめ対策を進めます。 
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 基本施策５ 教育環境の充実と学校施設の整備 

施策５－１ 教育力の向上をもたらす教職員の働き方の追求  

現状と課題 

 本市では、教員の働き方改革及び教育の質の向上を目的として、一部教科の担任に変わって担当する市講師

の配置や、授業の補助、学校図書館や部活動において学校を支援する職員等の配置を拡充してきました。 

また、小・中学校ともに学習者用コンピュータの活用は進んでおり、クラウド*を活用した校務改善も進んできて

います。 

今後、校務 DX*を中心とした働き方改革の一層の推進による業務の効率化や教育データの蓄積と活用が大

切になります。 

 

■教員平日１日当たりの平均在校時間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

令和４（2022）年２月に改訂した先生いきいきプロジェクト 2.0 を基に、週当たりの在校時間が 60 時間を超

える教員ゼロを目指して拡充してきた市講師をはじめ、教育を支える人員体制を維持した上で、ICT 化による業

務改善等の一層の推進を図り、教育力の向上を目指します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

183 校務ＤＸ*を中心とした働き方改革の推進  【指導課】 

先生いきいきプロジェクト 2.0 に基づき、ワーク・ライフ・バランス*の実現に向けた環境整備として、特に、市

講師や部活動指導員、学校司書*等、学校や教員を支える人員の拡充などを進めています。 

資料のペーパレス化、保護者連絡のデジタル化、校務のクラウド活用など、ICT による授業準備や業務の効

率化をさらに進めます。 

  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

令和４年度 10:46 10:27 10:18 9:17 5:57 10:02 10:08 9:53 8:48 9:14 9:30

令和３年度 10:55 10:45 10:35 9:29 7:02 10:28 10:15 10:14 9:54 9:22 10:04

令和２年度 9:25 9:13 10:33 10:45 9:03 10:31 10:30 10:28 10:05 9:15 10:23

令和元年度 11:00 11:07 10:58 10:22 8:39 10:41 10:51 10:45 10:40 10:38 10:52

令和４年度 10:55 10:40 10:13 9:30 8:30 10:17 10:26 10:00 9:33 9:41 9:18

令和３年度 11:03 10:54 10:15 9:55 8:42 9:59 10:29 10:31 10:02 9:43 9:56

令和２年度 8:43 8:40 10:18 10:26 11:11 10:48 10:30 10:17 10:24 9:28 9:43

令和元年度 10:42 10:40 10:34 10:22 8:11 10:29 10:30 10:26 10:27 10:14 10:10

小学校

中学校
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施策５－２ 質の高い教育を維持するための人材の確保と育成  

現状と課題 

教員のウェルビーイングを高めるには、業務改善を図るとともに、仕事のやりがいを実感できる取組を進める必

要があります。 

カリキュラム・マネジメントは、学校の教育目標実現に向け、地域や子どもの実態を踏まえ、教育課程を編成・実

施・評価・改善する取組みです。総合的な学習の時間を中心に、授業が子ども主体の学びに変わり、自立を促す

ものになれば、教員のやりがいにもつながります。学校の教育活動を充実させるには、学校評価を通して取組を見

直し、改善するスパイラルを回すことが大切です。 

 

■教員の仕事のやりがいや充実感の感じる時について 

Ｑ．どんなときに仕事のやりがいや充実感を感じますか。（複数回答可） 

 小学校教員 中学校教員 
内容 ％ 内容 ％ 

１ 
受け持っている子どもの 
成長を感じたとき 

87.8 
受け持っている子どもの 
成長を感じたとき 

87.8 

２ 
子どもや保護者から感謝
の言葉を述べられたとき 

76.0 
子どもや保護者から感謝
の言葉を述べられたとき 

74.5 

３ 
同僚や管理職から自分の
仕事を認められたとき 

61.8 
学校行事や大きな取組が

うまくいったとき 
54.9 

資料：令和５年度 武蔵野市子どもの学習・生活に関する調査報告書（令和６年１月） 

 

施策の方向性 

若手教員の増加や教育課題の多様化などがある中、教員免許更新制に代わる国や東京都の方針を踏まえ、

デジタル技術や教育データの利活用など、新たな教員研修制度を各校の管理職や関係機関との連携により推進

します。また、子どもたちとともに特色ある教育活動を充実させていく取組みを進めます。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

184 教員のやりがい支援（人材育成）  【指導課】 

子どもの成長に欠かせない指導力向上を目的とした、教員の主体的な学びを推奨するために、東京都認定

団体や民間団体主催の研究発表会などの参加費補助を充実します。 

若手教員育成のための指導主事や教育アドバイザー*派遣、学校運営の中核となる教員向けのマネジメント

研修など、職層等に応じた研修や相談事業を充実します。 

教員自身のキャリアプランや興味・関心等を踏まえた研鑽のために、研修履歴を基にした管理職との対話に

よる研修の受講を進めます。 

185 教育データの蓄積と活用  【指導課】 

教員の経験に加えて、データに基づく指導を実現し、子どもの力を最大限伸ばす環境をつくります。 

次期学習者用コンピュータ導入に合わせ、学習支援ソフト等を活用し、どの教員も子どもの学習データの蓄

積と、一人ひとりの実態に合わせた個別の学習支援を推進できる環境を整備します。 

今後、子どもの学習履歴や出欠席、健康の記録、指導記録などを自動的に収集・分析ができる教育ダッシュ

ボードの研究を、プライバシーに配慮しつつ進めます。 
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186 カリキュラム・マネジメントの推進  【指導課】 

学校の教育目標実現に向け、地域や子どもの実態を踏まえ、教育課程を編成・実施・評価・改善する取組み

である、カリキュラム・マネジメントを推進します。 

学校経営計画や学校評価など、校長を中心に全教員が学校運営の主体者として取り組む仕組みを推進し

ます。その際、子どもの学びや教育活動の一層の充実を目指し、教科等横断的な取組、学校内外の資源の有

効活用を進めます。 

187 特色ある教育活動の充実  【指導課】 

カリキュラム・マネジメントを確実に進めるために、各校で ICT活用や体力向上、○○フェスタなど、自校の特

色ある教育活動は何かを振り返り、充実・発信する取組みを推進します。その際、中学校区内の相互協力を推

進します。 

特色ある教育活動を推進するために、市の教育課題研究開発校の指定とともに、独自予算の確保、文部科

学省の教育課程や授業時数の特例校制度を活用した弾力的な教育課程の編成も検討します。 
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施策５－３ 学校と地域との協働体制の充実  

現状と課題 

 学習指導要領には「社会に開かれた教育課程の実現」が示され、学校の教育目標や取組を保護者や地域と

共有し、協力することが大切です。 

しかし、学校が教育活動を工夫しても保護者や地域まで伝わりにくいといった課題もあります。一方で、「保護

者や地域も教育の一端を担えないか」といった意見も様々な場面で聞かれます。 

子どもの学びや育ちのために、学校は家庭・地域と協力し、よりよい環境づくりに努める必要があります。 

 

■保護者として教育活動推進のため学校に協力できるもの 

Q.（保護者として）子どもたちにとってより良い教育活動を推進するために学校に協力できるものはありますか。

（保護者回答・複数回答可） 

～上位項目～ 

～回答項目～ ～回答割合～ 

子どもの興味・関心等に応じた学びと様々な人々と 
関わったり協力したりする学びの充実 

26.9％ 

健康教育・体力向上の取組充実 
（日常的な運動習慣づくり、食育の推進、生活習慣の改善など） 

18.3％ 

開かれた学校づくり協議会の機能強化 
（学校・家庭・地域が目標を共有し、互いの強みを生かして協力する等） 

17.9％ 

資料：令和５年度 武蔵野市子どもの学習・生活に関する調査報告書（令和６年１月） 

 

施策の方向性 

新しい時代を生きる子どもたちが豊かに成長するためには、社会に開かれた教育課程の理念のもと、学校・家

庭・地域が目標やビジョンを共有し、連携・協働を推進する必要があります。そのため、学校運営協議会機能*を取

り入れた開かれた学校づくり協議会を全校で実施します。 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

188 開かれた学校づくりの推進  【指導課】 

学校を社会に開くため、子どもによる学校ホームページの更新、デジタルを活用した保護者連絡など、相手

に伝わる多様な方法による情報発信の工夫を進めます。 

開かれた学校づくり協議会を幅広い年齢層や所属団体で構成し、多様な人々と、よりよい学校運営の熟議

を進めます。また、子どもとの協議や保護者・地域の方との懇談など、より多くの人が関われる運営の工夫を進

めます。 

189 地域学校協働活動の充実  【指導課】 

地域や保護者等が学校とパートナーとなり、子どもの学びや成長を支え、学校を核とした地域づくりを進める

地域学校協働活動を充実します。 

地域資源を生かした学習、登下校の見守りや学校周辺の環境整備、読み聞かせ、各種検定の補助等、学校

の教育活動に協力を得られるよう、地域の関係団体に相談・依頼をしていきます。 

また、地域行事や防災訓練等に対する学校の理解、放課後や不登校の子どもの居場所づくりを協力し合い

ます。 
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施策５－４ 学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保  

現状と課題 

令和２（2020）年３月に策定した武蔵野市学校施設整備基本計画（以下「全体計画」という。）に基づき、更新

時期を迎える第一中学校、第五中学校、第五小学校、井之頭小学校の改築事業を進めてきました。 

上記４校の次に予定した、第六中学校、第二中学校、第二小学校、境南小学校の改築年次案については、昨今

の社会経済情勢などを踏まえつつ、将来の教育も見据えて、同計画の改定に合わせ見直すこととしました。全市

的な観点から、昭和の時代に建設された中学校６校が必要かどうか、将来の教育を見据えてどのような校舎を建

設するのかを検討する必要があります。 

■児童・生徒数の推移 

 
■中学校別生徒数の推移（10年間） 

  （人） 

中学校名 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 

第一中学校 331 323 302 294 272 284 313 340 341 344 

第二中学校 316 334 356 368 395 411 423 412 401 390 

第三中学校 299 331 326 329 301 298 303 315 309 291 

第四中学校 390 380 369 404 407 415 446 459 468 462 

第五中学校 230 228 245 244 237 201 182 193 225 233 

第六中学校 231 197 198 202 207 207 222 226 245 241 

合計 1,797 1,793 1,796 1,841 1,819 1,816 1,889 1,945 1,989 1,961 

 

施策の方向性 

全体計画の改定に向けて、全市的な観点から中学校の適正な数の検討や、将来の教育を見据えた校舎の検

討を行います。 

既存の学校施設については、定期的な点検と計画的な保全改修を継続するとともに、児童生徒数の増加、教

（人） 
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育的ニーズの変化、自然災害リスク等にも適切に対応して、良好な施設環境を確保します。 

給食調理施設については、改築事業にあわせて小学校の自校調理施設の整備を進めます。すでに改築を終え

ている大野田小学校・千川小学校については、改築事業の進捗に留意しつつ整備時期を検討します。 

 

=========================重点事業======================== 

190 学校改築の計画的な推進  【教育企画課】 

目的 
更新時期を迎える学校施設について、将来の学校教育を見据えて必要な教育環境を整備

するため、計画的に改築を進めます。 

事業概要 

学校の改築は、これまでの改築事業や社会経済情勢などを踏まえつつ、全体計画の次期改

定の中で、子どもの学びを第一に、全市的な視点から中学校の適正な数や将来を見据えた校

舎のあり方も含めて検討しながら事業を進めます。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

191 既存学校施設の適切な維持管理  【教育企画課】 

既存の学校施設は、計画的な予防保全と定期的な点検を継続し、良好な施設環境を確保します。 

192 自校調理施設の整備  【教育支援課】 

学校給食を安定的に提供するとともに、学校教育における食育を推進するため、小学校の改築に合わせて

自校調理施設の整備を進めます。 
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施策５－５ 学校給食の取組みの継続と発展  

現状と課題 

給食の質である内容や安全性を維持し、さらに充実・発展させることを目指し、そのために必要な献立作成、食

材選定、調理方法等について定めた「学校給食の献立作成及び給食調理の指針」に基づく学校給食を提供して

います。給食運営委員会、食材選定委員会では保護者等の関係者を含めた運営を行うことで、安全に配慮した

食材の厳選、食材本来の味を大切にする手作り調理、伝統的な食文化を伝える和食献立といった本市の取組み

を担保する仕組みを構築しています。 

令和６(2024)年４月にさかのぼって学校給食費無償化を実施しています。不登校児童生徒への支援について、

どのようにしたら学校給食の提供を受けることができるかの検討が必要です。 

 

施策の方向性 

児童生徒の健康や食育の視点から、武蔵野市が進めてきた質の高い給食提供の取組みを継続・発展させます。

東京都公立学校給食費負担軽減事業と連動し、市が学校設置者として学校給食費相当額を補助することで、保

護者負担の軽減を図り、武蔵野市立小中学校の学校給食費の無償化を行います。なお、東京都の事業が終了す

る場合は、本市の学校給食費の無償化の実施について再検討を行います。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

193 質の高い学校給食の取組み【教育支援課】 

健康や食育の観点から、素材から手作りで調理するなど質の高い給食提供の取組を継続、発展させます。 

「武蔵野市学校給食の献立作成及び給食調理の指針」に基づいた学校給食の提供を行うことで給食の質

を担保するという仕組みを、保護者をはじめとした市民に広く共有するため、公開・周知に取り組みます。 

食物アレルギーや宗教上の理由により学校給食の提供を一切受けることができない武蔵野市立小中学校

に在籍する児童生徒のいる保護者に対し、経済的負担を軽減するため、学校給食の代替として保護者が弁当

対応をする経費を補助する制度を実施します。 
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施策５－６ 持続可能な部活動のあり方の検討  

現状と課題 

 多くの児童・生徒・保護者が部活動は学習意欲向上、責任感や連帯感の涵養、好ましい人間関係の形成に資

する等、生徒が豊かな学校生活を送るうえで大きな教育的意義があると考えており、生徒にとって部活動は重要

な居場所の一つとなっています。 

一方で、学校では、生徒数の減少や指導者が確保できず、継続が難しい部活動があります。また、部活動の顧

問を負担と感じる教員も一定数おり、授業に注力したい教員のためにも部活動指導員の拡充が必要です。  

 

施策の方向性 

部活動について、学校と関係団体の現状や今後の連携を鑑み、拙速な地域移行*は行わず、学校を中心とした

着実な地域連携を図ります。合同部活動の設置や部活動指導員の充実など、中学校の部活動とともに小学校の

吹奏楽や合唱等の課外活動も含めて持続可能な部活動のあり方を検討します。 

 

------------------------------------個別事業----------------------------------- 

194 地域と連携した部活動の推進【指導課】 

部活動は、スポーツ・文化・科学に親しみ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養に資するものであり、地

域等と連携した運営が学習指導要領で求められています。部活動コーディネーターを介し、地域人材等による

小・中学校の部活動指導員の確保と資質向上のための研修を充実していきます。 

どの学校でも子どもが希望する運動部や文化部に参加できるよう、拠点校方式による合同部活動を令和７

(2025)年度より段階的に実施します。 
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１ 子ども・子育て支援事業計画概要 

２ 計画期間における目標事業量（ニーズ量の見込みと確保方策） 

 

  

第５章 

武蔵野市 

子ども・子育て支援事業計画 



104 

 

  



105 

 

 

 

第５章 武蔵野市子ども・子育て支援事業計画 

１ 子ども・子育て支援事業計画概要 

（1）子ども・子育て支援事業計画について 

子ども・子育て支援法では、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及び

その保護者に必要な子ども・子育て支援給付、地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うことが

定められており、その実現のため「子ども・子育て支援事業計画」を策定することが義務付けられています。 

子ども・子育て支援事業計画の主な目的として、以下の３項目と定められています。 

 

 

 

 

上記の目的を果たすため、自治体では市民のニーズを把握したうえで、必要とされる教育・保育事業、地域

子育て支援事業をどのように確保・実施していくかについて計画を策定しています。 

 

（2）量の見込み・確保方策について 

本市では、利用者のニーズを把握するため、人口推計及びアンケート調査を実施し、必要に応じて実績等を

加味した上で、各事業における「量の見込み（=利用ニーズ）」を算出しました。 

また、把握した利用ニーズを満たすための各事業における「確保方策（=提供体制）」を定めています。以下

の各事業の計画期間中の実施量について、次ページ以降に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）幼児期の学校教育・保育提供区域 

  子ども・子育て支援事業計画では、各事業の実施に際し、「教育・ 保育提供区域」を設定することが定めら

れています。本市は、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域を設定

するものとし、市域が狭いことを踏まえ、市全域で１区域として設定します。 

①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

②保育の量的拡大・確保、 教育・保育の質的改善 

③地域の子ども・子育て支援の充実を図ること 

①施設型給付 

・認定こども園 

・幼稚園 

・認可保育所 

 

②地域型保育給付 

・小規模保育 

・家庭的保育 

・事業所内保育 

◇教育・保育事業◇ ◇地域子ども・子育て支援事業◇ 

・養育訪問支援事業 

・実費徴収に係る補足給付を 
行う事業 

・多様な事業者に参入促進・ 

能力活用事業 

・子育て世帯訪問支援事業 

・児童育成支援拠点事業 

・親子関係形成支援事業 

・妊婦等包括相談支援事業 

・乳児等通園支援事業 

・産後ケア事業 

・時間外保育事業 
（延長保育事業） 

・放課後児童クラブ 

・子育て短期支援事業 

・地域子育て支援事業 

・一時預かり事業 

・病児・病後児保育事業 

・ファミリー・サポート・ 
センター事業 

・利用者支援事業 

・妊婦検診 

・乳児家庭全戸訪問事業 



106 

 

 ２ 計画期間における目標事業量（ニーズ量の見込みと確保方策） 

（1）幼児期の学校教育・保育における目標事業量 

 
令和７年度 令和８年度 

量の見込み 

(確保すべき量) 
確保方策 不足数 

量の見込み 

(確保すべき量) 
確保方策 不足数 

１号認定 
子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項 

第 1 号に該当：教育標準時間認定 

３～５歳児 1,504 2,186 充足 1,511 2,186 充足 

２号認定 
子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項 

第 2 号に該当：満 3 歳以上・保育認定 
３～５歳児 1,705 2,071 充足 1,714 2,074 充足 

３号認定 
子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項 

第 3 号に該当：満 3 歳未満・保育認定 

０歳児 303 348 充足 300 348 充足 

１～２歳児 1,335 1,427 充足 1,322 1,418 充足 

計 1,638 1,775 充足 1,622 1,766 充足 

 

(参考資料)教育・保育の量の見込み(ニーズ量)及び確保方策の内訳 

１
号
認
定 

 
令和７年度 令和８年度 

量の見込み 1,504 1,511 

確保方策 

特定教育・保育施設 150 147 

幼稚園(新制度以外)等 2,036 2,039 

認可外保育施設 ― ― 

確保方策合計 2,186 2,186 

２
号
認
定 

量の見込み 

幼児期の学校教育の利用

希望が強い 

184 185 

上記以外 1,521 1,529 

量の見込み合計 1,705 1,714 

確保方策 

特定教育・保育施設 1,903 1,906 

幼稚園(新制度以外)等 ― ― 

認可外保育施設 168 168 

確保方策合計 2,071 2,074 

３
号
認
定(

０
歳) 

量の見込み 303 300 

確保方策 

特定教育・保育施設 237 237 

特定地域型保育事業 37 37 

認可外保育施設 74 74 

確保方策合計 348 348 

３
号
認
定(

１
～
２
歳) 

量の見込み 1,335 1,322 

確保方策 

特定教育・保育施設 992 992 

特定地域型保育事業 196 196 

認可外保育施設 239 230 

確保方策合計 1,427 1,418 

備考 

・特定教育・保育施設… 
認可保育所、認定こども園（保育園型・幼保連携型）、子ども・子育て
支援新制度に移行した幼稚園 

・幼稚園(新制度以外)等…上記以外の幼稚園 
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令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 

(確保すべき量) 
確保方策 不足数 

量の見込み 

(確保すべき量) 
確保方策 不足数 

量の見込み 

(確保すべき量) 
確保方策 不足数 

1,496 2,186 充足 1,488 2,186 充足 1,474 2,186 充足 

1,697 2,077 充足 1,688 2,080 充足 1,671 2,080 充足 

297 348 充足 297 348 充足 297 348 充足 

1,307 1,418 充足 1,294 1,418 充足 1,288 1,418 充足 

1,604 1,766 充足 1,591 1,766 充足 1,585 1,766 充足 

 

 

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

1,496 1,488 1,474 

138 133 133 

2,048 2,053 2,053 

― ― ― 

2,186 2,186 2,186 

183 182 180 

1,514 1,506 1,491 

1,697 1,688 1,671 

1,909 1,912 1,912 

― ― ― 

168 168 168 

2,077 2,080 2,080 

297 297 297 

237 237 237 

37 37 37 

74 74 74 

348 348 348 

1,307 1,294 1,288 

992 992 992 

196 196 196 

230 230 230 

1,418 1,418 1,418 

・特定地域型保育事業…小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業 

 ・認可外保育施設…東京都認証保育所、企業主導型保育施設の地域枠 
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（２）地域子ども・子育て支援事業における目標事業量 
 

令和７年度 令和８年度 

時間外保育事業 
(延長保育事業) 

令和５年度利用実績 1,112 人（年間実利用者数） 
令和６年度定員 3,608 人日 
量の見込み（確保すべき量） 1,309 人日 1,306 人日 
確保方策 3,592 人日 3,592 人日 
確保不足数 充足 充足 

放課後児童健全育成事業 

(学童クラブ) 

令和５年度利用実績 1,665 人（民間学童クラブ 5 か所 97 人含む） 
令和６年度定員 1,814 人（民間学童クラブ 5 か所 164 人含む） 

 低学年 高学年 低学年 高学年 

量の見込み 
（確保すべき量） 

１年生 588 人  595 人  

２年生 512 人  545 人  

３年生 470 人  472 人  

４年生  133(8)人  130(7)人 
５年生  67 (6)人  65 (8)人 
６年生  27 (3)人  26 (6)人 

確保方策 1,650 人 1,650 人 
確保不足数 充足 不足 充足 不足 

子育て短期支援事業 

令和５年度利用実績 165 人 
令和６年度定員 730 人日 
量の見込み（確保すべき量） 180 人日 190 人日 
確保方策 730 人日 730 人日 
確保不足数 充足 充足 

地域子育て支援拠点事業 

令和５年度利用実績 55,848 人／年 9 か所（乳幼児の延べ利用者数） 

量の見込み（確保すべき量） 62,549 人日 70,054 人日 

量の見込み（実施箇所数） 10 か所 10 か所 

確保方策 9 か所 9 か所 

確保不足数 不足 不足 

一時預かり事業（預かり保育・一時保育） 
 

 

一時預かり事業 

(幼稚園在園児対象の預かり保育) 

令和５年度利用実績 92,667 人 
量の見込み 
（確保すべき量） 

１号 50,354 人日 50,596 人日 
２号 43,646 人日 43,646 人日 

確保方策 111,785 人日 111,785 人日 
確保不足数 充足 充足 

一時預かり事業 

(幼稚園在園児対象の預かり保育

以外の預かり保育) 

令和５年度利用実績 10,146 人（保育所 8,310 人、ファミリー・サポート・ 
量の見込み（確保すべき量） 14,997 人日 14,865 人日 

確保方策 

一時預かり（保育所） 13,776 人日 13,776 人日 

一時預かり 
（地域子育て支援拠点等） 

480 人日 480 人日 

ファミリー・ 
サポート・センター 

1,964 人日 2,101 人日 

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ ― ― 
計 16,220 人日 16,357 人日 

確保不足数 充足 充足 

病児保育事業 
(病児・病後児保育事業) 

令和５年度利用実績 712 人 
量の見込み（確保すべき量） 1,823 人日 1,814 人日 
確保方策 2,892 人日 2,892 人日 
確保不足数 充足 充足 
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令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 備考 

   
・令和７年度定員及び確保方策について、18 時
以降の保育を実施している各施設（認可保育
施設及び認証保育所）の定員数を合計した人
数を記載しています。 

   
1,293 人日 1,284 人日 1,275 人日 
3,592 人日 3,592 人日 3,592 人日 

充足 充足 充足 
 

・学童クラブについては、地域子ども館として、
放課後子供教室(あそべえ)と一体的に運営を
行っています。 

・高学年の児童については地域の資源の活用も
視野に入れた居場所の検討をしていきます。 

・括弧内の数字は、障害児の受入れ数について
記載しています。 

 
低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 
565 人  588 人  591 人  

553 人  527 人  546 人  

506 人  513 人  487 人  
 122(7)人  120(8)人  109 (8)人 
 61 (7)人  60 (7)人  55 (8)人 
 24 (8)人  24 (7)人  22 (7)人 

1,650 人 1,650 人 1,650 人 
充足 不足 充足 不足 充足 不足 

 

・児童養護施設で実施します。 

 
200 人日 200 人日 200 人日 
730 人日 730 人日 730 人日 
充足 充足 充足 

 

・0123 吉祥寺、0123 はらっぱ、桜堤児童館、
おもちゃのぐるりん、境こども園いこっと、
すくすく泉、みずきっこ、とことこおやこひ
ろば、ひまわりこそだてひろば RAKURU で実
施します。 

・公共施設の改築・大規模改修等にあわせた整
備の検討を行います。 

78,460 人日 87,875 人日 98,420 人日 

10 か所 10 か所 10 か所 

10 か所 10 か所 10 か所 

充足 充足 充足 

 

・市内 12 か所の私立幼稚園及び認定こども園
にて、各施設の実態に応じた預かり保育が実
施されており、市は支援しています。 

 
50,118 人日 49,798 人日 49,296 人日 
43,646 人日 43,646 人日 43,646 人日 
111,785 人日 111,785 人日 111,785 人日 

充足 充足 充足 
センター 1,836 人） 

・市内 10 か所の認可保育施設と、ひまわりこ
そだてひろば RAKURU、ファミリー・サポー
ト・センター事業で実施します。 

・ファミリー・サポート・センターについては、
地域での多様な子育て支援の需要にこたえ
るために、事業の周知を強化するとともに、
より利用しやすい取組みについて検討し、会
員数の獲得に努めます。 

14,714 人日 14,806 人日 14,544 人日 

12,576 人日 12,576 人日 13,776 人日 

1,680 人日 1,680 人日 1,680 人日 

2,248 人日 2,405 人日 2,573 人日 

― ― ― 
16,504 人日 16,661 人日 18,029 人日 

充足 充足 充足 
 

・ラポール、プチあんず、いながきで実施しま

す。 

1,793 人日 1,777 人日 1,761 人日 
2,892 人日 2,892 人日 2,892 人日 

充足 充足 充足 
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  令和７年度 令和８年度 

就学後の子育て援助活動支援事業 
(ファミリー・サポート・センター事業) 
 
※未就学期は、「一時預かり事業」内に
含めています。 

令和５年度利用実績 955 人 

量の見込み（確保すべき量） 1,002 人日 1,052 人日 

確保方策 1,021 人日 1,092 人日 

確保不足数 充足 充足 

利用者支援に関する事業 令和５年度利用実績 ３か所 

 

利用者支援事業* 
(基本型) 

量の見込み（確保すべき量） ３か所 ３か所 
確保方策 ３か所 ３か所 
確保不足数 充足 充足 

利用者支援事業 
(特定型) 

量の見込み（確保すべき量） 1 か所 1 か所 
確保方策 1 か所 1 か所 
確保不足数 充足 充足 

利用者支援事業 
(こども家庭センター型) 

令和５年度利用実績 ― 

量の見込み（確保すべき量） 1 か所 1 か所 

確保方策 1 か所 1 か所 
確保不足数 充足 充足 

妊婦に対して健康診査を実施
する事業(妊婦健診) 

令和５年度利用実績 1,043 人 

量の見込み（確保すべき量） 1,088 人 1,076 人 

確保方策 1,088 人 1,076 人 

確保不足数 充足 充足 

乳児家庭全戸訪問事業 

令和５年度利用実績 1,039 人 
量の見込み（確保すべき量） 1,052 人 1,040 人 
確保方策 1,052 人 1,040 人 
確保不足数 充足 充足 

養育支援訪問事業 

令和５年度利用実績 18 人 

量の見込み（確保すべき量） 23 人 23 人 
確保方策 23 人 23 人 
確保不足数 充足 充足 

実費徴収に係る補足給付を 
行う事業 

令和５年度利用実績 550 人 
確保方策 600 人 600 人 

多様な事業者の参入促進・能力
活用事業 

令和５年度利用実績 340 人（年間延べ利用人数） 

確保方策 360 人 360 人 

子育て世帯訪問支援事業 

令和５年度利用実績 ― 

量の見込み（確保すべき量） 28 人 29 人 
確保方策 28 人 29 人 
確保不足数 充足 充足 

親子関係形成支援事業 

令和５年度利用実績 ― 

量の見込み（確保すべき量） 20 人 20 人 
確保方策 20 人 20 人 
確保不足数 充足 充足 

  ※「児童育成拠点支援事業」については、現時点（令和７年３月）では事業の実施予定がないため、量の見込み等を設定しない。 
「妊婦等包括相談支援事業・乳児等通園支援事業・産後ケア事業」については、計画の中間見直しに際し、見込み量の算出を
行うものとする。 
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令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 備考 

 
・地域での多様な子育て支援の需要にこたえる
ために、事業の周知を強化するとともに、より
利用しやすい取組みについて検討し、会員数
の獲得に努めます 

1,104 人日 1,159 人日 1,216 人日 

1,168 人日 1,249 人日 1,336 人日 

充足 充足 充足 

 

・基本型：0123 吉祥寺、0123 はらっぱ、桜堤
児童館で実施します。 

・特定型：市子ども育成課で実施します（保育コ
ンシェルジュ）。 

・こども家庭センター型：健康課・市子ども家庭
支援センターで実施します。 

３か所 ３か所 ３か所 
３か所 ３か所 ３か所 
充足 充足 充足 
1 か所 1 か所 1 か所 
1 か所 1 か所 1 か所 
充足 充足 充足 

 

1 か所 1 か所 1 か所 

1 か所 1 か所 1 か所 
充足 充足 充足  

実施場所：都内指定医療機関 
実施体制：各医療機関で実施 

一般健康診査： 
〇初回  
【問診、体重測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白定性）、血

液検査（血液型（ＡＢＯ、Ｒｈ）、貧血、血糖、不規則抗体、

HIV 抗体）、梅毒（梅毒血清反応検査）、Ｂ型肝炎（ＨＢｓ抗

原検査）、Ｃ型肝炎、風疹（風疹抗体価検査）】 

〇２回目以降 
【問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導、その他選

択項目（１項目選択；クラミジア抗原、経膣超音波、HTLV-

1 抗体、血糖、貧血、Ｂ群溶連菌、ＮＳＴ（ノン・ストレス・

テスト））】 

○子宮頸がん検診（子宮頚部細胞診検査） 

○超音波検査（経腹） 

1,068 人 1,065 人 1,064 人 

1,068 人 1,065 人 1,064 人 

充足 充足 充足 

 

実施機関：武蔵野市健康課  

委託団体等：助産師 

1,032 人 1,029 人 1,028 人 
1,032 人 1,029 人 1,028 人 
充足 充足 充足 

 
実施機関：武蔵野市子ども家庭支援センター 

委託団体等：助産師、社会福祉士*、ペアレント

トレーナー他 

23 人 23 人 23 人 
23 人 23 人 23 人 
充足 充足 充足 

  

 600 人 600 人 600 人 

 
市内施設：吉祥寺子どもの家、森のようちえん 

ハーモニー 
市外施設：キッズデュオインターナショナル 
     三鷹、アオバジャパンバイリンガル 

プリスクール、キンダーガルテン 
なのはな園、南沢シュタイナー 
子ども園 

360 人 360 人 360 人 

 実施機関：武蔵野市子ども家庭支援センター 
委託団体等：NPO 法人ひまわりママ、公益財団

法人シルバー人材センター*、公益
社団法人武蔵野市福祉公社* 

30 人 31 人 31 人 
30 人 31 人 31 人 
充足 充足 充足 

 
・0123 吉祥寺、0123 はらっぱで実施します。 

・桜堤児童館での実施を目指します。 

20 人 20 人 30 人 
20 人 20 人 30 人 
充足 充足 充足 
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付 表 １ 子ども・子育て支援施設一覧（類型別施設整備計画） 

付 表 ２ 各事業と武蔵野市子どもの権利条例の関係 

 

参考資料 用語説明 

  

付表・参考資料 
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 子ども・子育て支援施設一覧（類型別施設整備計画） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名
提供する

行政サービス
所在地 構造 建物階数 延床面積 開設年度 移転、増改築等

０１２３吉祥寺 子育てひろば 吉祥寺東町２-29-２ RC造 地上２階地下１階 522.76㎡ 1992年度

０１２３はらっぱ 子育てひろば 八幡町１-３-24
木造一部
RC造

地上２階 889.08㎡ 2001年度

すくすく泉
子育てひろば
一時預かり
小規模保育

吉祥寺本町３-27-17 木造 地上１階 159.40㎡ 2014年度

南保育園
保育

一時預かり
吉祥寺南町３-６-15 RC造 地上２階 830.55㎡ 1956年度 1981年度に改築

境保育園 保育 境４-11-３ RC造 地上２階 1044.61㎡ 1969年度

境南保育園 保育 境南町５-１-１ RC造 地上２階 809.10㎡ 1973年度

吉祥寺保育園 保育 吉祥寺北町５-11-51 RC造 地上２階 791.29㎡ 1948年度

一小こどもクラブ 放課後児童クラブ
吉祥寺本町４－17－１6
第一小学校校庭内

S造 地上2階 435.71㎡ 1974年度

二小こどもクラブ 放課後児童クラブ
境４－２－15
第二小学校校舎内

S造 地上4階 225.18㎡ 1979年度

三小こどもクラブ第一
吉祥寺南町２－35－６
第三小学校隣接

RC造 地上２階 98.00㎡ 1966年度

三小こどもクラブ第二・第三
吉祥寺南町２-35－９
第三小学校校舎内

RC造 地下1階地上2階 159.74㎡ 1966年度

四小こどもクラブ 放課後児童クラブ
吉祥寺北町２－４－５
第四小学校校舎内

RC造 地下1階地上4階 208.80㎡ 1979年度

五小こどもクラブ 放課後児童クラブ
関前３－２－20
第五小学校校舎内

RC造 地下1階地上3階 234.20㎡ 1963年度

大野田こどもクラブ 放課後児童クラブ
吉祥寺北町４－11－37
大野田小学校校庭内

RC造 地下1階地上5階 291.00㎡ 1967年度

境南こどもクラブ第一・第二 放課後児童クラブ
境南町２－27－18
境南小学校校庭内

S造 地上１階 220.77㎡ 1972年度

境南こどもクラブ第三・第四・第
五

放課後児童クラブ
境南町2-27-27
境南小学校校舎内 RC造 地下1階地上4階 199.90㎡ 1972年度

本宿こどもクラブ第一・第二 放課後児童クラブ
吉祥寺東町４－１－９
本宿小学校校舎内

RC造 地下1階地上4階 187.90㎡ 1980年度

千川こどもクラブ第一・第二 放課後児童クラブ
八幡町３－５－25
千川小学校校庭内

RC造 地上２階 166.65㎡ 1976年度

千川こどもクラブ第三 放課後児童クラブ
八幡町３－５－25
千川小学校校舎内

RC造 地下1階地上3階 42.00㎡ 1976年度

井之頭こどもクラブ 放課後児童クラブ
吉祥寺本町３－27－19
井之頭小学校校舎内

RC造 地下1階地上4階 287.70㎡ 1981年度

関前南こどもクラブ第一・第三 放課後児童クラブ
関前３－37－24
関前南小学校隣接

S造 地上2階 162.94㎡ 1984年度

関前南こどもクラブ第二 放課後児童クラブ
関前3-37-26
関前南小学校校庭内

S造 地上1階 124.37㎡ 1984年度

関前南こどもクラブ第四 放課後児童クラブ
関前3-37-26
関前南小学校校校舎内

S造 地上2階 74.52㎡ 1984年度

桜野こどもクラブ第一A・第一B・第一C 放課後児童クラブ
桜堤１－８－19
桜野小学校校舎内

RC造 地上3階 237.00㎡ 1966年度

桜野こどもクラブ第二 放課後児童クラブ
桜堤１－８－19
桜野小学校校舎内

RC造 地上3階 200.00㎡ 1966年度

桜野こどもクラブ第三 放課後児童クラブ
桜堤１－８－19
桜野小学校校舎内

RC造 地上4階 58.80㎡ 1966年度

放課後児童クラブ
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竣工年度
（最新）

築年数
（2024年基準）

利用状況 整備計画
５年以内の
改修費用

見込み（千円）

1992年度 32年 保全改修計画に基づき、2029(R11)年度に大規模改修工事を行う。 105,708

2000年度 24年
保全改修計画に基づく2031(R13)年度に大規模改修工事実施に向け、改修内容の検討
等を行う。

23,133

2014年度 10年

小規模な施設ながら、保育定員
11名に加え、令和５年度の一日
当たりの平均親子利用組数は、
子育てひろばで16.6組、一時預
かりで5.3組と、利用度は高い。

施設の長寿命化に向け、今後も適切な維持管理を行う。 4,046

1968年度 56年
市立南保育園については、令和10年に築後60 年を迎えるため、令和３年度策定の整備
計画に基づき、現園舎の改築を行う。解体工事から新園舎開設までの間は、市立南町苗
木畑公園地内に子ども協会立東保育園と共有する仮設園舎を建築し、保育を実施する。

617,500

1996年度 28年 武蔵野市保全改修計画に基づき、令和11年度に大規模改修工事を行う。 233,438

1972年度 52年
昭和47年建築、令和14年に築後60年を迎える境南保育園については、第２期武蔵野市
公共施設等総合管理計画に基づき、必要な施設更新の方法を検討する。

1985年度 39年 武蔵野市保全改修計画に基づき、令和８年度に大規模改修工事を行う。 141,905

2021年度 3年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。

1967年度 57年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき2029(R11)～2030(R12)年度に第二小学校改
築工事を行う予定である。改築時に複合化を前提に検討を進める。

1976年度 48年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。

1974年度 50年 学校の整備計画に準ずる。

1972年度 52年 学校の整備計画に準ずる。

1972年度 52年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき2025(R７)～2027(R９）年度に第五小学校改築
工事を行う予定である。改築時に複合化を前提に検討を進める。

2004年度 20年 学校の整備計画に準ずる。

2010年度 14年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。

1975年度 49年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき境南小学校改築工事を行う予定である。改築
時に複合化を前提に検討を進める。

1978年度 46年 学校の整備計画に準ずる。

1996年度 28年
2026(R8)年に築30 年を迎えるため、2029（R11）年度に大規模改修工事を行う予定であ
る。

1996年度 28年 学校の整備計画に準ずる。

1974年度 50年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき2025(R７)～2027(R9)年度に井之頭小学校改
築工事を行う予定である。改築時に複合化を前提に検討を進める。

1983年度 41年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。

2018年度 6年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。 1,949

2024年度 1年 学校の整備計画に準ずる。

2014年度 10年 学校の整備計画に準ずる。

2010年度 14年 学校の整備計画に準ずる。

1977年度 47年 学校の整備計画に準ずる。

1,887

5,604

令和５年度の子どもの一日平均
来館者数は、0123吉祥寺が37.7
人、0123はらっぱが76.1人であ
り、多くの親子に利用されてい
る。
（令和２年度から利用者を市民に
限定している。）

令和６年５月20日時点で市立保
育園の利用者は386名（定員は
402名）、子ども協会立保育園・こ
ども園の利用者は606名（定員は
585名）である。待機児童対策の
ため、定員の弾力化を行ってい
る。
市立南保育園、子ども協会立境
南第２保育園、桜堤保育園、北
町保育園において一時預かり
（一時保育）事業を実施し、令和
５年度は4,040件の利用があり、
利用数は増加傾向である。

平成29年度より子ども協会に委
託化され、地域子ども館事業とし
てあそべえと一体運営化した。

令和５年度の市全体の定員は
1,500名、入会児童数1,568名
（R5.4.1時点）で入所率は、
104.5％である。待機児童対策の
ため、定員の弾力化を行ってい
る。
二小、関前南小及び境南小で
は、入所児童数が増加したことか
ら、令和６年度にクラブ室を整備
し支援の単位を増やした。

学童クラブ入会希望者数は増加
の一途にあり、今後も増設が必
要な学区が出てくると考えられる
が、学校内空き教室の不足か
ら、学童クラブ室の確保について
も困難が生じつつある。
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施設名
提供する

行政サービス
所在地 構造 建物階数 延床面積 開設年度 移転、増改築等

一小あそべえ 放課後子供教室
吉祥寺本町４－17－１6
第一小学校校庭内 RC造 地上4階 74.40㎡ 2003年度

二小あそべえ 放課後子供教室
境４－２－15
第二小学校校舎内 S造 地上4階 60.45㎡ 2003年度

三小あそべえ 放課後子供教室
吉祥寺南町２－35－６
第三小学校隣接

RC造 地上２階 96.32㎡ 2002年度

四小あそべえ 放課後子供教室
吉祥寺北町２－４－５
第四小学校校舎内 RC造 地上4階 61.35㎡ 2003年度

五小あそべえ 放課後子供教室
関前３－２－20
第五小学校校舎内 RC造 地上4階 60.45㎡ 2003年度

大野田あそべえ 放課後子供教室
吉祥寺北町４－11－37
大野田小学校校庭内 RC造 地下1階地上5階 139.32㎡ 2004年度

境南あそべえ 放課後子供教室
境南町2-27-27
境南小学校校舎内 RC造 地下1階地上4階 213.89㎡ 2002年度

本宿あそべえ 放課後子供教室
吉祥寺東町４－１－９
本宿小学校校舎内 RC造 地下1階地上4階 61.10㎡ 2003年度

千川あそべえ 放課後子供教室
八幡町３－５－25
千川小学校校庭内 RC造 地下1階地上4階 151.70㎡ 2004年度

井之頭あそべえ 放課後子供教室
吉祥寺本町３－27－19
井之頭小学校校舎内

RC造 地下1階地上4階 67.50㎡ 2002年度

関前南あそべえ 放課後子供教室
関前3-37-26
関前南小学校校舎内

RC造 地上4階 76.48㎡ 2003年度

桜野あそべえ 放課後子供教室
桜堤１－８－19
桜野小学校校舎内

RC造 地上3階 98.00㎡ 2004年度

桜堤児童館 児童館 桜堤２-1-29 RC造 地上２階 592.44㎡ 1983年度

自然の村 自然体験施設
長野県南佐久郡川上村大
字川端下547番地１

木造

地上２階
（中央棟）

地上１階
（キャビン棟
他）

2570.69㎡ 1982年度
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竣工年度
（最新）

築年数
（2024年基準）

利用状況 整備計画
５年以内の
改修費用

見込み（千円）

1968年度 56年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。

1967年度 57年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき2029(R11)～2030(R12)年度に第二小学校改
築工事を行う予定である。改築時に複合化を前提に検討を進める。

1976年度 48年 保全部位の劣化状況を毎年調査し、随時劣化改修を行っていく。

1972年度 52年 学校の整備計画に準ずる。

1972年度 52年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき2025(R７)～2027(R９）年度に第五小学校改築
工事を行う予定である。改築時に複合化を前提に検討を進める。

2004年度 20年 学校の整備計画に準ずる。

1975年度 49年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき境南小学校改築工事を行う予定である。改築
時に複合化を前提に検討を進める。

1978年度 46年 学校の整備計画に準ずる。

1996年度 28年
2026(R8)年に築30 年を迎えるため、2029（R11）年度に大規模改修工事を行う予定であ
る。

1974年度 50年
武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき2025(R７)～2027(R9)年度に井之頭小学校改
築工事を行う予定である。改築時に複合化を前提に検討を進める。

1971年度 53年 学校の整備計画に準ずる。

2001年度 23年 学校の整備計画に準ずる。

1982年度 42年

桜堤地区の乳幼児・児童の増加
に伴い、利用者数も増加してい
る。(年間利用者数令和2年度
25,345人、令和3年度31,447人、
令和4年度35,610人）

保全改修計画に基づき、2025（R7）年度に大規模改修工事を行う。令和６年度に大規模
改修に向けた実施設計を行い、令和７年度に大規模改修工事を行う。

87,226

1981年度 43年

武蔵野市在住・在勤・在学の方
及び隣接市（三鷹市、小金井市、
西東京市）在住の方が原則とし
て利用することができる。寒冷地
であるため、11月から３月までは
原則第２・第４土曜日のみの開村
としている。野外活動施設として
施設・設備は簡素であるが、低
料金で利用できることもあり、ハ
イキング、自然観察、天体観察
等を目的に年間５千人以上の利
用者がある。武蔵野市から自動
車で３時間半程度かかる場所で
あるが、利用促進のため、年11
回程度週末の利用促進バスを運
行している。
市及び青少年問題協議会地区
委員会が共催するむさしのジャ
ンボリー事業で利用しているほ
か、野外活動センターでは、親子
キャンプ、天体観望会等に利用し
ている。

（2026(R8)～2027(R9)年度に延命化も視野に、大規模改修工事を行う予定である。令和６
年度に大規模改修に向けた基本設計を行い、令和７年度には実施計画を作成する。

448,448

校庭開放・教室開放・図書室開
放の開放事業を行っている。平
成29年度より子ども協会に委託
化され、地域子ども館事業として
学童クラブと一体運営化した。

R5年度の年間利用数合計は
438,855人で、教室開放128,225
人、校庭開放300,981人（うち早
朝112,329人）、図書室開放9,649
人である。事業開始から21年を
経過し、武蔵野市の放課後施策
としての認知度も高く、利用児童
数も増加傾向にある。また、各地
域子ども館において、関係者や
地域の方を構成員とする地域子
ども館推進会議を定期的に開催
し、地域子ども館事業への理解
を深め、地域ぐるみでの子どもの
見守りにつなげている。
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 各施策と武蔵野市子どもの権利条例の関係 

武蔵野市子どもの権利条例と子どもプラン武蔵野の関係性 

令和５（2023）年４月に施行された「武蔵野市子どもの権利条例」では、子どもに関する施策を総合的
に推進するための計画を定めることとし、「子どもプラン武蔵野」を当該計画に位置付けています。 
また、本条例の第１条（目的）では、「権利の主体である子どもが家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員 

施策名 
第２章 
保障すべき 

子どもの権利 

基本施策１ 子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり 

(1)子どもの権利を保障する取組みの推進 ● 

(2)子どもと子育て家庭への切れ目のない相談支援体制等の構築  ● 

(3)それぞれの環境に応じたきめ細かな子ども・子育て家庭への支援  ● 

(4)児童虐待の未然防止と対応力の強化   

(5)福祉専門職の配置による相談支援体制の強化  

基本施策２ 安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援 

(1)多様な主体による子育て支援の充実と連携の強化  

(2)保育の質の向上に向けた取組みの推進と希望する保育施設へ入所できる 
環境の整備 

 

(3)小学生の放課後施策の充実  

(4)ライフステージの特性に応じた食育の推進  

(5)子ども・子育て支援施設のあり方検討  

(6)子育てに関する手続きのオンライン化とワンストップ化の推進  

基本施策３ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実 

(1)まちぐるみで子どもと子育て家庭を応援する事業の推進  

(2)保育人材等の確保、定着と育成  

(3)子ども・子育てを支える地域の担い手の育成  

(4)子どもに安全・安心なまちづくり  

(5)若者の健やかな成長と社会的自立の支援  

基本施策４ 子どもの「生きる力」を育む 

(1)幼児教育の質の向上と小学校教育との円滑な接続  

(2)青少年健全育成事業の充実 ● 

(3)子どもの体験・学習機会の充実  

(4)全ての学びの基盤となる資質・能力の育成  

(5)多様性を生かし、市民性を育む教育 ● 

(6)一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実  

(7)不登校対策の推進と教育相談の充実  

基本施策５ 教育環境の充実と学校施設の整備 

(1)教育力の向上をもたらす教職員の働き方の追求   

(2)質の高い教育を維持するための人材の確保と育成   

(3)学校と地域との協働体制の充実  

(4)学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保  

(5)学校給食の取組みの継続と発展  

(6)持続可能な部活動のあり方の検討  
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として、自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくる」と定め
ています。推進計画である「子どものプラン武蔵野」の各事業を実施することで、この目的が達成される
ことを目指します。 

第３章 
子どもの権利を 

保障するための役割 

第４章 
子どもを支える 

人々への支援 

第５章 
子どもにやさしい 
まちづくりの推進 

第６章 
子どもの 

安全と安心の確保 

第７章 
子どもの 

権利擁護の仕組み 

 

●  ● ● ● 

● ● ● ●  

● ● ● ●  

● ● ● ●  

● ● ●   

 

● ● ●   

● ● ● ●  

● ● ● ●  

● ● ● ●  

● ● ● ●  

●     

 

● ● ● ●  

● ●    

● ● ● ●  

● ● ● ●  

● ● ● ●  

 

● ●    

● ● ● ●  

● ● ●   

● ● ●   

● ● ● ●  

● ● ● ●  

● ● ● ●  

 

● ●    

● ●    

● ● ●   

● ●  ●  

● ●  ●  

● ● ●   
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 用語説明 

用語 ふりがな 説明 

あ行 

ＩＣＴ あいしーてぃー 

「Information and Communication Technology（情報

通信技術）」の略で、情報・通信に関する技術の総称。具体

的には、インターネット、携帯電話・スマートフォン、AI（人工知

能）、ビッグデータ、IoT（モノのインターネット）、クラウド等の

技術があり、それらを活用したコンピュータ・ロボット・通信等

のソフトウェア、SNS等のサービスを含める場合がある。近年

は、ICTの推進に代わり、DX という言葉が一般的に使われ

るようになった。 

生きる力 いきるちから 

各学校で教育課程を編成する際の基準として文部科学省が

定める学習指導要領の理念。具体的には、「確かな学力

（知）」、「豊かな人間性（徳）」、「健康・体力（体）」の３つの

バランスがとれた力のことを指す。本市では、学校教育に加

え、幼児教育や青少年健全育成の場面においても、同理念に

基づいた各種事業を実施する。 

（一財） 

武蔵野市給食・食育

振興財団 

いちざい 

きゅうしょく・

しょくいくしん

こうざいだん 

学校給食の適正円滑な供給により、その充実振興を図り、児

童・生徒及び市民の食育の推進に寄与することを目的とし

て、平成 22（2010）年３月に設立された一般財団法人で、

市立小・中学校の学校給食の調理等を行っている。 

医療的ケア児 
いりょうてきけ

あじ 

日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療的ケア

（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）

を受けることが不可欠である児童。 

医療的ケア児コーデ

ィネーター 

いりょうてきけ

あじこーでぃね

ーたー 

医療的ケア児等の家族からの相談や保健、医療、福祉、子育

て、教育等の必要なサービスを総合的に調整し、関係機関に

つなぐ役割を担う。 

インクルーシブ教育 
いんくるーしぶ

きょういく 

障害者の権利に関する条約（日本は平成 26（2014）年に

批准）の第 24条に書かれている理念で、障害のある人と障

害のない人が共に学び共生社会の実現を目指すもの。障害

のある人が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活

する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個

人に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされ

ている。 
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インクルーシブ教育

システム 

いんくるーしぶ

きょういくしす

てむ 

障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を尊重し

あい、多様なあり方を相互に認め合える共生社会の実現に

向け、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で共に

学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズに応える

指導を提供できる多様で柔軟な仕組みのこと。 

ＳＮＳ えすえぬえす 

「Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）」の略。インターネット上の会員制サービスの一

種。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や、

新たな人間関係を構築するための場を提供する。個人に限ら

ず企業や自治体の情報発信の手段としても広まっている。 

ＳＤＧｓ えすでぃじーず 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目

標）」の略。平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択さ

れた、貧困や不平等、格差、気候変動など、様々な問題を根

本的に解決し、世界中の全ての人が将来にわたってより良い

生活を送ることができるようにするための 17の国際目標。 

か行 

外国人市民 
がいこくじんし

みん 

外国籍を有する本市在住・在勤・在学の市民に加え、日本国

籍を有していても文化的背景などが外国にある市民などを

広く含む。武蔵野市多文化共生推進プランにおいて定義し

た。 

学校運営協議会機能 

がっこううんえ

いきょうぎかい

きのう 

教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持って、

学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議

制の機関を有する機能。平成 29（2017）年３月の「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、学校運

営協議会の設置が努力義務化されている。学校運営協議会

には、主に以下のとおり３つの役割がある。 

①校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

②学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べるこ

とができる 

③教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項に

ついて、教育委員会に意見を述べることができる 
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学校司書 がっこうししょ 

学校図書館法に規定され、本市が小中学校に配置している

非常勤職員。学校図書館の環境整備、子どもたちが利用する

際の支援や授業での活用の補助を行う。これまで以上に教

職員や児童生徒のニーズに対応できるよう、令和５（2023）

年度に「学校図書館サポーター」から名称変更するとともに

勤務時間を拡大した。 

学校 110番 
がっこうひゃく

とうばん 

通報装置を設置し、ボタンを押すと電話回線を通じて警視庁

通信司令本部に自動通報が入り、警察官の緊急配備が可能

になるシステムのこと。 

家庭と子どもの支援

員 

かていとこども

のしえんいん 

不登校傾向の児童生徒に対し、学校の教職員の指導のもと、

地域人材や大学生等の有償ボランティアが登校支援、保健

室等での話し相手や学校生活の支援等を行っている。令和４

(2022)年度から、教室以外の居場所で不登校傾向の児童

生徒を継続的に支援できるように市の会計年度任用職員を

配置し、教職員やスクールソーシャルワーカー、派遣相談員等

と連携して児童生徒の支援を行っている。 

CAP ワークショップ 
きゃっぷわーく

しょっぷ 

子どもがあらゆる暴力から自分を守る方法を学ぶ参加型学

習プログラム。 

給食・食育振興財団 

きゅうしょく・

しょくいくしん

こうざいだん 

（一財）武蔵野市給食・食育振興財団参照のこと。 

教育アドバイザー 
きょういくあど

ばいざー 

本市では、経験の少ない教員の授業を直接観察し、指導・助

言を行うことを目的として、学校教育に関して高い専門性をも

つ元校長を６名配置している（令和６（2024）年 11月１日

現在）。指導法の改善について支援するほか、個々の教員が

抱える悩みなどの教育相談も行っている。 

教育支援センター 
きょういくしえ

んせんたー 

乳幼児から思春期の子どもの教育に関する様々な相談に応

じる機関で、本市の教育委員会で設置。来所、電話での相談

に加え、小中学校への臨床心理士（相談員）の派遣も行う。

大野田小学校内にあり、不登校児童生徒への支援を行うチ

ャレンジルームを併設している。なお、日本語指導などを行う

帰国・外国人教育相談室は、第四中学校内に分離して設置

している。 
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刑法犯認知件数 
けいほうはんに

んちけんすう 
警察において発生を認知した刑法犯の数のこと。 

クラウド くらうど 

クラウド（cloud）とは直訳で「雲」を意味し、情報通信分野で

は「クラウドコンピューティング」の略称として、データやアプリ

ケーション等をネットワーク経由で利用する仕組みを指す。 

自治体で導入されるクラウドは、自治体クラウドとも呼ばれ、

住民基本台帳・税務・福祉等の情報システムやデータを、庁

舎内でなく外部のデータセンターで管理・運用し、通信回線

を経由して複数の自治体で共同利用する取り組みを指す。経

費の削減、セキュリティ水準の向上、被災時の業務継続など

の効果が見込まれている。 

健康づくり支援セン

ター 

けんこうづくり

しえんせんたー 

子どもから高齢者まで生涯を通じて健康な市民を増やしてい

くことを目的として開設。市民公募の健康づくり推進員による

健康情報の提供や、健康づくり人材バンクの活用等により、

広く市民の健康づくりを支援している。平成２１（2009）年１

０月に（財）武蔵野健康開発事業団に移管された。 

公共施設等総合管理

計画 

こうきょうしせ

つとうそうごう

かんりけいかく 

武蔵野市公共施設等総合管理計画を参照のこと。 

（公財）武蔵野市子

ども協会 

（こうざい）む

さしのしこども

きょうかい 

武蔵野市全域の子ども育成活動全般を横断的、効率的、包

括的に支える機関として、安心して子どもを生み育てることが

できる環境づくり、育児等における子育ての支援を行い、地域

と協働した子育てや子どもの育成活動を促進し、活力ある地

域社会の形成に寄与することを目的とした団体。 

（公財）武蔵野市福

祉公社 

（こうざい）む

さしのしふくし

こうしゃ 

昭和 55（1980）年 12月に任意団体として設立。財団法人

を経て、平成 25（2013）年４月に公益財団法人となった。高

齢者や障害者が住み慣れた環境でいつまでも安心して暮ら

せるよう、福祉全体の向上を図るとともに、市民福祉の増進に

寄与することを目的とした団体。 

（公財）武蔵野文化

生涯学習事業団 

（こうざい）む

さしのぶんかし

ょうがいがくし

ゅうじぎょうだ

ん 

市の指定管理者として芸術文化・スポーツ・生涯学習施設の

管理運営を行っている。 

「（公財）武蔵野文化事業団」と「（公財）武蔵野生涯学習振

興事業団」が令和４（2022）年４月１日に合併し、新たに

「（公財）武蔵野文化生涯学習事業団」となった。 
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（公社）武蔵野市シ

ルバー人材センター 

（こうしゃ）む

さしのししるば

ーじんざいせん

たー 

定年退職後などにおいて臨時的、短期的な就業を通じて、労

働能力を活用し、自らの生きがいの充実や社会参加を希望

する高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図ることを

目的とした団体。 

合理的配慮 
ごうりてきはい

りょ 

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために

何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、

負担が重すぎない範囲で対応すること。重すぎる負担がある

ときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を

説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を

得るよう努めることが求められている。 

合理的配慮は、障害者差別解消法に定められた社会的障壁

を除くための取組みであるが、施行当初は行政機関等にの

み義務化されており、事業者については努力義務であった。 

同法律は令和３（2021）年５月に改正され、令和６（2024）

年４月以降は事業者においても合理的配慮の提供は義務化

された。 

心のバリアフリー 
こころのばりあ

ふりー 

障害のある人や子育て中の人、外国人など様々な人々の立

場や抱える問題を理解せず、適切な行動を行わないことによ

る社会生活上の障壁（バリア）を解消するため、様々な心身

の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めよう

とコミュニケーションをとり、支え合うこと。 

こども家庭センター 
こどもかていせ

んたー 

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援を

行う体制。令和６（2024）年４月施行の改正児童福祉法によ

り、「子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）」及び「子育て世

代包括支援センター（母子保健）」の設立意義や機能を維持

した上で、一体的な組織として設置することが、市町村の努

力義務となった。こども家庭センターでは、責任者であるセン

ター長をトップとした指揮命令系統を確立し、児童福祉、母子

保健の両分野の専門職が一体的に支援を行うことが求めら

れる。 
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子育て世代包括支援

センター 

こそだてせだい

ほうかつしえん

せんたー 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する

体制を指す。センターの機能は①ワンストップ相談窓口にお

いて、妊産婦や子育て家庭の個別ニーズを把握したうえで、

情報提供・相談支援を行い、必要なサービスを円滑に利用で

きるようにきめ細かく支援を行うこと、②地域の関係機関とネ

ットワークを構築し、必要に応じて社会資源の開発を行うこと

である。本市においては、令和３（2021）年度より、健康課母

子保健係、子ども家庭支援センター、０１２３吉祥寺、０１２３は

らっぱ、桜堤児童館の５ヵ所の連携により実施している。令和

６（2024）年度にこども家庭センターへ移行した。 

子ども協会 
こどもきょうか

い 
（公財）武蔵野市子ども協会を参照のこと。 

子ども・子育て支援

新制度 

こども・こそだ

てしえんしんせ

いど 

子どもの育ちや子育てへの適切な支援を行い、全ての子ども

が健やかに成長できる社会の実現を目的として平成 27

（2015）年４月より始まった制度で、以下の３点を推進する。 

①教育・保育を一体的に行う「認定こども園」の普及促進 

②保育施設等の設置の促進、小規模保育（グループ保育）

等に対する新たな財政支援を通じた待機児童の解消と、職

員の人材確保や処遇の改善による教育・保育の「質」の改善 

③地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）や一時預

かり（一時保育、預かり保育））事業等、地域における子育て

支援に関する様々なサービスの充実 

子どもの権利 こどものけんり 

  子どもの権利とは、全ての子どもが心身ともに健康に育つ

ために必要とされる権利で、生まれながらに持っている権利。

子どもの権利は、平成元（1989）年に国連で採択された「子

どもの権利条約」に定められており、子どもを保護の対象とし

てではなく、ひとりの人間として認め、権利の主体として捉えて

いる。武蔵野市では、この条約に基づき、市民とともに、子ども

の最善の利益を尊重する社会の実現を目指し、令和５

（2023）年４月１日に「武蔵野市子どもの権利条例」が施行

された。 

子ども・コミュニテ

ィ食堂 

こども・こみゅ

にてぃしょくど

う 

地域の子どもやその保護者などが気軽に立ち寄り、無料また

は少額で提供される栄養バランスの取れた食事を取りなが

ら、相互に交流を行う場を提供する取組み。一般には「子ども

食堂」と呼ばれるが、コミュニティづくりを目的とした「コミュニ

ティ食堂」という側面もあることから、本市ではこうした取組み

を「子ども・コミュニティ食堂」と総称している。 
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子どもを守る家 
こどもをまもる

いえ 

子どもたちが身の危険を感じた時に一時的に緊急避難でき

る場所として、青少協地区委員会とともに設置したもの。 

協力世帯には、『子どもを守る家』ステッカーの掲出をお願い

しており、犯罪抑止力としての効果も期待される。平成 10

（1998）年より実施。 

コミュニティセンタ

ー 

こみゅにてぃせ

んたー 

コミュニティづくりの拠点として設置された公設民営の多目

的施設。昭和 51（1976）年に境南コミュニティセンターが

第１号館として開設。現在は分館等３館を含め市内に 19館

が設置されている。管理運営は、指定管理者制度のもと、地

域住民で組織された公共的団体である 16のコミュニティ協

議会が行っている。 

collabono（こらぼ

の）コミセン親子ひ

ろば 

こらぼのこみせ

んおやこひろば 

コミュニティセンターを会場とした、就学前の親子が自由に遊

び、ちょっとした疑問や悩み、情報交換など、おしゃべりしなが

ら過ごせる「コミセン親子ひろば」のうち、子育て支援団体や

ボランティアなど地域の方によって運営されるひろば。 

さ行 

市講師 しこうし 

教員の負担を軽減するとともに、児童生徒に対して個に応じ

たきめ細かい指導を行うことを目的に市が独自で任用する

者（教員免許所有者）。教員と協力し、または教員の指示の

下で授業を行う。 

次世代育成支援対策

推進法 

じせだいいくせ

いたいさくすい

しんほう 

急速な少子化の進行と家庭や地域を取り巻く環境の変化を

踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成さ

れる環境の整備を図るため、国の行動計画策定指針と地方

公共団体、事業主による行動計画の策定等の次世代育成

支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置

を講ずるための法律。（平成 15（2003）年 7月施行、平成

17（2005）年度から 10年間の時限立法であったが、指針

の内容を充実・強化し、令和７（2025）年３月 31日まで

10年間延長された。） 

シチズンシップ教育 
しちずんしっぷ

きょういく 

子どもたちが、地域社会と積極的にかかわる中で市民の一

員としての自覚を身に付けるとともに、より良い社会づくりに

かかわるための意識、行動（実践力）を育む教育。 
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児童相談所 
じどうそうだん

じょ 

児童福祉法にもとづいて設置され、子どもの健やかな成長

を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関。

18歳未満の子どもに関する相談であれば、本人・家族・学

校の先生・地域の方々など、相談者を問わない。 

児童発達支援センタ

ー 

じどうはったつ

しえんせんたー 

障害児やその家族からの相談に応じるほか、児童発達支援

事業等の事業所や障害児を受け入れている保育所等への

専門的な支援の実施、人材育成や地域住民が障害児者に

対する理解を深めるための活動を行うなど、当該地域におけ

る障害児支援の中核を担う施設。 

令和２年度に、みどりのこども館を児童発達支援センター化

し、療育の質の向上と相談支援の充実を図っている。 

市民安全パトロール

隊 

しみんあんぜん

ぱとろーるたい 

地域を熟知した市民によって結成されたパトロール隊で、市

長より任命された隊員が市内の防犯活動を行う。登下校の

時間帯等に、パトロール隊のジャンパー又はベストを着用し

て見守り等を行う。 

市民社協 
しみんしゃきょ

う 
（社福）武蔵野市民社会福祉協議会を参照のこと。 

社会福祉士 
しゃかいふくし

し 

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格であり、社

会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由

により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相

談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師

その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者と

の連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をい

う。 

（社福）武蔵野市民

社会福祉協議会 

（しゃふく）む

さしのしみんし

ゃかいふくしき

ょうぎかい 

武蔵野市民の一人ひとりが地域社会における主役となり、同

じ地域に暮らす人々と協力して地域福祉を充実させることを

目的として、昭和 37（1962）年に設立され、昭和 53

（1978）年に社会福祉法人として認可された団体。 
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市立自然の村 
しりつしぜんの

むら 

昭和 57（1981）年７月に開設した、長野県川上村にある

野外体験施設。当初より、むさしのジャンボリーの会場として

利用されてきた。近年、一般利用者による市民保養所的な利

用もふえ、平成 16（2004）年には 500 ミリの天体望遠鏡

が寄贈され、平成 18（2006）年からの冬季一部開設等と

あわせ有効活用の幅が広がることで、自然体験活動の拠点

としてのこれまでの位置づけより広い範囲での利用が増えて

きている。 

シルバー人材センタ

ー 

しるばーじんざ

いせんたー 

（公社）武蔵野市シルバー人材センターの項目を参照のこ

と。 

人材育成基本方針 

じんざいいくせ

いきほんほうし

ん 

長期的かつ総合的な観点で職員の能力開発を効果的に推

進するために、人材育成の目的、方策等を明確にした人材

育成に関する基本方針のこと。地方公共団体に策定がもと

められており、本市では第五期長期計画に基づき、平成 24

（2012）年に策定し、その後も長期計画の改訂に合わせて、

同方針の改訂も行っている。直近では令和６年（2024）年

に改訂を行った。 

スクールソーシャル

ワーカー 

すくーるそーし

ゃるわーかー 

個々の子どもたちへの直接的な支援をするとともに、日常生

活を営むうえで生じる様々な問題について、学校、家庭、関係

機関と連携しながら解決に向けて支援を行う社会福祉士や

精神保健福祉士などの専門職。 

生活困窮者 
せいかつこんき

ゅうしゃ 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事

情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持する

ことができなくなるおそれのある者。 

青少年問題協議会地

区委員会 

せいしょうねん

もんだいきょう

ぎかいちくいい

んかい 

青少年問題協議会（略称：青少協）は、地方青少年問題協

議会法及び市の条例に基づき市長の附属機関として設置さ

れ、青少年施策について調査・審議し、市長や関係行政機関

に意見を述べる機関。青少年に関わる関係行政機関、地域

団体等で構成している。地区委員会は、その協議会のもとに

市立小学校の 12の学区域ごとに設置されている組織で、

むさしのジャンボリー、美化活動、地域パトロール、おまつり、

運動会など青少年の健全育成のための様々な活動を行って

いる。 
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セカンドスクール 
せかんどすくー

る 

市立小学校５年生と中学校１年生が、普段の学校生活（ファ

ーストスクール）では得難い自然体験や生活体験を補完す

るという意味で、子どもたちが都会を離れて自然豊かな農村

漁村に滞在して行う長期宿泊体験活動としての「セカンドス

クール」を教育課程に位置付けて実施している。セカンドスク

ールでの学習効果をさらに高めることを目的として、小学校

４年生を対象とした「プレセカンドスクール」も実施。 

0123施設 
ぜろいちにさん

しせつ 

０歳から３歳児までの乳幼児とその保護者を対象に、親子で

いつでも自由に来館し、楽しく遊び、子育てについて学びあ

う施設。自由な遊びを通して子どもの発達を促進するほか、

親同士の交流・学習を目的とした講座や催し、子育てについ

ての相談・情報提供などの子育て支援を行っている。

「0123 吉祥寺」と「0123 はらっぱ」の２施設がある。（公

財）武蔵野市子ども協会によって管理運営されている。 

た行 

多文化共生 
たぶんかきょう

せい 

国籍等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等

な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生

きていくことをいう。 

在留外国人の増加・多国籍化や多様性・包摂性のある社会

実現の動き等を踏まえ、総務省が地方公共団体に対して多

文化共生推進に係る指針・計画の策定を要請したことを受

け、本市においても日本人と外国人がともに理解し、尊重し合

い、活躍できる環境の整備を図るために、令和４（2022）年

度に武蔵野市多文化共生推進プランを策定した。 

地域移行 ちいきいこう 

部活動における地域移行とは、地域の多様な団体が学校と

連携しながら運営・実施する地域クラブ活動によって、部活動

を代替して生徒の活動機会を確保するもの。文部科学省が

策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方

等に関する総合的なガイドライン」で、令和５（2023）年度か

ら令和７（2025）年度までの３年間を改革推進期間として地

域連携・地域移行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能

な限り早期の実現を目指すものとされていることも踏まえ、本

市では拙速な地域移行は行わず、学校を中心とした着実な

地域連携を図り、持続可能な部活動のあり方を検討してい

く。 
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地域子ども館事業 
ちいきこどもか

んじぎょう 

小学生の放課後等（早朝、放課後、土曜日、学校長期休業

中）を充実させる施策。地域の小学生が学校内の教室や校

庭、図書室を安全な居場所として好きな時に来て、好きな時

間だけ過ごせる自由来所型の施設であるあそべえと、保護者

の就労や疾病などにより放課後に適切な監護が受けられな

い児童が、放課後の過ごし方を身につけるための施設である

こどもクラブ（学童クラブ）からなる。 

地域型保育事業 
ちいきがたほい

くじぎょう 

子ども・子育て支援新制度における市町村による認可事業。

小規模保育（利用定員６人以上１９人以下）、家庭的保育

（利用定員５人以下）、居宅訪問型保育、事業所内保育（主

として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とす

る子どもにも保育を提供）の４種類がある。 

地域コーディネータ

ー 

ちいきこーでぃ

ねーたー 

学校と地域とが一体となった教育を推進するため、学校と地

域を結ぶ窓口役として、全市立小中学校（小学校 12校・中

学校６校）に各校１名（全 18名）ずつ配置した人材。 

学校からの「地域の力を借りて授業を行いたい」といった依

頼に対し、支援する地域人材（ボランティア）のコーディネート

や連絡調整などを、PTAや開かれた学校づくり協議会、青少

年問題協議会などと協力しながら行う。 

地域社協（福祉の会） 

ちいきしゃきょ

う（ふくしのか

い） 

地域の人々のネットワークを広げ、安心して暮らせる地域づく

りを行うとともに、いざというときの助け合い、支え合いの体制

づくりをめざして設置された組織。市内 13地域で結成され

ている。正式名称は「地域福祉活動推進協議会」。 

チャレンジルーム 
ちゃれんじるー

む 

本市では、不登校児童・生徒への支援を行うチャレンジルー

ムを教育支援センターに併設している。学習や集団活動など

を通して自主性を養い、社会的自立につながるよう支援を行

っている。 

長期宿泊体験活動 

ちょうきしゅく

はくたいけんか

つどう 

セカンドスクール及びプレセカンドスクールをいう。市立小学

校５年生と中学校１年生が、普段の学校生活（ファーストスク

ール）では得難い自然体験や生活体験を補完するという意

味で、子どもたちが都会を離れて自然豊かな農村漁村に滞

在して行う長期宿泊体験活動としての「セカンドスクール」を

教育課程に位置付けて実施している。セカンドスクールでの

学習効果をさらに高めることを目的として小学校４年生を対

象とした「プレセカンドスクール」も実施している。 
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ＤＸ でぃーえっくす 

デジタルトランスフォーメーション（Digital 

Transformation）の略。「デジタル技術の浸透が人々の生

活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」であり、一

般的に「ＤＸ」と略される。 

本市では、第七次総合情報化基本計画において、ＤＸを「市

民目線で業務の見直しを行い、デジタル技術を活用し、市民

の利便性と職員の業務効率を上げ、市民福祉の向上につな

げること」と定義している。 

デジタル・シティズ

ンシップ教育 

でじたる・して

ぃずんしっぷき

ょういく 

ＩＣＴを使うことが当たり前の社会に求められる「態度や知識・

技能を身に付けること」を目指した取組み。市として、態度的

側面についてはＩＣＴを活用する際の課題やその理由を考え、

正しい行動に向かう態度等、知識的側面についてはデジタル

社会における法の理解等、技能的側面についてはＩＣＴを活

用した課題解決能力等、と整理した。 

テンミリオンハウス 
てんみりおんは

うす 

地域の実情に応じた市民等の「共助」の取組みに対し､市が

年間 1,000万（ten-million）円を上限とした運営費補助

等の活動支援を行う。現在、市内に７か所開設されている。 

都市公園 としこうえん 

都市公園法に基づき、地方公共団体や国が設置する都市計

画施設である公園または緑地、及び都市計画区域内におい

て地方公共団体が設置する公園または緑地。 

土曜学校 どようがっこう 

学校休業日の土曜日等に開催する、子どもたちの「生きる

力」を育むための体験活動を中心とするプログラム。対象は

小学生、中学生。算数の面白さを知る講座、理科の実験・研

究を行う講座、水球などのスポーツ教室、野外活動の森林体

験教室、武蔵野地域五大学と連携した講座などを展開し、子

どもたちの生涯学習へのきっかけづくりの場を提供する。平成

14（2002）年度からの完全学校週五日制の導入により、実

施している。 

な行 

認可外保育施設 
にんかがいほい

くしせつ 

児童を保育する施設で、児童福祉法に基づく基準を満たした

「認可保育所」または子ども・子育て支援新制度で新たに位

置づけられた「地域型保育事業」以外の保育施設のこと。認

証保育所やベビーホテル等がある。 
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は行 

派遣相談員 
はけんそうだん

いん 

教育支援センターの臨床心理士で、小・中学校に週１回派遣

している。学級担任やコーディネーターに対する助言を行うほ

か、児童・生徒や保護者からの相談に応じている。このほか、

都のスクールカウンセラーが週１回小・中学校へ派遣されて

いる。 

ハビット はびっと 

心身の発達に何らかの心配がある子どもに対する早期から

の支援と、障害のある子どもを育てる親の不安を軽減するた

め専門スタッフが相談支援を行う施設。 

ＢＣＰ びーしーぴー 

「Business Continuity Plan（事業継続計画）」の略。災害

時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制

約がある状況下において、優先的に実施すべき業務を特定

するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資

源の確保等をあらかじめ定める計画。 

ひきこもり ひきこもり 

様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、

非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則

的には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている

状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）を指す

現象概念。 

開かれた学校づくり

協議会 

ひらかれたがっ

こうづくりきょ

うぎかい 

学習指導や学校行事、教育活動、児童生徒への指導、学校と

家庭・地域の連携など学校運営に関して、広く意見を求め、

地域社会に開かれた特色ある学校づくりを進めるため、全て

の市立小中学校に設置された協議会。委員は地域、保護者、

関係団体等の代表で構成され、年４回程度、校長の招集によ

り開催。 

二俣尾・武蔵野市民

の森 

ふたまたお・む

さしのしみんの

もり 

森林の恩恵を受けている都市部の責任として、水源林でもあ

る森林を荒廃から守り、健全に育成するとともに、市民が自然

とふれあい、地域の相互交流が図れるよう、武蔵野市、（公

財）東京都農林水産振興財団、山林所有者とで協定をむす

び、青梅市二俣尾において啓発活動と森林整備に取り組ん

でいる。 

プレーパーク ぷれーぱーく 

自分の責任で自由に遊ぶことを基本に、身近な素材を使って

いろいろなことができる遊び場。平成 20（2008）年７月よ

り、境冒険遊び場公園で実施され、現在では大野田公園、松

籟公園でも実施している。ＮＰＯ法人「プレーパークむさしの」

が運営し、子どもたちが自由な発想で、自由に遊べる場とし

て活動している。 
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ベビーカー貸出しサ

ービス事業 

べびーかーかし

だしさーびすじ

ぎょう 

吉祥寺駅周辺でベビーカーの貸出しを無料で行うサービス。

貸出されたベビーカーは、店舗外に自由に持ち出しでき、親

子で吉祥寺のまち歩きを楽しむことができる。 

市立中学生による市長への提言をもとに、試行事業を経て、

平成 28（2016）年度にサービスを開始した。令和６（204）

年 11月時点で、貸出し窓口 4か所、合計貸出し台数 17

台。愛称は「ベビ吉」。 

保育コンシェルジュ 
ほいくこんしぇ

るじゅ 

子どもの預け先など、各家庭の相談を受けながら、保育士の

専門性を生かして家庭の事情と希望に合った認可保育所、

認可外保育施設、幼稚園等の様々な保育サービスの情報提

供を行う担当者。 

保育アドバイザー 
ほいくあどばい

ざー 

平成 20（2008）年から配置されている、保育の質の維持・

向上を目的とした、各認可保育所・認可外保育施設への訪

問指導や公立保育所の経営層への指導・相談業務等を行う

担当者。 

保育のガイドライン 
ほいくのがいど

らいん 

平成 22（2010）年 2月に策定された第三次子どもプラン

武蔵野の重点的取組として掲げている「認可保育所における

保育の質の維持・向上と効率的運営の取組」の一つとして、

武蔵野市保育のガイドライン検討委員会を設置して定めた、

本市における保育の質の水準。 

放課後子供教室 
ほうかごこども

きょうしつ 

文部科学省が主導する、放課後や週末等に、安全・安心な子

どもの活動拠点を設け、地域の人々の参加を得て「学び・遊

び・体験・交流」など様々な取組を推進する事業。本市では

「地域子ども館あそべえ」で実施している。 

放課後等デイサービ

ス 

ほうかごとうで

いさーびす 

児童福祉法第６条の２の２第３項に規定される障害児通所支

援サービス。就学している障害児を対象に、授業の終了後又

は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活

能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他の支援を行う。 

母子・父子自立支援

員 

ぼし・ふしじり

つしえんいん 

母子及び父子並びに寡婦福祉法第 8条に規定され、ひとり

親家庭等の生活全般についての相談や就業等の自立に必

要な支援を行う者。 

ホワイトイーグル 
ほわいといーぐ

る 

市民生活の安全を確保するために設置された安全パトロー

ル隊で、市内において、青色回転灯を装備した車両により、市

内のパトロール活動を行う。小中学校、子ども施設などを対

象とした立ち寄り警戒や公園、福祉関係施設等を対象とした

周辺警戒を実施する。平成 14（2002）年度開始。 
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ま行 

みどりのこども館 
みどりのこども

かん 

心身の発達に気がかりなところがあるお子さんとその保護者

への相談・支援をする「相談部ハビット」、通園施設「通園部

ウィズ」が連携をとりながら、乳幼児期を中心に一貫した発達

支援を行っている施設。また、地域開放型施設として、おもち

ゃを通して親子でのびのび遊ぶ場「おもちゃのぐるりん」を併

設している。 

むさしのエコ reゾー

ト 

むさしのえこり

ぞーと 

市役所北側にある旧武蔵野クリーンセンターのプラットホーム

と事務所棟をリノベーションして整備した環境啓発施設。令和

２（2020）年 11月に開館し、地球温暖化、ごみ、資源、エネ

ルギー、緑、水循環、生物多様性など様々な環境分野につい

て啓発を行っている。 

むさしのクレスコー

レ 

むさしのくれす

こーれ 

武蔵野市教育委員会が NPO法人に事業を委託して行う、

居場所機能や相談機能を重視した学校に行かない・行けな

い中学生が自由に過ごせる居場所・学びの場。 

武蔵野市公共施設等

総合管理計画 

むさしのしこう

きょうしせつと

うそうごうかん

りけいかく 

少子高齢化の進行に伴い、税収の増加が見込めないこと、社

会保障関連費が増加することなど、将来の財政状況が厳し

いことが予測される中、これまで整備してきた公共施設・都市

基盤施設の多くが更新時期を迎えるにあたり、計画的な整

備・更新を行うため、全ての公共施設・都市基盤施設を俯瞰

する基本的な方針を定めた計画。平成 29（2017）年２月に

策定。 

武蔵野市学習者用コ

ンピュータ活用指針 

むさしのしがく

しゅうしゃよう

こんぴゅーたか

つようししん 

武蔵野市の児童生徒の実情を鑑み、学習者用コンピュータを

適切かつ効果的に活用するために必要な知見を蓄積し、教

職員の習熟を図るため、児童生徒がタブレット端末を使用で

きる環境を整備し、令和３（2021）～５（2023）年度に試行

実施したうえで本市としての学習者用コンピュータ活用の指

針を定めるもの。 

むさしの自然観察園 
むさしのしぜん

かんさつえん 

身近な自然の回復、保全を目的に、昆虫や小動物の繁殖な

ど、自然環境に触れ学ぶ場として、平成 17（2015）年 7月

にオープンした施設。所在地は吉祥寺北町 3-12。 

武蔵野市バリアフリ

ー基本構想 

むさしのしばり

あふりーきほん

こうそう 

主に市内３駅を中心とした駅周辺の区域について、各事業者

が優先的にバリアフリー化に取り組む事項を明確にするとと

もに、サイン等による利用者への情報提供や心のバリアフリー

の推進についての取組みを示したもの。令和４（2022）年３

月策定。 
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武蔵野市民科 
むさしのしみん

か 

本市で進めてきた「市民性を高める教育」（シチズンシップ教

育）をさらに充実・発展させるために、「自立」「協働」「社会

参画」の視点から、総合的な学習の時間、「特別の教科 道

徳」、特別活動、各教科等の内容を教科横断的に組み合わ

せた単元を編成し、「武蔵野市民科」として実施する。小学校

５年生～中学校３年生が対象。平成 29（2017）年度から検

討を始め、モデルカリキュラムを作成した。各学校で単元指導

計画を作成し、令和３（2021）年度から本格実施している。 

むさしのジャンボリ

ー事業 

むさしのじゃん

ぼりーじぎょう 

市内在住の小学校４～６年生を対象に、青少年問題協議会

（青少協）地区委員会と市が共催して長野県川上村の市立

自然の村で実施する２泊３日の野外体験事業。自然の中で

様々な体験をすることにより、自立心、創造性、豊かな心を育

むことを目的としている。 

武蔵野地域五大学 
むさしのちいき

ごだいがく 

平成５（1993）年２月、武蔵野地域五大学（亜細亜大学、成

蹊大学、東京女子大学、日本獣医生命科学大学、武蔵野大

学）の学長と市長とで構成された「武蔵野地域学長懇談会」

を設置した。各大学の資源を活用し、市民向けに生涯学習の

場「武蔵野地域自由大学」を開学している。「武蔵野地域五

大学共同講演会」、「武蔵野地域五大学共同教養講座」、

「武蔵野市寄付講座」などを実施している。 

武蔵野ふるさと歴史

館 

むさしのふるさ

とれきしかん 

文化財の保護普及を行い、旧石器・縄文時代の石器・土器

から、近世、近現代に至る様々な歴史資料を収集、収蔵、研

究、公開し、武蔵野市域の歴史と文化を学ぶことができる博

物館と、歴史公文書等の選別、収蔵、公開を行う公文書館の

役割を併せ持つ施設。博学連携事業に取組み、市内の小中

学校との教育連携を行っている。平成 26(2014)年 12月

開館。 

武蔵野プレイス 
むさしのぷれい

す 

武蔵境のまちづくりの推進の一環として、「図書館」「生涯学

習支援」「青少年活動支援」「市民活動支援」の４つの機能

を持ち、幅広い年代の方が交流する「場」として、地域社会の

活性化を深める公共施設。平成 23(2011)年７月開館。(公

財)武蔵野文化生涯学習事業団に指定管理委託をしている。 
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や行 

ヤングケアラー やんぐけあらー 

ヤングケアラーとは、子ども・若者育成支援推進法において、

「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行ってい

ると認められる子ども・若者」と定義され、国・地方公共団体

が各種支援に努めるべき対象としています。 

ユニバーサルデザイ

ン 

ゆにばーさるで

ざいん 

年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、はじめからできる

だけ多くの人が利用可能なように、利用者本位、人間本位の

考え方に立って、快適な環境とするようデザインすること。 

ら行 

ラーニングコモンズ 
らーにんぐこも

んず 

本来は図書館などに設けられる総合的な自主学習のための

環境で、ＩＣＴ機器や学習スペースなどを備え、従来からある

書籍の閲覧だけでなく、グループ学習や討論会など様々な学

習形態の活用に対応するためのスペース。本市の改築後の

学校においては、従来の学校図書館やパソコン教室に、多目

的室の機能などを加えた総称として用い、学習の中心として

位置づけることを検討している。 

利用者支援事業 
りようしゃしえ

んじぎょう 

子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援

事業の一つ。子ども及びその保護者等、または妊娠している

方が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を利用でき

るよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応

じて相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実

施する。 

わ行 

ワーク・ライフ・バラ

ンス 

わーく・らいふ・

ばらんす 

働く人が、仕事以外にも、家庭や地域を大切にし、自己啓発

への取り組みや、心身の健康のために休暇を楽しむなど、

「仕事の充実」と「プライベートの充実」を自らマネジメントし

ていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第六次子どもプラン武蔵野（中間のまとめ） 

令和 7（2025）年度～令和 11（2029）年度 

 

〒 180-8777 武蔵野市緑町 2－2－28 

武蔵野市子ども家庭部子ども子育て支援課 

電話：0422－ 60－ 1851（直通） 

F A X：0422－ 51－ 9417 

Mail：sec-kodomokosodate@city.musashino.lg.jp 


